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は
じ
め
に

　

本
稿
の
課
題
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
（
以
下
、
繊
維
女
工
と
記
す
）
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
あ
る
。
近
代
日
本
の
繊
維
女
工
が
、
農
村
の
小
作
農
や
貧
農
の
子
女
の
家
計
補
充
を
目
的
と
し
た
出
稼
労
働
者
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
家
経
営
の
貧
し
さ
故
の
出
稼
労
働
と
い
う
供
給
側
の
要
因
と
繊
維
工
業
の
高
蓄
積
の
た
め
の
低
賃

金
労
働
と
い
う
需
要
側
の
要
因
は
自
動
的
に
マ
ッ
チ
し
た
の
で
は
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
労
働
市
場
の
需
給
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
自
律
的

に
機
能
し
た
の
で
は
な
く
、
需
要
側
の
供
給
側
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
が
け
が
あ
っ
た
。
繊
維
工
業
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
の

多
く
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
紹
介
人
や
募
集
人
と
い
っ
た
人
び
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
紹
介
人
や
募
集
人
と
は
一
体
何
な
の
か
、

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
た
深
い
考
察
が
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
繊
維
企
業
と
繊
維
女
工
と

い
う
二
項
対
立
の
枠
組
の
な
か
で
の
み
、
繊
維
女
工
の
労
働
史
が
か
た
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
繊
維
女
工
の
離
職
・
退
職
率
の
高
さ
も
、
繊
維
企
業
の
長
時
間
労
働
な
ど
苛
酷
な
労
働
環
境
や
食
事
・
住
居
（
寄
宿
舎
）
な
ど

劣
悪
な
生
活
環
境
な
ど
に
よ
る
疾
病
に
よ
る
帰
郷
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
環
境
に
堪
え
か
ね
た
無
計
画
な
逃
亡
な
ど
に
よ
る
も
の
と
説
明

近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て

　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業

西
成
田　

豊
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さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
け
っ
し
て
間
違
い
で
は
な
い
し
、
そ
の
も
つ
意
味
も
ひ
じ
ょ
う
に
重
い
。
し
か
し
、
繊
維
女
工
の
離

職
・
退
職
率
の
高
さ
は
、
劣
悪
な
労
働
・
生
活
環
境
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
繊
維
企
業
と
繊
維
女
工
と
い

う
二
項
対
立
の
枠
組
の
な
か
で
は
視
界
に
は
い
ら
な
い
紹
介
人
・
募
集
人
の
役
割
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
紹

介
人
・
募
集
人
と
は
一
体
何
な
の
か
、
そ
の
実
態
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
以
下
、
製
糸
業
、
綿
紡
績
業
、
織
物
業
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
い

で
そ
れ
ら
の
募
集
を
取
締
る
た
め
に
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
道
府
県
ご
と
の
「
労
働
者
募
集
取
締

規
則
」
と
、
二
四
年
に
内
務
省
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
と
性
格

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、
議
論
が
多
岐
に
わ
た
る
関
係
上
、
通
常
の
論
文
の
構
成
と
は
逆
に
、
上
記
の
諸
問
題
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
述
し
た
う
え
で
、

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
研
究
史
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

一　

製
糸
業

　

製
糸
業
の
女
性
労
働
者
（
製
糸
女
工
、
以
下
こ
の
よ
う
に
記
す
）
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
文
献
は
何
を
か

た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
生
糸
職
工
事
情
』（
一
九
〇
三
年
）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
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「
寄
宿
工
女
ニ
シ
テ
殊こ

と

ニ
遠
国
ヨ
リ
募
集
シ
来
ル
者
ニ
関
シ
テ
ハ
頗す

こ
ぶル

注
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
工
場
主
ト
工

女
ト
ノ
間
ニ
紹
介
人
ノ
ア
ル
ア
リ
、
或
ハ
工
場
主
カ
〔
ガ
〕
臨
時
ニ
募
集
員
ヲ
派
遣
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
地
方
ニ
依
ツ
テ
其
方
法
ヲ
異

ニ
セ
リ
ト
雖い

え
どモ

、
之こ

れ

要よ
う

ス
ル
ニ
工
場
主
ト
工
女
又
ハ
其
父
兄
ト
ハ
間
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ル
」（
1
）（
傍
点
筆
者
、
以
下
同

じ
）

　

こ
こ
で
は
、
工
場
主
が
地
方
で
製
糸
女
工
を
募
集
す
る
ば
あ
い
は
、「
紹
介
人
」
と
い
う
仲
介
者
を
と
お
し
て
募
集
し
、
し
た
が
っ
て

工
場
主
と
女
工
（
そ
の
父
兄
）
の
関
係
は
間
接
的
な
関
係
に
な
る
こ
と
、
工
場
主
が
直
接
募
集
に
乗
り
だ
す
こ
と
は
臨
時
的
で
あ
る
こ
と

が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
諏
訪
製
糸
業
地
帯
で
あ
る
長
野
県
に
つ
い
て
同
書
は
、「
各
工
場
ハ
事
務
員
殊
ニ
見
番
ヲ
以
テ
募
集
人

ト
ナ
ス
ヲ
常
ト
ス
ト
雖
モ
、
往お

う

々お
う

此
以
外
ノ
人
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ア
リ
…
…
是こ

れ

等ら

募
集
人
ト
工
場
主
ト
ノ
間
ニ
ハ
一
種
ノ
契
約
ヲ
結
ヒ
、

其
ノ
募
集
シ
タ
ル
工
女
ノ
数
ニ
応
シ
テ
相
当
ノ
手
数
料
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ト
セ
リ
」（
2
）と
記
し
て
い
る
。
長
野
県
に
お
い
て
は
工
場
の
「
見

番
」
な
ど
に
よ
る
直
接
募
集
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
工
場
主
と
契
約
し
た
募
集
人
に
よ
る
間
接
募
集
も
け
っ
し
て
例
外
的
で
は
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
農
商
務
省
に
よ
る
こ
の
調
査
は
一
九
〇
一
年
時
点
で
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
〇
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
諏
訪
製
糸
問
題
が
「
女

工
登
録
制
度
」
を
開
始
し
た
〇
三
年
以
降
も
、
募
集
人
に
よ
る
間
接
募
集
が
、
一
部
で
は
あ
れ
、
な
お
存
続
し
た
の
か
は
、
上
記
の
調
査

で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
〇
七
年
に
長
野
県
が
「
工
女
募
集
取
締
規
制
」
を
制
定
し
、
募
集

従
事
者
（
募
集
人
）
を
公
認
し
つ
つ
そ
の
許
可
制
を
敷
い
た
こ
と
、
ま
た
後
掲
表
2
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
二
年
の
時
点
で
長
野
県
の

製
糸
業
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
は
六
〇
〇
〇
人
近
く
に
お
よ
ん
で
お
り
、
新
潟
県
に
次
い
で
多
い
こ
と
、
こ
う
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
れ

ば
、「
女
工
登
録
制
度
」
導
入
後
も
、
長
野
県
に
お
い
て
は
募
集
人
に
依
存
し
た
募
集
が
少
な
か
ら
ず
存
続
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
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ろ
う
。
こ
う
し
た
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、
後
の
一
調
査
報
告
書
も
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「（
日
清
戦
争
―
注
）
戦
後
明
治
三
十
年
頃
斯
業
（
製
糸
業
―
注
）
は
非
常
に
発
展
し
、
女
工
の
募
集
は
啻た

だ

に
縁
故
の
み
を
充あ

て
充

員
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
り
…
…
女
工
の
集
団
的
雇
傭
を
必
要
と
し
、
先
づ
募
集
員
を
雇
傭
し
、
或あ

る
いは

営
利
口
入
業
者
（
周
旋
・
斡

旋
業
者
―
注
）
に
依
頼
し
、
相
当
な
る
報
酬
を
投
じ
て
募
集
す
る
に
至
つ
た
」（
3
）。

　

以
上
の
べ
た
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
た
製
糸
女
工
の
声
は
、『
職
工
事
情
』
の
「
附
録
」
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
群
馬
県
前
橋
市
の
製
糸
工
場
で
働
い
て
い
る
新
潟
県
小
沼
郡
出
身
の
一
二
歳
の
女
工
は
、
一
九
〇
二
年
一
〇
月
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。「

私
ハ
去
年
五
月
頃
当
市
（
前
橋
市
―
引
用
者
注
）
ヘ
参
リ
マ
シ
タ
、
国
ヲ
出
ル
ト
キ
ハ
何
ノ
気
モ
ナ
ク
只た

だ

母
ノ
言
ヒ
付
ケ
ラ
ル
ル

マ
ヽ
募
集
人
ト
ヤ
ラ
飛
脚
ト
ヤ
ラ
云
フ
モ
ノ
ニ
連
ラ
レ
、
他
ノ
連
レ
者
ト
一
緒
ニ
当
地
ニ
着
キ
、
其
日
直
チ
ニ
当
市
○
○
町
○
○
サ

ン
ト
云
フ
内
ヘ
連
レ
行
カ
レ
、
何
ス
ル
ト
ナ
シ
ニ
一
週
間
程
世
話
ニ
ナ
ツ
テ
居
マ
シ
タ
、
ス
ル
ト
十
日
程
経た

ツ
テ
カ
ラ
○
○
ノ
息
子

カ
〔
ガ
〕
私
ヲ
目も

つ

下か

勤
メ
テ
居
リ
マ
ス
○
○
方
ヘ
連
レ
テ
行
キ
マ
シ
テ
愈い

よ

々い
よ

同
家
（
個
人
経
営
の
製
糸
工
場
―
引
用
者
注
）
デ
勤
メ

ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
ス
ガ
、
給
金
ト
カ
小こ

遣づ
か
いト

カ
其
様
ナ
コ
ト
ハ
一
切
聞
キ
テ
ハ
居
リ
マ
セ
ナ
ン
ダ
…
…
」（
4
）。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
製
糸
女
工
の
紹
介
人
や
募
集
人
に
た
い
し
て
は
、
さ
き
の
引
用
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
工
場
主
か
ら
一

定
の
手
数
料
が
支
払
わ
れ
た
。『
生
糸
職
工
事
情
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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「
手
数
料
ハ
募
集
シ
タ
ル
工
女
ノ
技
術
奈い

か
ん何

ニ
依
ツ
テ
其
額
ヲ
異
ニ
セ
リ
、
即
チ
募
集
人
カ
若
干
ノ
工
女
ヲ
率
ヒ
来
ル
ヤ
、
工
場
主

ハ
是
等
工
女
ノ
技
術
ヲ
試
験
シ
之
ニ
等
級
ヲ
附
シ
此
等
級
ニ
応
シ
テ
紹
介
人
ニ
与
フ
ヘ
キ
ノ
手
数
料
ノ
額
ヲ
定
ム
ル
ナ
リ
、
諏
訪
地

方
ニ
テ
ハ
此
手
数
料
ハ
一
等
ノ
工
女
一
人
ニ
就
キ
一
円
乃
至
二
円
ヲ
給
ス
ル
ト
云
フ
」（
5
）

　

女
工
一
人
に
つ
き
手
数
料
一
円
か
ら
二
円
と
い
う
金
額
は
、
当
時
（
一
九
〇
〇
〜
〇
三
年
）
の
製
糸
女
工
の
賃
金
（
日
給
二
〇
銭（
6
））

の
五
日
か
ら
一
〇
日
分
に
あ
た
る
。

　

以
上
は
、
一
九
〇
〇
年
前
後
の
産
業
革
命
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
も
、
製
糸
女
工
の

募
集
方
法
は
一
面
に
お
い
て（
7
）、
基
本
的
に
変
化
が
な
い
。
事
実
、
一
九
二
四
年
五
月
現
在
の
一
調
査
報
告
書
は
、
製
糸
女
工
の
募
集

方
法
の
様
子
に
つ
い
て
「
女
工
の
閉
業
帰
郷
前
後
に
於
て
行
は
る
、
最
も
争
奪
峻
烈
な
る
最
後
の
争
奪
戦
〔
は
〕
工
場
の
命
運
を
定
む
る

と
も
云
は
る
ゝ
白
兵
戦
で
あ
つ
て
、
工
場
主
は
男
工
事
務
員
等
を
総
動
員
し
、
募
集
員
を
応
援
す
る
」（
8
）と
記
し
、
さ
ら
に
「
募
集
員
は

『
道
案
内
』
と
称
す
る
土
着
者
の
傭
人
を
使
用
し
て
、
女
工
の
家
庭
に
入
る
…
…
『
道
案
内
』
と
称
す
る
者
は
、
公
式
に
許
可
（
こ
の
意

味
は
後
述
―
注
）
を
受
く
る
も
の
で
は
な
い
。
然し

か

し
此
の
種
の
者
を
利
用
し
て
、
其
の
縁
故
に
依
つ
て
、
女
工
の
家
庭
に
入
る
こ
と
が
有

利
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」（
9
）と
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
募
集
人
に
た
い
す
る
工
場
主
側
の
応
援
、
募
集
人
に
よ
る
「
道
案
内
」
人
の

雇
用
と
い
う
、
募
集
方
法
の
重
層
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
工
場
主
か
ら
独
立
し
た
募
集
人
が
募
集
の
中
核
的
な
担
い
手
と
な
っ
て
い

る
点
は
、
前
の
時
代
と
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、
次
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
二
〇
年
代
に
は
女
工
募
集
に
た
い
す
る
工
場
主
側
の
関
与

が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
率
直
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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「
前
述
の
如
き
方
法
に
依
つ
て
募
集
行
為
は
行
は
れ
、
そ
し
て
募
集

せ
ら
れ
た
る
女
工
は
、
概
し
て
二
月
下
旬
か
ら
三
月
上
旬
に
於
て
入

場
す
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
出
発
し
て
工
場
に
入
る
を
『
引
き
揚

け
』
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
際
は
、
募
集
員
又
は
工
場
主
よ
り
派

遣
せ
ら
る
ゝ
者
（
主
と
し
て
男
工
）
に
従
つ
て
一
定
の
場
所
に
集
合

せ
し
め
、
鉄
道
に
依
つ
て
団
体
輸
送
を
な
し
、
鉄
道
省
は
特
に
臨
時

列
車
を
運
転
し
て
其
の
便
に
供
し
て
ゐ
る
」（
10
）。

　

し
か
し
、
女
工
募
集
の
中
核
的
な
担
い
手
が
工
場
主
か
ら
独
立
し
た
募

集
人
・
紹
介
人
で
あ
る
以
上
、
前
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
工
場
主
か
ら

募
集
人
・
紹
介
人
に
た
い
し
て
手
数
料
が
給
付
さ
れ
た
。「
募
集
員
手
当

は
募
集
従
事
員
に
対
す
る
報
酬
で
、
募
集
人
員
一
人
に
つ
き
最
低
三
円
位

か
ら
二
十
五
円
位
迄ま

で

の
も
の
で
あ
る
。
工
場
よ
り
出
張
し
た
現
業
員
に
対

し
て
は
此
の
如
き
報
酬
は
与
へ
ず
…
…
」（
11
）。
募
集
し
た
女
工
一
人
に
つ

き
三
円
か
ら
二
五
円
と
い
う
報
酬
（
手
数
料
）
は
、
こ
の
時
期
（
一
九
二

四
年
）
の
製
糸
女
工
の
賃
金
（
日
給
九
六
銭（
12
））
の
三
日
分
か
ら
二
六

日
分
に
あ
た
り
、
前
の
時
代
よ
り
増
加
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
募
集
人
・
紹
介
人
は
し
ば
し
ば
「
募

表 1　募集従事者許可・不許可人員数（1922 年，全国） （人・％）

業　種
募集従事者

許可人員（A）
同

不許可人員（B）
計（C） （B）／（C）

製糸工場 27,880 861 28,741 3.0
紡績工場 16,502 531 17,033 3.1
その他繊維工場 5,515 111 ※ 5,626 2.0
機械器具工場 24 ― 24 0.0
化学工場 73 ― 73 0.0
飲食物工場 100 2 102 2.0
雑 工 場 102 ― 102 0.0
特別工場 7 ― 7 0.0

小　計 50,203 1,505 51,708 2.9

土木工業 955 16 971 1.6
鉱　　業 393 12 405 3.0
そ の 他 926 13 939 1.4

合　計 52,477 1,546 54,023 2.9
資料：東京地方職業紹介事務局『管内製糸女工調査』1925 年 3 月，37 頁より作成．
　注：※数字の誤りを訂正した．
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集
従
事
者
」
と
呼
ば
れ
、
後
述
す
る
各
道
府
県
の
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」

に
よ
っ
て
募
集
に
従
事
す
る
こ
と
へ
の
届
出
が
必
要
と
さ
れ
た
。
内
務
省
社
会

局
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
二
年
度
に
お
い
て
「
募
集
従
事
者
」
を
使
用
す

る
工
場
は
六
〇
八
二
工
場
で
、
そ
の
う
ち
繊
維
工
場
は
五
九
九
九
工
場
と
圧
倒

的
多
数
を
占
め
（
全
体
の
九
八
・
六
％
）、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
製
糸
工
場
は
三

一
三
三
工
場
で
、
繊
維
工
場
全
体
の
五
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る（
13
）。
ま
た
、

「
募
集
従
事
者
」
の
人
員
を
み
る
と
（
表
1
）、
同
年
現
在
、
製
糸
工
場
の
「
募

集
従
事
者
」（
許
可
人
員
。
不
許
可
人
員
に
つ
い
て
は
後
述
）
は
二
万
七
八
八

〇
人
で
、
工
場
で
使
用
す
る
「
募
集
従
事
者
」
総
数
五
万
二
〇
三
人
の
五
五
・

五
％
を
占
め
て
い
る
。
製
糸
工
場
が
使
用
す
る
こ
う
し
た
「
募
集
従
事
者
」
の

数
は
、
表
2
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
管
内
に
か
ぎ

る
と
、
新
潟
（
七
千
人
）、
長
野
（
六
千
人
）、
山
梨
（
二
千
人
）、
群
馬
（
一

千
人
）、
静
岡
（
一
千
人
）
の
順
で
多
い
。
こ
う
し
た
「
募
集
従
事
者
」
が
募

集
す
る
職
工
数
は
（
表
3
）、
そ
の
多
く
は
製
糸
女
工
と
推
定
さ
れ
る
が
、
一

人
当
り
一
五
人
か
ら
二
五
人
ほ
ど
で
、
平
均
す
れ
ば
一
八
人
で
あ
る
（
山
梨
、

山
形
両
県
は
一
五
〇
人
以
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
募
集
従
事
者
」
が
極
端
に

少
な
い
た
め
で
、
そ
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
）。

　

以
上
の
べ
た
「
募
集
従
事
者
」
は
、
多
数
の
女
工
を
製
糸
工
場
へ
送
り
込
め

表 2　道府県別募集従事者許可人員（1922 年，東京地方職業紹介事務局管内）（人）

県 製糸工場 紡績工場
そ の 他
繊維工場

その他工場 合　計

新　　潟 7,084 2,521 761 91 10,457
長　　野 5,890 170 153 0 6,213
山　　梨 2,228 111 37 0 2,376
静　　岡 1,012 304 319 1 1,636
群　　馬 1,230 27 15 0 1,272
宮　　城 273 297 82 2 654
岩　　手 442 136 48 0 626
秋　　田 22 447 113 39 621
茨　　城 377 103 90 2 572
福　　島 109 167 114 0 390 ※

その他共合計 19,452 4,574 1,897 157 26,080
資料：表 1 に同じ．38 頁より作成．
　注：募集従事者許可人員（工場に従事のみ）の多い管内の 10 道府県を取りだした．
　　　※数字の誤りを訂正した．
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ば
、
そ
の
ぶ
ん
手
数
料
（
報
酬
）
が
多
く
な
る
た
め
、
募
集
の
方
法
も
悪
質
で
、

人
間
と
し
て
の
資
質
に
も
問
題
が
あ
る
人
物
が
多
か
っ
た
。
事
実
、
こ
の
点
に
つ

い
て
岐
阜
県
当
局
は
、「
募
集
行
為
ノ
直
接
ノ
衝
ニ
当
ル
募
集
員
〔
募
集
従
事
員
〕

ナ
ル
モ
ノ
ハ
…
…
多
ク
ハ
地
方
ニ
於
ケ
ル
無
職
ノ
徒や

か
ら

並
な
ら
び
に

工
場
ニ
於
ケ
ル
下し

た

廻ま
わ

リ
（
工
場
に
吸
着
す
る
雑
用
人
―
引
用
者
注
）
等
ニ
シ
テ
、
従
テ
学
歴
少
ナ
ク
常

識
ニ
乏
シ
キ
モ
ノ
多
キ
為
メ
、
募
集
行
為
ハ
依
然
ト
シ
テ
悪あ

く

辣ら
つ

ナ
ル
手
段
ヲ
弄ろ

う

シ
、

何な
ん

等ら

改
メ
ザ
ル
…
…
」（
14
）と
の
べ
て
お
り
、
二
〇
年
同
県
の
許
可
を
う
け
た
「
募

集
従
事
員
」
四
五
〇
〇
人
中
、
同
年
所
轄
警
察
署
に
よ
っ
て
処
罰
を
う
け
た
者
は

二
八
九
人
（
拘
留
一
五
人
、
科
料
二
四
七
人
、
説
諭
二
七
人
）
で
、
許
可
人
員
の

六
・
四
％
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る（
15
）。
ま
た
、
中
央
職
業
紹
介
事
務

局
も
、「
直
接
募
集
の
衝
に
当
る
募
集
員
〔
募
集
従
事
員
〕
の
素
質
は
募
集
上
の

弊
害
の
多
少
を
決
定
す
る
要
素
で
あ
る
の
に
、
現
在
の
従
事
員
も
し
く
は
従
事
員

た
ら
ん
と
す
る
者
の
中
に
は
、
好
も
し
か
ら
ざ
る
者
の
多
い
こ
と
は
否
定
し
が
た

い
事
実
で
あ
る
」（
16
）と
の
べ
て
い
る
。「
募
集
従
事
員
」
と
し
て
許
可
さ
れ
た
者

で
す
ら
以
上
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、「
従
事
員
た
ら
ん
と
す
る
者
」

（「
募
集
従
事
員
」
許
可
申
請
者
）
の
不
許
可
率
は
、
前
掲
表
1
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
製
糸
業
は
紡
績
業
と
並
ん
で
ほ
か
の
業
種
よ
り
高
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

未
許
可
率
三
％
と
い
う
数
値
そ
れ
自
体
は
け
っ
し
て
高
い
数
字
で
は
な
い
が
、
そ

表 3　募集従事者による募集職工数（1924 年 5 月末） （人・％）

府　　県 調査工場数
募集職工
総数（A）

募集従事者
総数（B）

1 人当り平均
（A）／（B）

長　　野 669 168,659 10,741 15.7
埼　　玉 45 19,391 1,025 18.9
山　　梨 10 16,513 99 166.8
群　　馬 22 13,304 859 15.5
福　　島 20 12,160 405 30.0
山　　形 14 9,965 66 151.0
茨　　城 31 5,724 254 22.5
宮　　城 14 4,596 238 19.3
新　　潟 24 3,563 136 26.2
静　　岡 29 2,956 206 14.3

その他共合計 938 266,074 14,481 18.4
資料：表 1 に同じ．42-43 頁より作成．
　注：募集職工数が多い前記管内の上位 10 府県を取りだした．
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れ
も
府
県
側
の
規
制
基
準
（
後
述
）
が
緩
か
っ
た
の
か
、
許
可
申
請
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
工
作

や
虚
偽
記
載
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
許
可
を
得
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
次
に
、
上
述
し
て
き
た
こ
と
の
関
連
で
製
糸
女
工
の
移
動
率
（
勤
続
年
数
）
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
諏
訪
製
糸
業
の
工
場
が
女
工
を
そ
の
年
の
一
二
月
に
解
雇
し
、
次
の

年
の
一
、
二
月
に
あ
ら
た
め
て
募
集
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
一
調
査
報
告
書
は
、
こ
う
し
た
雇
用
慣
行
が
こ
の
時
期
に
お

い
て
も
、
諏
訪
地
方
を
ふ
く
め
た
全
国
の
主
要
な
製
糸
業
地
帯
で
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
報
告
書
は
、
こ
の
時
期
の
女
工
募
集
難
の
原
因
と
し

て
工
場
の
釜
数
が
急
増
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
、「
雇
傭
期
間
は
一
年
を
原
則
と
し
、
毎
年
更

新
の
必
要
が
あ
る
か
ら
毎
年
の
募
集
数
は
著
し
く
多
く
な
る
」
こ
と
（「
毎
年
の
募
集
数
が

多
い
こ
と
」）
と
、「
製
糸
業
で
は
年
末
に
解
雇
し
、
直た

だ
ちに

募
集
に
着
手
す
る
工
場
が
多
数
を

占
め
…
…
従
っ
て
十
二
月
か
ら
一
、
二
月
に
か
け
て
の
募
集
競
争
は
酷
烈
を
極
め
る
に
至

る
」
こ
と
（「
募
集
時
期
が
一
時
的
な
る
こ
と
」）
の
二
つ
の
構
造
的
要
因
を
あ
げ
て
い

る（
17
）。

　

製
糸
女
工
の
移
動
は
、
こ
の
募
集
の
さ
い
前
年
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
元
の
工
場
に
戻
ら
な

い
「
不
復
帰
者
」
と
、
操
業
中
に
お
け
る
「
退
場
者
」（
退
職
者
・
逃
亡
者
）
と
に
わ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
表
4
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
の
勤
続
年

数
一
年
以
上
は
、
募
集
の
さ
い
元
の
工
場
に
復
帰
し
た
回
数
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
逆

表 4　製糸女工の勤続年数（1901 年） （人・％）

勤続年数
長　　　　　野　　　　　県

その他諸県
須坂地方 松代地方 上諏訪地方 下諏訪地方 計

6 カ月未満 399 139 346 491 1,375（10.9） 340（11.7）
6 カ月-1 年 532 119 662 1,549 2,862（22.8） 342（11.8）
1 年-2 年 527 160 461 1,291 2,439（19.4） 484（16.6）
2 年-3 年 576 211 240 1,240 2,267（18.0） 478（16.4）
3 年-5 年 662 129 326 961 2,078（16.5） 763（26.2）
5 年以上 655 116 182 605 1,558（12.4） 502（17.3）

合　計 3,351 874 2,217 6,137 12,579（100.0） 2,909（100.0）
資料：農商務省商工局工務課『生糸職工事情』1903 年，187-188 頁より作成．
　注：長野県は 205 工場，その他諸県は 29 工場についての調査．
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に
、
勤
続
六
カ
月
未
満
の
女
工
と
六
カ
月
以
上
一
年
未
満
の
仮
に
半
数
の
女
工
を
操
業
中
に
お
け
る
「
退
場
者
」（
退
職
者
・
逃
亡
者
）

と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
そ
の
比
率
は
諏
訪
地
方
を
中
心
と
す
る
長
野
県
下
の
工
場
で
は
二
二
％
、
そ
の
他
諸
県
の
工
場
で
は
一
八
％
と
な

る
。
後
に
の
べ
る
紡
績
女
工
の
移
動
率
と
く
ら
べ
る
と
低
い
も
の
の
、
製
糸
女
工
の
操
業
中
の
移
動
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

操
業
中
の
女
工
の
移
動
に
つ
い
て
『
生
糸
職
工
事
情
』
は
、「
工
女
ニ
シ
テ
他
ノ
工
場
ニ
転
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
婚
姻
ヲ
為
ス
ト
カ

養
女
ニ
行
ク
ト
カ
種
々
ノ
口
実
ヲ
作
リ
、
之
ニ
関
ス
ル
証
明
書
ヲ
携
ヘ
テ
以
テ
解
雇
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
工
場
主
ハ

之
ヲ
奈い

か
ん何

ト
ス
ル
コ
ト
能あ

た

ハ
ズ
、
已や

ム
ナ
ク
其そ

の

求
メ
ニ
応
ス
レ
ハ
該
工
女
ハ
直
チ
ニ
他
ノ
工
場
ニ
転
ス
ル
ナ
リ
」（
18
）と
伝
え
て
い
る
。
問

題
は
、
こ
の
「
口
実
」
が
女
工
の
主
体
的
な
意
思
に
も
と
づ
く
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
製
糸
女
工
の
募
集
方
法

（
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
仲
介
・
斡
旋
）
や
後
述
す
る
紡
績
女
工
の
工
場
間
移
動
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
製
糸
女
工
の
退
職

「
口
実
」
は
、
手
数
料
（
仲
介
・
斡
旋
料
）
を
稼
ぐ
た
め
の
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
っ
て
使
嗾
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
九
二
〇
年
の
代
表
的
な
一
七
の
製
糸
工
場
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
年
度
の
工
場
入
場
者
（
女
工
）
一

万
二
〇
七
〇
人
の
う
ち
操
業
中
の
「
退
場
者
」
数
は
二
四
五
二
人
で
、「
退
場
」
率
は
二
〇
・
三
％
で
あ
っ
た（
19
）。
こ
の
「
退
場
者
」
の

な
か
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
製
糸
工
場
の
劣
悪
な
労
働
・
生
活
環
境
に
よ
っ
て
病
気
と
な
り
帰
郷
し
た
女
工
も
含
ま
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ

る
が
、
先
に
の
べ
た
と
お
り
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
（
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
仲
介
・
斡
旋
）
を
考
慮
す
る
と
、
手
数
料
（
仲
介
・
斡

旋
料
）
稼
ぎ
を
目
的
と
し
た
幕
集
人
（
募
集
従
事
員
）
に
よ
っ
て
引
き
抜
か
れ
た
女
工
（
他
工
場
へ
の
斡
旋
）
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て

い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　　

以
上
、
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
述
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し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
日
本
製
糸
業
史
研
究
の
画
期
的
な
著
作
で
あ
る
石
井
寛
治
氏
の
研
究（
20
）は
、「
諏
訪
製
糸
家
は
、
毎

月
一
月
上
旬
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
各
地
に
女
工
募
集
人
を
派
遣
し
、
そ
の
年
に
必
要
な
女
工
を
集
め
た
」（
21
）と
の
べ
、
募
集
人
（
製
糸

家
の
従
業
員
で
あ
ろ
う
）
に
よ
る
女
工
の
直
接
募
集
に
言
及
し
て
い
る
。
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
諏
訪
地
方
を
ふ
く
む
長
野
県
に
お
い
て

は
た
し
か
に
女
工
の
直
接
募
集
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
工
場
主
と
契
約
し
た
募
集
人
に
よ
る
間
接
募
集
も
け
っ
し
て
例
外
的
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
石
井
氏
の
言
及
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
石
井
氏
は
、「
激
烈
を
き
わ
め

た
女
工
争
奪
の
結
果
と
も
い
う
べ
き
…
…
各
製
糸
場
に
お
け
る
女
工
の
交
替
度
＝
残
留
率
」（
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）
を
検
討
す
る
と
し
、

「
女
工
の
残
留
率
を
基
本
的
に
規
定
す
る
も
の
は
、
女
工
の
出
稼
継
続
期
間
で
あ
り
、
他
製
糸
場
へ
の
移
動
も
、『
逃
亡
』
と
い
う
形
で
の

女
工
の
消
極
的
反
抗
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
が
多
い
が
、
移
動
そ
の
も
の
が
、
製
糸
家
側
の
争
奪
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
の
べ
て
い

る（
22
）。
こ
こ
で
は
、
女
工
の
他
工
場
へ
の
移
動
は
「
逃
亡
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
女
工
の
「
消
極
的
反
抗
」
と
位
置
づ
け
つ
つ
も
、

そ
れ
を
製
糸
家
の
女
工
争
奪
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、「
逃
亡
」
と
「
争
奪
」
が
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か
、
両
者
を
結
び
つ
け

る
仲
介
・
斡
旋
者
が
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

　

瀧
澤
秀
樹
氏
の
研
究（
23
）も
、
女
工
の
募
集
は
製
糸
家
（
工
場
主
）
側
の
直
接
募
集
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同

氏
は
、
諏
訪
地
方
の
製
糸
家
「
笠
原
組
」
の
女
工
募
集
の
方
法
（
一
九
一
二
年
の
時
点
）
に
つ
い
て
検
討
し
、「
製
糸
家
＝
工
場
は
、
運

動
員
に
対
し
て
『
運
動
金
』
を
渡
し
て
各
地
に
派
遣
す
る
」（
24
）と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
「
運
動
員
」
と
は
同
氏
に
よ
れ
ば
、「
運
動
金
」

に
よ
る
「
工
女
運
動
」
を
お
こ
な
う
「
募
集
員
」
で
あ
り（
25
）、
そ
の
「
募
集
員
」
と
は
み
ず
か
ら
の
「
出
身
地
を
中
心
に
工
女
募
集
を

展
開
」（
26
）す
る
「
工
場
の
工
男
」（
27
）で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
氏
は
、「
こ
の
時
期
に
は
工
女
募
集
は
募
集
員
の
恣
意
の
介
入
す
る
『
人
買

い
請
負
』
的
な
方
法
で
は
な
く
、
製
糸
家
＝
工
場
の
意
志
が
工
女
募
集
過
程
に
貫
徹
す
る
形
で
行
わ
れ
た
」（
28
）（
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）

と
の
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
募
集
員
（
工
男
）
の
自
主
性
の
な
さ
」（
29
）を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
同
氏
は
、
同
時
に
以
下
の
よ
う
な
重



191　　近代日本における繊維工業女性労働者の募集方法について

要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
工
男
が
募
集
し
た
工
女
と
の
間
に
特
殊
な
『
権
利
』
関
係
を
保
持
し
て
い
た
…
…
。
そ
の
『
権
利
』
の

具
体
的
内
容
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
製
糸
家
＝
工
場
と
工
女
と
の
間
に
、
工
男
が
お
そ
ら
く
募
集
員
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
あ
る
種
の
『
権
利
』
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
製
糸
業
に
お
け
る
賃
労
働
の
特
質
を
考
え
る
場
合
、
と
り
わ
け
注
目
し

て
お
く
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
」（
30
）。
募
集
員
で
あ
る
工
男
と
女
工
と
の
あ
い
だ
の
あ
る
種
の
「
権
利
」
関
係
の
存
在
が
、「
募
集
員
（
工

男
）
の
自
立
性
の
な
さ
」
と
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
結
び
つ
く
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
募
集
員

が
「
自
立
」
し
、
募
集
活
動
が
外
部
化
さ
れ
れ
ば
、
本
論
で
の
べ
た
よ
う
な
募
集
人
（
紹
介
人
）
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。「
工
男
の
持
っ
て
い
た
工
女
募
集
員
と
し
て
の
性
格
」（
31
）を
同
氏
は
「
笠
原
組
」
に
限
定
せ
ず
、
も
う
少
し
多
く
の
事
例
を
分

析
し
、
発
展
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

中
村
政
則
氏
の
本（
32
）は
啓
蒙
書
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
と
紡
績
女
工
の
そ
れ
に
つ
い
て
異
な
っ
た
記
述

を
し
て
お
り
、
重
要
な
の
で
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
同
氏
も
ま
た
こ
れ
ま
で
み
て
き
た

研
究
と
お
な
じ
よ
う
に
、
工
場
側
の
直
接
募
集
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
氏
は
、「
明
治
三
〇
年
代
（
一
八
九
七
〜
）
に
は
い
る

と
、
諏
訪
の
製
糸
業
界
で
は
女
工
不
足
が
生
じ
、
遠
隔
地
募
集
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
募
集
員
は
交
通
の
不
便
な

…
…
へ
も
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
」（
33
）と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
「
募
集
員
」
と
は
以
下
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
工
場
の
従
業
員
で
あ
っ
た
。

「
各
工
場
の
募
集
人
は
年
末
と
春は

る

挽び
き

ま
え
に
二
度
ず
つ
、
ま
え
の
年
に
自
己
の
工
場
に
働
い
て
い
た
女
工
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
工

場
の
女
工
で
あ
っ
た
者
、
あ
る
い
は
工
場
勤
め
を
希
望
し
て
い
る
者
を
問
い
あ
わ
せ
、
そ
の
家
を
歴
訪
す
る
」（
34
）。
ま
た
同
氏
は
、
そ
の

本
の
最
初
の
方
で
「
検
番
（
見
番
。
募
集
員
を
か
ね
た
現
場
長
）」（
35
）を
登
場
さ
せ
て
お
り
、「
各
工
場
の
募
集
人
」
と
は
検
番
（
見
番
）

と
お
も
わ
れ
る
が
、
両
者
が
同
じ
な
の
か
違
う
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
製
糸
女
工
の
募
集
が
工
場
側
に
よ
る
直
接
募
集

だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
組
織
的
・
計
画
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
同
氏
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
多
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少
あ
っ
た
と
し
て
も
、
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
ろ
う
。「
工
場
主
は
…
…
和
田
峠
か
ら
大
屋
に
い
た
る
沿
道
に
募
集
員
を
派
遣
し
た
。
そ

し
て
、
岡
谷
へ
ゆ
く
女
工
ら
し
き
者
を
つ
か
ま
え
て
は
、
あ
た
か
も
出
迎
え
の
事
務
員
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
、
手
あ
た
り
し

だ
い
に
自
分
の
工
場
へ
ひ
き
い
れ
て
し
ま
う
」（
36
）。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
よ
う
な
非
組
織
的
・
非
計
画
的
な
女
工
募
集
は
、
本
論
で
示
唆

し
た
よ
う
に
、
工
場
側
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
の
よ
く
な
せ
る
業わ

ざ

だ
っ
た
。

　

東
條
由
紀
彦
氏
の
研
究（
37
）は
、
諏
訪
製
糸
同
盟
の
女
工
登
録
制
度
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
意
識
の
一
つ
は
製
糸
女
工

の
移
動
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
同
氏
が
重
視
し
て
い
る
の
は
「
女
工
、『
家
』、
経
営
、
三
者
の
と
り
か
わ
す
諸
関
係
」（
38
）で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
同
氏
は
、
女
工
登
録
制
度
に
よ
っ
て
女
工
の
「
争
奪
」
や
逃
亡
は
防
止
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
「
家
」
と
「
経

営
」
と
の
あ
い
だ
の
「
伝
統
的
縁
故
関
係
」
と
、
経
営
者
間
の
「
徳
義
」
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。「（
女
工
の
争
奪
・
逃
亡

の
防
止
は
―
引
用
者
注
）
女
工
を
排
出
す
る
『
家
』
と
の
伝
統
的
縁
故
関
係
よ
り
生
じ
た
、
移
動
を
嫌
視
す
る
あ
る
種
無
定
形
な
『
家
』

の
意
思
を
前
提
と
し
た
、
経
営
者
間
の
み
の
『
徳
義
』
で
あ
っ
た
」（
39
）、「
移
動
を
嫌
視
す
る
無
定
形
な
道
徳
観
、
そ
れ
を
筆
者
は
、『
伝

統
的
縁
故
関
係
』
の
内
容
を
な
す
重
要
な
一
要
素
と
考
え
る
が
、
こ
れ
が
経
営
者
間
の
『
徳
義
』
に
よ
る
移
動
の
『
大
勢
的
抑
制
』
の
機

構
が
機
能
す
る
上
で
の
、
不
可
欠
の
前
提
で
あ
っ
た
」（
40
）（
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）。
し
か
し
同
氏
の
研
究
で
は
、
こ
の
「
伝
統
的
縁
故
関

係
」
も
「
移
動
を
嫌
視
す
る
無
定
形
な
『
家
』
の
意
思
」
も
、「
経
営
者
間
の
『
徳
義
』」
も
、
ま
っ
た
く
実
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
ま
っ
た
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

同
氏
の
研
究
で
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
女
工
の
移
動
の
「
大
勢
的
抑
制
」
の
機
構
の
成
立
を
指
摘
し
な
が
ら
、
次
に
女

工
の
移
動
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
氏
は
、
雇
用
契
約
中
の
女
工
の
移
動
・
逃
亡
は
「
女
工
本
人
の
意
思
に

よ
る
も
の
」（
41
）と
し
て
い
る
が
、
女
工
の
移
動
・
逃
亡
が
ど
う
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
仲
介
者
（
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
）
の

存
在
に
つ
い
て
は
視
野
か
ら
完
全
に
消
失
し
て
い
る
。
ま
た
契
約
更
新
に
と
も
な
う
移
動
に
つ
い
て
は
、「『
家
』
が
何
ら
か
の
意
味
で
自
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己
の
判
断
を
介
在
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
経
営
が
そ
れ
に
何
ら
関
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。（
中
略
）
移
動
は
『
家
』
と
経
営
の
言
わ
ば
『
共
謀
』
で
あ
り
、
か
つ
直
接
そ
れ
に
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
経
営
側
と
考
え
ら

れ
る
わ
け
で
あ
る
」（
42
）と
記
し
て
い
る
。
契
約
更
新
の
さ
い
の
女
工
の
移
動
に
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
が
ま
っ
た
く
介
在
し
な
か
っ
た
の

か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
点
は
お
く
と
し
て
も
、
女
工
の
移
動
の
「
大
勢
的
抑
制
」
機
構
と
し
て
の
「
家
」
と
「
経

営
」
の
「
伝
統
的
縁
故
関
係
」
が
、
契
約
更
新
の
さ
い
の
女
工
の
移
動
に
つ
い
て
は
、「
家
」
と
他
の
「
経
営
」
の
「
共
謀
」
関
係
に
す

り
変
わ
る
氏
の
議
論
は
、
論
理
矛
盾
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
他
の
「
経
営
」
に
は
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
「
伝
統
的
縁
故
関
係
」
が
存
在

し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
七
年
の
時
期
（
氏
の
い
う
「
第
五
期
」）
に
な
る
と
、
契
約
更
新
の
さ
い
の
女
工
の
移
動
も
変
化
す
る

と
し
、
氏
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
契
約
更
新
の
移
動
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
『
家
』
の
意
思
に
よ
る
も
の
、
と
い
う
性
格
は
変
わ

ら
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
①
少
な
く
と
も
そ
の
『
家
』
の
意
思
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
女
工
の
意

思
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
②
さ
ら
に
女
工
本
人
の
意
思
が
『
家
』
の
意
思
を
決
め
る
第
一
の
要
因
と
な
る
例
も
少
な
か
ら
ず
出
現

し
、
③
『
家
』
の
意
思
と
い
う
媒
介
を
へ
ず
、
本
人
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
移
動
す
る
例
も
生
ず
る
、
と
い
っ
た
、
注
目
す
べ
き
変
化
も

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
43
）。
こ
こ
で
も
氏
は
、「『
家
』
の
意
思
」
や
「
女
工
の
意
思
」
や
後
者
が
「
第
一
の
要
因
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
実
証
し
て
い
な
い
か
、
ほ
ん
の
数
例
を
あ
げ
て
い
る
の
み
で
、
牽け

ん

強
付
会
の
論
法
を
展
開
し
て
い
る
。
総
括
的

に
言
え
ば
、
女
工
の
移
動
に
つ
い
て
の
「『
家
』
と
『
経
営
』
の
伝
統
的
縁
故
関
係
」
↓
「『
家
』
と
他
の
『
経
営
』
の
共
謀
関
係
（『
家
』

の
意
思
）」
↓
「
女
工
の
意
思
」
と
い
う
氏
の
議
論
は
、
観
念
的
思
弁
の
産
物
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
こ
こ
ま
で

の
議
論
で
は
現
実
的
存
在
と
し
て
の
紹
介
人
・
募
集
人
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。

　

し
か
し
、「
大
正
末
期
」（
一
九
二
四
、
五
年
こ
ろ
）
の
製
糸
女
工
労
働
市
場
に
つ
い
て
言
及
す
る
段
に
な
る
と
氏
の
議
論
は
一
変
す
る
。
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「
大
正
末
期
の
製
糸
女
工
労
働
市
場
は
、
①
極
小
経
営
の
通
勤
女
工
圏
、
②
中
小
経
営
の
伝
統
的
縁
故
関
係
に
よ
る
閉
鎖
的
・
個
別
的
募

集
圏
、
③
大
経
営
の
広
域
・
大
規
模
募
集
圏
と
い
う
、
言
わ
ば
〝
三
重
の
構
造
〞
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
44
）。
こ
こ
で
は
、

「
伝
統
的
縁
故
関
係
」
を
結
ん
で
い
た
「
経
営
」
が
「
中
小
経
営
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

の
説
明
も
実
証
も
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
通
勤
工
女
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
一
年
調
査
に
よ
る
『
生
糸
職
工
事
情
』
に

す
で
に
記
さ
れ
て
お
り（
45
）、「
大
正
末
期
」
の
労
働
市
場
に
は
じ
め
て
参
入
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
ま
た
氏
の
上
記
の
記
述
は
、

女
工
の
募
集
圏
が
狭
い
か
広
い
か
を
指
摘
し
た
も
の
で
、
労
働
市
場
の
「
三
重
の
構
造
」
と
し
て
「
理
論
的
」
に
規
定
し
う
る
も
の
で
は

な
い
。

　

し
か
も
同
氏
は
、
上
記
の
③
に
つ
い
て
「
大
経
営
の
広
域
・
大
規
模
募
集
圏
自
体
が
、
募
集
人
に
よ
る
個
別
の
縁
故
を
つ
て
に
し
た
募

集
と
い
う
、
旧
来
か
ら
の
入
職
の
あ
り
方
に
依
存
す
る
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
た
」（
46
）（
傍
点
、
引
用
者
）
と
の
べ
て
い
る
。
同
氏
の

研
究
に
お
い
て
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
募
集
人
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
縁
故
に
よ
る
募
集
は
「
旧
来
か
ら
の
（「
大
正
末
期
」
以
前
か
ら

の
―
引
用
者
注
）
入
職
の
あ
り
方
」
だ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
大
正
末
期
」
で
「
限
界
」
が
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、

上
述
し
て
き
た
氏
の
い
う
「
女
工
、『
家
』、
経
営
、
三
者
の
と
り
か
わ
す
諸
関
係
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
、
つ
よ
い
疑
問
投
げ
か
け
ざ

る
を
え
な
い
。

　

松
村
敏
氏
の
研
究（
47
）は
、
両
大
戦
間
期
の
片
倉
製
糸
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
社
の
女
工
の
募
集
方
法
は
工
場
の
「
検
番
」

に
よ
る
直
接
募
集
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。「
二
〇
年
代
に
お
け
る
片
倉
製
糸
の
女
工
募
集
の
主
要
な
方
法
は
、
な
お
工
場
の
い
わ
ゆ
る

『
検
番
』（
同
社
で
は
二
二
年
末
以
降
、「
現
業
員
」
と
呼
称
）
に
よ
る
伝
統
的
な
現
地
直
接
募
集
で
あ
っ
た
」（
48
）。
傍
点
を
付
し
た
表
現

か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
同
社
の
女
工
募
集
方
法
は
一
九
二
〇
年
代
以
前
か
ら
直
接
募
集
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
同
氏
は
同
時

に
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。「
し
か
し
遅
く
と
も
二
〇
年
代
中
頃
に
は
、
大
部
分
の
工
場
で
は
募
集
員
と
女
工
の
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関
係
は
工
場
内
に
は
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
二
六
年
末
の
調
査
に
よ
る
と
、
片
倉
系
工
場
三
九
の
う

ち
三
五
ま
で
が
、
女
工
の
工
場
内
配
置
は
出
身
地
域
別
で
は
な
く
、『
混
合
制
度
』
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
女
工
の
直
接
募
集
員
が
受
持

現
業
員
で
は
な
く
、
募
集
し
た
女
工
を
工
場
内
に
お
い
て
も
監
督
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」（
49
）。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
同
氏
は
、

さ
き
の
瀧
澤
秀
樹
氏
の
研
究
と
お
な
じ
よ
う
に
、
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
直
接
募
集
と
は
い
っ
て
も
工
場
の
募
集
員
と
募
集
さ
れ
た
女
工

と
の
あ
い
だ
に
あ
る
種
の
「
権
利
」
関
係
（
支
配
統
制
関
係
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
）
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
労
働
力
編
成

の
な
か
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

　

中
林
真
幸
の
研
究（
50
）は
、
諏
訪
地
方
に
お
け
る
製
糸
家
の
女
工
募
集
は
募
集
員
に
よ
る
直
接
募
集
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、

女
工
が
活
発
に
工
場
間
を
移
動
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
女
工
の
移
動
は
、
東
條
由
紀
彦
氏
の
よ
う
に
「
家
」

と
他
の
「
経
営
」
と
の
「
共
謀
」
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
賃
金
を
も
と
め
た
女
工
の
自
立
的
で
自
由
な
移
動
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。「（
一
八
九
〇
年
代
―
引
用
者
注
）
の
労
働
需
給
の
逼
迫
を
背
景
と
し
て
、
労
働
者
が
複
数
の
製
糸
家
の
間
を
移
動
す
る
と
い
う
、

流
動
性
の
高
い
労
働
市
場
が
成
立
し
て
い
た
」（
51
）、「
製
糸
家
が
、
ほ
か
の
製
糸
家
と
契
約
し
た
労
働
者
を
勧
誘
す
る
に
は
、
よ
り
高
い

賃
金
を
提
示
す
る
場
合
と
、
反た

ん

物も
の

な
ど
の
景
品
を
提
示
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
」（
52
）。

　

し
か
し
同
氏
の
研
究
で
問
題
な
の
は
、
女
工
の
移
動
を
う
な
が
す
製
糸
家
の
あ
い
だ
で
の
女
工
賃
金
の
違
い
が
ま
っ
た
く
実
証
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
以
下
の
文
章
が
示
す
よ
う
に
氏
の
議
論
が
演
繹
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
労
働
者
が
提
示
さ
れ
た
契
約
を
受
け
容
れ
、
誘
因
体
系
に
反
応
し
、
最
適
な
働
き
方
を
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
の
移
動
が
自
由
で
あ

る
こ
と
も
必
要
な
条
件
と
な
り
う
る
。
緊
張
の
多
い
労
働
を
受
け
容
れ
る
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
高
賃
金
、
い
わ
ゆ
る
効
率
賃
金
を

提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
有
効
に
作
用
す
る
に
は
、
そ
の
高
賃
金
を
求
め
て
諏
訪
郡
外
か
ら
労
働
者
が
自
由
に
移
動

で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
契
約
し
た
工
場
と
相
性
が
合
わ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
工
場
の
賃
金
体
系
に
お
い
て
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賃
金
を
最
大
化
す
る
労
働
が
、
そ
の
労
働
者
の
効
用
を
最
大
化
し
な
い
場
合
、
そ
の
労
働
者
は
す
み
や
か
に
ほ
か
の
工
場
に
移
動
す
る
方

が
よ
い
。
移
動
が
困
難
で
あ
る
と
、
そ
の
労
働
者
自
身
が
賃
金
体
系
に
従
っ
た
行
動
を
と
ら
ず
、
労
働
を
最
適
化
し
な
い
で
な
く
、
や
が

て
は
賃
金
体
系
の
機
能
を
損
な
う
で
あ
ろ
う
」（
53
）。〝
理
論
的
に
は
こ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
な
る
は
ず
だ
〞
と
い
う
同
氏
の
議

論
は
、
帰
納
法
を
基
本
と
す
る
経
済
史
（
歴
史
）
研
究
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
工
の
移
動
を
仲
介
す
る
具
体
的
な
存
在
と

し
て
の
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
は
、
同
氏
の
視
野
に
は
ま
っ
た
く
は
い
っ
て
い
な
い
。
事
実
、
同
氏
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
諸
研

究
と
は
異
な
り
、『
生
糸
職
工
事
情
』
を
比
較
的
よ
く
分
析
し
て
い
る（
54
）も
の
の
、
筆
者
が
本
論
で
引
用
し
た
よ
う
な
記
述
は
「
理
論
」

的
に
説
明
す
る
う
え
で
都
合
が
悪
い
の
か
、
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　

製
糸
業
に
関
す
る
最
近
の
研
究
で
あ
る
榎
一
技
氏
の
研
究（
55
）は
、
郡
是
製
糸
（
京
都
府
）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
氏
は
、

郡
是
の
女
工
募
集
の
対
象
は
原
料
取
引
区
域
の
養
蚕
農
家
の
子
女
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
そ
も
そ
も
同
社
で
は
、『
創
立

当
時
（
一
八
九
六
年
―
引
用
者
注
）
よ
り
養
蚕
家
の
子
女
を
以
て
職
工
と
す
る
方
針
で
、
必
ず
し
も
全
部
『
養
蚕
家
』
と
は
行
か
な
い
が
、

大
体
原
料
取
引
区
域
内
か
ら
職
工
は
求
め
ら
れ
た
』
と
あ
る
よ
う
に
、
原
料
取
引
区
域
と
職
工
募
集
区
域
と
の
合
致
を
理
想
と
し
て
い

た
」（
56
）。
ま
た
同
氏
は
、
郡
是
で
は
一
九
一
七
年
の
郡
是
女
学
校
の
設
立
に
よ
っ
て
企
業
内
養
成
制
度
が
確
立
し
た
と
し
、「
郡
是
女
学

校
設
置
後
の
同
社
は
、
五
年
間
の
雇
用
契
約
を
義
務
と
し
て
六
ケ
月
の
養
成
教
育
を
実
施
し
た
が
、
こ
の
養
成
を
受
け
た
工
女
を
社
内
工

と
呼
び
、
社
内
養
成
を
経
ず
に
他
経
営
か
ら
移
っ
て
き
た
工
女
を
『
社
外
工
』
あ
る
い
は
旧
工
女
と
呼
ん
だ
」（
57
）。
こ
う
し
た
郡
是
の
雇

用
・
養
成
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
紹
介
人
・
募
集
人
に
独
自
に
依
存
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
製
糸
業
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
な
い
が
、
筆
者
の
か
つ
て
の
著
書
『
在
日
朝
鮮
人
の
「
世
界
」
と
「
帝
国
」
国
家
』（
一
九

九
七
年
）
に
お
い
て
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
「
融
和
」
団
体
で
あ
る
「
相
愛
会
」
の
一
九
二
〇
年
の
活
動
を
考
察
し
、
そ
の
活
動
の
一
つ
と

し
て
在
日
朝
鮮
人
の
職
業
紹
介
を
と
り
あ
げ
、
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
入
職
さ
せ
た
労
働
者
に
対
す
る
『
統
制
権
』
を
相
愛
会
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は
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
募
集
と
『
統
制
権
』
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
主
と
し
て
女
工
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
募
集
し
入
職

さ
せ
た
朝
鮮
人
女
工
の
労
務
管
理
ま
で
相
愛
会
は
請
負
っ
た
」（
58
）、「
朝
鮮
人
女
工
に
対
す
る
こ
う
し
た
相
愛
会
の
労
務
管
理
請
負
＝

「
統
制
権
」
は
、
山
梨
県
の
ば
あ
い
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
愛
会
山
梨
県
本
部
は
県
内
の
製
糸
工
場
に
朝
鮮
人
女
工
を
斡
旋
す

る
こ
と
を
と
お
し
て
朝
鮮
人
女
工
に
対
す
る
統
制
・
支
配
を
つ
よ
め
、
次
第
に
工
場
内
に
浸
透
し
て
い
っ
た
」（
59
）。
こ
こ
で
筆
者
は
、

「
相
愛
会
」
に
よ
る
朝
鮮
人
女
工
（
製
糸
女
工
）
の
募
集
・
斡
旋
と
入
職
後
の
「
統
制
権
」
＝
労
務
管
理
請
負
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
が
、
同
書
執
筆
当
時
は
こ
の
関
係
を
筆
者
は
、「
相
愛
会
」
と
在
日
朝
鮮
人
女
工
と
の
あ
い
だ
の
特
殊
な
関
係
で
あ
ろ

う
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
諸
研
究
の
一
部
や
本
論
で
の
筆
者
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
労
務
管
理
請
負
ま
で

と
は
い
か
な
く
と
も
、
製
糸
女
工
の
募
集
を
と
お
し
て
紹
介
人
・
募
集
人
（
そ
れ
が
工
場
内
的
存
在
か
工
場
外
的
存
在
か
は
ひ
と
ま
ず
お

く
）
が
女
工
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
製
糸
業
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
が
諏
訪
製
糸
業
を
研
究
の
対
象
と
し
て
き
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
本
論
で
の
べ
た
よ
う
な
工
場
か
ら
自
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
間
接
募
集
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
言
及
が
な
か
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
工
場
の
従
業
員
で
あ
り
募
集
人
で
あ
る
「
見
番
」
と
募
集
し
た
女
工
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
種
の
「
権
利
」
関

係
な
り
支
配
統
制
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
生
糸
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、
一
七
七
頁
。
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（
2
）
同
上
書
、
一
七
八
頁
。

（
3
）
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
一
九
二
五
年
三
月
、
三
二
頁
。

（
4
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、「
附
録
二
」
三
〇
八
頁
。

（
5
）
前
掲
『
生
糸
職
工
事
情
』
一
七
八
頁
。

（
6
）
労
働
運
動
史
料
委
員
会
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
一
九
五
九
年
、
二
七
〇
頁
。

（
7
）「
一
面
に
お
い
て
」
と
限
定
を
付
し
た
の
は
、
二
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
従
来
の
募
集
方
法
に
対
抗
し
こ
れ
を
規
制
す
る
か
た
ち
で
、
新
た
に
女

工
供
給
・
保
護
組
合
が
結
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
組
合
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
8
）
前
掲
、
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
六
二
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
六
二
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
九
六
―
九
七
頁
。

（
11
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
一
九
二
八
年
一
月
、
四
〇
頁
。

（
12
）
前
掲
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
二
七
二
頁
。

（
13
）
前
掲
、
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
三
六
頁
。

（
14
）『
岐
阜
県
ニ
於
ケ
ル
出
稼
職
工
とマ

マ

職
工
供
給
組
合
』
編
者
、
年
次
不
詳
、
謄
写
刷
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
四
頁
。

（
15
）
同
上
史
料
、
同
頁
。

（
16
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
四
七
頁
。

（
17
）
桂
皋
「
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
㈡
」（『
社
会
政
策
時
報
』
第
四
一
号
、
一
九
二
四
年
二
月
）
七
八
頁
。

（
18
）
前
掲
『
生
糸
職
工
事
情
』
一
八
〇
頁
。

（
19
）
前
掲
、
桂
皋
「
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
㈡
」
一
〇
三
頁
。

（
20
）
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
。

（
21
）
同
上
書
、
二
六
九
頁
。
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（
22
）
同
上
書
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
。

（
23
）
瀧
澤
秀
樹
『
日
本
資
本
主
義
と
蚕
糸
業
』
未
来
社
、
一
九
七
八
年
。

（
24
）
同
上
書
、
四
〇
五
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
四
〇
二
―
四
〇
三
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
四
一
四
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
四
〇
八
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
四
〇
八
頁
。

（
29
）
同
上
書
、
四
〇
八
頁
。

（
30
）
同
上
書
、
四
一
三
頁
。

（
31
）
同
上
書
、
四
一
四
頁
。

（
32
）
中
村
政
則
『
労
働
者
と
農
民
』
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
。

（
33
）
同
上
書
、
九
三
頁
。

（
34
）
同
上
書
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。

（
35
）
同
上
書
、
一
三
頁
。

（
36
）
同
上
書
、
一
二
二
頁
。

（
37
）
東
條
由
紀
彦
『
製
糸
同
盟
の
女
工
登
録
制
度

　

―
　

日
本
近
代
の
変
容
と
女
工
の
『
人
格
』

　

―
　

』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
。

（
38
）
同
上
書
、
一
七
頁
。

（
39
）
同
上
書
、
四
三
頁
。

（
40
）
同
上
書
、
五
一
頁
。

（
41
）
同
上
書
、
五
四
頁
。

（
42
）
同
上
書
、
五
一
―
五
二
頁
。
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（
43
）
同
上
書
、
六
八
頁
。

（
44
）
同
上
書
、
一
三
六
―
一
三
七
頁
。

（
45
）
前
掲
『
生
糸
職
工
事
情
』
一
七
七
頁
。

（
46
）
東
條
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。

（
47
）
松
村
敏
『
戦
間
期
日
本
蚕
糸
業
史
研
究

　

―
　

片
倉
製
糸
を
中
心
に

　

―
　

』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
。

（
48
）
同
上
書
、
二
四
一
頁
。

（
49
）
同
上
書
、
二
四
一
頁
。

（
50
）
中
林
真
幸
『
近
代
資
本
主
義
の
組
織

　

―
　

製
糸
業
の
発
展
に
お
け
る
取
引
の
統
治
と
生
産
の
構
造

　

―
　

』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
。

（
51
）
同
上
書
、
二
九
二
頁
。

（
52
）
同
上
書
、
二
九
二
頁
。

（
53
）
同
上
書
、
二
七
七
頁
。

（
54
）
同
上
書
、
四
一
〇
頁
以
下
。

（
55
）
榎
一
技
『
近
代
製
糸
業
の
雇
用
と
経
営
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。

（
56
）
同
上
書
、
一
四
四
頁
。

（
57
）
同
上
書
、
一
四
四
頁
。

（
58
）
西
成
田
豊
『
在
日
朝
鮮
人
の
「
世
界
」
と
「
帝
国
」
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
一
七
八
頁
。

（
59
）
同
上
書
、
一
七
九
頁
。
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二　

綿
紡
績
業

　

綿
紡
績
業
の
女
性
労
働
者
（
紡
績
女
工
、
以
下
こ
の
よ
う
に
記
す
）
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
基
本
的
文
献
は
何
を

か
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』（
一
九
〇
三
年
）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
工
女
募
集
ノ
方
法
ニ
就
テ
ハ
、
各
工
場
ヨ
リ
社
員
ヲ
派
遣
シ
テ
募
集
ヲ
ナ
ス
コ
ト
紹
介
人
ノ
手
ヲ
経
テ
雇
入
ル
ル
ト
ノ
二
方
法
ア

リ
、
然
レ
ト
モ
社
員
ヲ
派
遣
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
、
募
集
地
カ
〔
ガ
〕
社
員
ノ
郷
里
ナ
ル
カ
、
其
他
該
社
若も

し

ク
ハ
該
社
員
ト
特
別
ノ
関

係
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
派
出
サ
レ
タ
ル
募
集
人
ハ
其
地
方
ノ
状
況
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
タ
メ
、
必
ス
紹
介
人
ノ
手
ヲ
経
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、

去
レ
ハ
此
ノ
二
重
ノ
募
集
方
法
ニ
就
テ
明
瞭
ナ
ル
区
別
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
甚は

な
はタ

難
シ
ト
ス
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
紡
績
工
場
ノ
職
工
募
集
ニ

紹
介
人
ノ
必
要
ア
ル
ハ
疑
フ
可
ラ
サ
ル
ノ
事
実
ナ
リ
」（
1
）（
傍
点
引
用
者
以
下
同
じ
）

　

ま
た
、
細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』（
一
九
二
五
年
）
も
、
紡
績
女
工
の
募
集
に
つ
い
て
、
第
一
期
の
「
無
募
集
時
代
」、
第
二
期
の

「
自
由
競
争
時
代
」、
第
三
期
の
「
募
集
地
保
全
時
代
」
の
三
期
に
区
分
し
、
第
三
期
の
募
集
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る
。

「
女
工
募
集
の
方
法
を
『
直
接
募
集
』
と
『
嘱
託
募
集
』
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
の
直
接
募
集
と
は
…
…
い
わ
ゆ

る
『
出
張
募
集
』
で
あ
つ
て
、
会
社
の
社
員
自
か
ら
募
集
地
へ
出で

張ば

り
直
接
募
集
に
当
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
嘱
託
募
集
と
は
、
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一
切
こ
れ
を
『
募
集
人
』
と
い
う
職
業
者
に
委
せ
て
し
ま
い
、
会
社
は
彼
か
ら
女
工
一
人
幾い

く

何ば
く

で
買
い
取
る
の
で
あ
る
」（
2
）（
ル
ビ

は
原
文
の
マ
マ
）。

　

細
井
が
言
う
「
第
三
期
」
は
日
露
戦
争
後
で
あ
り
、『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
作
成
の
た
め
の
調
査
は
一
九
〇
一
年
な
の
で
、
両
者
に

は
多
少
の
時
期
的
な
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
紡
績
女
工
の
募
集
方
法
に
は
、
直
接
募
集
と
職
業
的
に
独
立
し
た
「
紹
介
人
」・

「
募
集
人
」
の
手
に
よ
る
間
接
募
集
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
綿
糸
紡
績
工
事
情
』
の
方
は
、
こ
の
二
つ

の
募
集
方
法
を
厳
密
に
区
分
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
直
接
募
集
の
ば
あ
い
と
い
え
ど
も
、
紹
介
人
に
多
分
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
紹
介
人
の
な
か
に
は
、
し
ば
し
ば
芸
妓
や
娼
妓
（
遊
女
）
を
紹
介
斡
旋
す
る
桂け

い

庵あ
ん

業（
3
）を
営
ん
で
い
る
者
も
い

た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
は
、「
職
工
紹
介
人
ノ
内
ニ
ハ
桂
庵
業
ヲ
営
メ
ル
者
ア
リ
、
芸
娼
妓
ノ
買
出
シ
ト
女

工
ノ
募
集
ト
ヲ
兼
ネ
行
フ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
職
工
争
奪
ノ
盛
ナ
ル
時
ニ
当
ツ
テ
右
述
フ
ル
カ
如
キ
手
段
（
紡
績
女
工
の
他
工
場
へ
の
移
動
の

働
き
か
け
。
こ
の
点
後
述
―
引
用
者
注
）
ニ
訴
フ
ル
モ
敢
テ
怪
ム
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
」（
4
）と
の
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
た
紡
績
女
工
の
声
は
、『
職
工
事
情
』
の
「
附
録
」
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

も
と
織
物
工
場
で
働
い
て
い
た
女
工
は
、
一
九
〇
二
年
二
月
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
ハ
（
十
六
歳
）
富
山
県
ノ
生
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
八
歳
ノ
時
親
兄
弟
ノ
膝ひ

ざ

下も
と

ヲ
離
レ
、
土
地
ノ
桂
庵
某
ニ
連
レ
ラ
レ
東
京
ノ
〇
〇

紡
績
会
社
ト
云
フ
所
ニ
来
マ
シ
テ
其
処
ニ
二
年
程
勤
メ
テ
オ
リ
マ
シ
タ
カ
、
其
間
ニ
勤
メ
マ
シ
タ
給
料
ナ
ド
ハ
一
厘
モ
私
ノ
手
ニ
入

リ
マ
セ
ン
、
多
分
中
間
ニ
立
ツ
タ
世
話
人
ガ
誤ご

魔ま

化か

シ
タ
ノ
デ
セ
ウ
」（
5
）
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ま
た
、
同
「
附
録
」
に
は
、「
〇
〇
県
〇
〇
町
口く

ち

入い
れ

業
者
ノ
談
話
」
と
し
て
、「
私
ハ
周
旋
業
ハ
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
工
女
ノ
外
ノ
種
類

ノ
モ
ノ
ハ
余
リ
世
話
ハ
致
シ
マ
セ
ン
。
是こ

れ

迄ま
で

私
ガ
取
扱
ツ
タ
工
女
ノ
数
ハ
七
百
人
以
上
モ
ア
リ
マ
ス
」（
6
）と
い
う
話
も
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。

　

以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
た
い
し
、
紡
績
会
社
か
ら
手
数
料
が
支
払
わ
れ
た
。

『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
紹
介
人
ハ
職
工
ト
ナ
ル
ヘ
キ
相
当
ノ
婦
女
ニ
ツ
キ
勧
誘
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
、（
中
略
）
紹
介
人
ハ
一
名
ニ
付
キ
工
場
ヨ
リ
一
円
内
外
ノ

手
数
料
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
場
合
ニ
由
ツ
テ
ハ
特
別
ノ
賞
与
ヲ
受
ク
ル
…
…
斯か

ク
テ
紹
介
人
ハ
其
ノ
募
集
シ
タ
ル
職
工
ヲ
会
社
ヨ

リ
派
出
シ
タ
ル
募
集
人
ニ
引
渡
ス
カ
、
或
ハ
自
ラ
女
工
ヲ
率
イ
テ
会
社
ニ
赴お

も
むク

ナ
リ
」（
7
）

　

女
工
一
人
の
手
数
料
一
円
と
い
う
金
額
は
、
こ
の
時
期
（
一
九
〇
一
年
）
の
紡
績
女
工
の
平
均
賃
金
（
日
給
一
九
・
三
銭（
8
））
の
五

日
分
に
あ
た
り
、
そ
の
ほ
か
に
時
に
よ
っ
て
は
「
賞
与
」
が
紹
介
人
に
給
付
さ
れ
た
。
ま
た
紹
介
人
は
、
供
給
す
る
紡
績
女
工
の
「
保
証

人
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紡
績
会
社
か
ら
毎
月
一
定
の
「
保
証
料
」
の
給
付
を
う
け
る
ば
あ
い
が
多
か
っ
た
。

「
雇
傭
契
約
ニ
就
イ
テ
職
工
ハ
保
証
人
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、
此
ノ
保
証
人
ニ
ハ
規
則
上
父
兄
、
後
見
人
或
ハ
其
他
ノ
親
族
ヲ
以

テ
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
セ
ト
モ
、
実
際
ハ
紹
介
人
ナ
ル
場
合
多
シ
…
…
或
ハ
工
場
ニ
依
ツ
テ
ハ
其
処
在
地
（
募
集
地
―
注
）
ニ
特
ニ
保
証

人
ヲ
定
メ
、
凡す

べ

テ
該
会
社
ニ
傭
入
ル
ル
処
ノ
職
工
ノ
身
分
ヲ
保
証
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
採
レ
ル
処
ア
リ
…
…
此
場
合
ニ
於
テ
職
工
ハ
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保
証
人
ニ
対
シ
テ
毎
月
若
干
ノ
保
証
料
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
而し

こ
うシ

テ
此
保
証
料
ハ
工
場
主
か
月
々
職
工
ニ
与
フ
ヘ
キ
賃
銀
ノ
中
ヨ

リ
控
除
シ
テ
之
ヲ
保
証
人
ニ
給
ス
ル
ナ
リ
」（
9
）

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
保
証
人
」
で
あ
る
紹
介
人
へ
の
「
保
証
料
」
の
給
付
は
、
事
実
上
、
紹
介
人
に
よ
る
紡
績
女
工
の

賃
金
の
〝
ピ
ン
は
ね
〞
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
保
証
人
」
を
兼
ね
た
紹
介
人
は
、
紡
績
工
場
の
近
く
で
「
指
定
下
宿
」
を
営
む

者
が
多
か
っ
た
。

「
指
定
下
宿
ト
ハ
工
場
ノ
附
近
ニ
ア
ル
下
宿
屋
ニ
シ
テ
、
会
社
ノ
承
認
ヲ
得
テ
職
工
ヲ
寄
宿
セ
シ
ム
ル
処
ナ
リ
、
中
ニ
ハ
会
社
所
有

ノ
建
物
ヲ
貸
渡
シ
下
宿
業
ヲ
営
マ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
、
此
ノ
指
定
下
宿
ノ
主
人
ハ
多
ク
ハ
先
ニ
述
ヘ
タ
ル
処
ノ
職
工
募
集
人
（
紹
介

人
―
注
）
ニ
シ
テ
、
同
時
ニ
職
工
ノ
身
元
保
証
人
タ
ル
者
ト
ス
」（
10
）

　

こ
う
し
た
「
指
定
下
宿
」
に
入
っ
て
い
る
紡
績
女
工
の
下
宿
料
は
、「
職
工
自
ラ
主
人
ニ
支
払
フ
ニ
非
ラ
ス
シ
テ
、
工
場
主
カ
賃
銀
支

払
日
ニ
於
テ
其
ノ
払
渡
ス
ヘ
キ
賃
銀
ヨ
リ
之
ヲ
控
除
シ
、
直
チ
ニ
之
レ
ヲ
主
人
ニ
支
払
フ
ヲ
普
通
ト
ス
」（
11
）と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

女
工
の
賃
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た
。

　

以
上
の
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
職
業
的
に
独
立
し
た
周
旋
業
者
で
あ
る
紹
介
人
・
募
集
人
は
、
女
工
を
会
社
（
あ
る
い
は

そ
の
直
轄
の
募
集
人
）
に
直
接
供
給
す
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
「
保
証
人
」
を
兼
ね
て
供
給
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
指
定
下
宿
」
に
収
容
し

た
う
え
で
供
給
す
る
か
な
ど
、
女
工
の
供
給
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
形
態
が
あ
っ
た
。

　

関
西
一
六
工
場
の
紡
績
職
工
（
男
工
を
ふ
く
む
）
の
居
住
形
態
を
調
査
し
た
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
に
よ
れ
ば
、
一
六
工
場
の
職
工
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総
数
二
万
七
二
二
九
人
の
住
居
は
、「
寄
宿
舎
」
一
万
七
一
一
人
（
総
数
の
三
九
・
三
％
）、「
指
定
下
宿
」
二
〇
四
七
人
（
同
七
・
五
％
）、

「
通
勤
者
」
一
万
二
〇
八
人
（
同
三
七
・
五
％
）、「
社
宅
在
住
者
」
四
二
六
三
人
（
同
一
五
・
七
％
）
で
あ
り（
12
）、「
指
定
下
宿
」
は
け

っ
し
て
無
視
で
き
な
い
比
率
を
占
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
指
定
下
宿
」
を
経
営
す
る
者
に
つ
い
て
の
証
言
は
、『
職
工
事
情
』
の
「
附

録
」
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
紡
績
工
場
で
働
い
て
い
た
男
工
は
、
一
九
〇
一
年
八
月
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
下
宿
屋
ノ
爺じ

じ

カ
〔
ガ
〕
職
工
ヲ
誘
拐
ス
ル
ト
云
フ
談
モ
ア
リ
マ
ス
カ
〔
ガ
〕、
会
社
ノ
指
定
下
宿
屋
ハ
大た

い

概が
い

若
干
ノ
補
助
ヲ
得
テ

オ
リ
マ
ス
カ
ラ
、
指
定
下
宿
屋
ノ
爺
ハ
誘
拐
ス
ル
モ
ノ
甚
ダ
シ
イ
デ
ス
、（
中
略
）
職
工
ノ
雇
傭
契
約
ハ
十
中
八
、
九
分
通
リ
ハ
、

職
工
カ
知
ラ
ヌ
中
ニ
下
宿
屋
ノ
主
人
、
紹
介
人
、
周
旋
人
等
カ
〔
ガ
〕
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
肝
心
ノ
契
約
シ
タ
職
工
ハ
少
シ
モ

知
ラ
ヌ
ト
云
フ
テ
ヨ
イ
位
ナ
モ
ノ
テ
ス
」（
13
）

　

こ
の
証
言
は
、「
指
定
下
宿
」
の
主
人
が
女
工
を
「
誘
拐
」（
人
身
売
買
的
な
募
集
―
注
）
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
「
指
定
下
宿
」
の

主
人
が
女
工
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
、
勝
手
に
工
場
と
雇
用
契
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
か
た
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
は
、
一
九
〇
〇
年
こ
ろ
の
産
業
革
命
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て

も
、
紡
績
女
工
の
募
集
方
法
は
基
本
的
に
変
化
が
な
い
。
事
実
、
二
七
年
七
、
八
月
現
在
の
紡
績
工
場
三
四
、
紡
績
女
工
二
万
一
八
五
二

人
に
つ
い
て
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
女
工
の
就
職
経
路
は
（
不
詳
の
一
六
九
六
人
を
の
ぞ
く
二
万
一
五
六
人
に
つ
い
て
）、「
会
社
指
定
ノ
募

集
人
」
一
万
三
七
一
三
人
（
全
体
の
六
八
・
〇
％
）、「
其
他
ノ
募
集
人
」
五
九
八
人
（
同
三
・
〇
％
）、
会
社
の
直
接
募
集
一
八
〇
九
人

（
同
九
・
〇
％
）、
親
兄
弟
・
親
類
・
友
人
・
知
人
な
ど
に
よ
る
縁
故
募
集
三
六
八
九
人
（
同
一
八
・
三
％
）、
そ
の
他
三
四
七
人
（
同

一
・
七
％
）
で
あ
り（
14
）、
会
社
が
指
定
し
た
者
を
中
心
と
す
る
募
集
人
に
よ
っ
て
入
職
し
た
女
工
が
七
一
％
と
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
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会
社
の
直
接
募
集
に
よ
っ
て
入
職
し
た
女
工
は
一
割
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
お
な
じ
く
二
七
年
時
点
で
の
一
調
査
報
告
書
は
、
鹿

児
島
県
に
お
け
る
大
日
本
紡
績
株
式
会
社
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
大
日
本
紡
績
鹿
児
島
募
集
事
務
所
に
は
所
長
以
下
十
四
、
五
名
の
職
員
と
百
三
十
名
の
従
業
員
が
散
在
し
て
居
る
。
…
…
職
員
が

県
下
に
出
て
直
接
募
集
す
る
時
は
純
直
轄
で
あ
る
が
、
多
く
は
募
集
従
事
者
を
使
用
し
て
居
る
か
ら
、
直
轄
、
嘱
託
の
折
衷
法
で
あ

る
と
い
ふ
の
が
適
当
で
あ
る
。
募
集
従
事
者
と
の
関
係
は
別
に
定
給
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、
周
旋
料
と
賞
与
を
支
給
す
る
事
に
な
つ

て
な
さ
れ
て
居
る
。
故
に
こ
の
場
合
の
募
集
方
法
は
…
…
募
集
従
事
者
の
募
集
に
大
差
な
い
の
で
あ
る
」（
15
）

　

上
述
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
〇
年
代
に
は
い
っ
て
も
紡
績
工
場
の
多
く
は
、
女
工
募
集
を
職
業
的
に
独
立
し
た
紹
介

人
・
募
集
人
に
依
存
し
て
お
り
、
前
の
時
代
と
お
な
じ
よ
う
に
紹
介
人
・
募
集
人
に
た
い
し
て
手
数
料
が
支
払
わ
れ
た
。
さ
き
の
調
査
報

告
書
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
最
近
に
於
て
は
募
集
人
が
紹
介
料
と
し
て
会
社
よ
り
受
く
る
金
額
は
、
女
工
一
人
に
付
四
円
と
い
ふ
の
が
大
多
数
で
あ
つ
た
。
尚な

お

詳
細
に
之
を
見
れ
ば
、
募
集
地
方
に
会
社
の
出
張
所
あ
る
場
合
は
、
出
張
所
渡
し
参
円
乃
至
五
円
…
…
右
出
張
所
渡
し
に
対
し
本
社

渡
し
と
い
ふ
事
を
い
つ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
女
工
を
工
場
迄
同
伴
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
紹
介
料
五
円
乃
至
七
円
に
な
る

と
称
せ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
女
工
の
旅
費
中
か
ら
一
円
乃
至
二
円
浮
か
し
、
前
記
四
円
に
加
算
す
る
結
果
ら
し
い
。
本
社
渡
し
の

場
合
の
募
集
人
の
旅
費
は
、
女
工
四
名
以
上
引
率
引
渡
し
た
る
時
は
、
往
復
旅
費
（
汽
車
賃
及
弁
当
実
費
）、
四
名
未
満
の
場
合
は

片
道
旅
費
を
会
社
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
と
、
四
名
以
上
は
往
復
旅
費
と
し
て
二
拾
円
（
九
州
よ
り
京
阪
迄
を
標
準
と
す
）、
四
名
未
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満
の
場
合
は
片
道
旅
費
拾
円
を
支
給
す
る
と
い
ふ
定
め
と
二
通
り
あ
る
。」（
16
）

　

女
工
一
人
に
付
四
円
と
い
う
金
額
は
、
当
時
（
二
六
、
七
年
）
の
紡
績
女
工
の
賃
金
（
日
給
一
円
一
銭（
17
））
の
四
日
分
に
相
当
す
る
。

た
だ
し
、「
本
社
渡
し
」
の
ば
あ
い
は
、
女
工
引
率
の
旅
費
が
加
算
さ
れ
る
が
、
引
率
す
る
女
工
四
名
以
上
か
そ
れ
未
満
か
で
、
往
復
か

片
道
の
旅
費
（
実
費
か
定
額
）
が
支
給
さ
れ
る
。
そ
の
旅
費
を
節
約
す
る
か
過
大
申
告
す
る
か
に
よ
っ
て
、
紹
介
人
・
募
集
人
の
取
得
す

る
金
額
は
手
数
料
以
上
の
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
紹
介
人
・
募
集
人
は
、
工
場
へ
女
工
を
供
給
し
た
こ
と
に
よ
る
手
数
料
ば
か
り
で
な
く
、

供
給
し
た
女
工
に
た
い
す
る
一
種
の
「
支
配
権
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
女
工
在
職
中
、
工
場
主
側
か
ら

毎
月
一
人
に
つ
き
一
定
の
給
与
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
き
の
調
査
報
告
書
は
、
そ
れ
が
「
人
頭
手
当
」（
あ
る
い
は
「
人
員
手

当
」、「
在
場
手
当
」、「
月
手
当
」）
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
募
集
人
が
自
己
の
募
集
に
依
つ
て
就
職
せ
し
め
た
る
女
工
の
在
場
中
、
一
人
当
り
三
拾
銭
乃
至
五
拾
銭
を
会
社
よ
り
毎
月
支
給
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
在
場
女
工
二
百
名
を
有
す
る
も
の
は
、
一
人
当
り
四
拾
銭
と
し
て
月
八
拾
円
の
収
入
あ
り
…
…
尚な

お

詳
細

に
之こ

れ

を
見
れ
ば
、
入
社
の
翌
月
よ
り
一
等
工
は
四
拾
銭
或
は
五
拾
銭
、
二
等
工
は
五
銭
下
り
或
は
拾
銭
下
り
と
い
ふ
事
や
、
在
場
二

十
名
未
満
は
二
拾
銭
、
上
は
十
名
を
加
ふ
る
毎
に
拾
銭
を
加
算
し
、
最
高
額
は
一
円
に
止
む
と
い
ふ
が
如
き
定
め
あ
り
」（
18
）。

　

こ
こ
で
は
、
供
給
し
た
女
工
の
技
能
等
級
や
女
工
の
供
給
数
に
応
じ
て
「
人
頭
手
当
」
の
額
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
大
日
本
紡
績
の
ば
あ
い
「
毎
月
募
集
従
事
者
に
支
払
ふ
人
頭
手
当
は
三
千
円
余
と
な
っ
て
居
る
」（
19
）と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

紹
介
人
・
募
集
人
に
支
払
わ
れ
る
こ
う
し
た
「
人
頭
手
当
」
は
、
前
述
し
た
一
九
〇
〇
年
こ
ろ
の
紹
介
人
に
た
い
す
る
「
保
証
料
」
給
付
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の
よ
り
発
展
し
た
形
態
と
し
て
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
紹
介
人
・
募
集
人
は
女
工
を
工
場
へ
供
給
・
斡
旋
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
中
に
は
供
給
し
た
女
工
と
の
あ

る
種
の
関
係
を
利
用
し
て
、
女
工
を
ほ
か
の
工
場
へ
移
動
さ
せ
手
数
料
稼
ぎ
を
繰
り
返
す
者
が
存
在
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
綿
糸
紡

績
職
工
事
情
』
は
、「
職
工
（
紡
績
女
工
―
注
）
ト
唱
フ
ル
モ
ノ
ノ
中
ニ
ハ
労
働
ヲ
目
的
ト
セ
ス
シ
テ
、
多
ク
ハ
紹
介
人
ト
共
謀
シ
各
工

場
ヲ
転
々
シ
、
詐い

つ
わリ

テ
旅
費
手
数
料
ヲ
貪む

さ
ぼル

コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ア
リ
」（
20
）と
の
べ
、
さ
ら
に
、
大
規
模
な
紹
介
人
・
募
集
人
の
行
為
を

以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
紹
介
人
ハ
職
工
争
奪
ヲ
機
ト
シ
テ
利
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
最
モ
甚

は
な
は
だシ

キ
モ
ノ
ナ
リ
、
大
阪
ニ
此
種
ノ
所
業
ヲ
職
ト
ナ
ス
悪
漢

尠す
く
なカ

ラ
ス
、
中
ニ
ハ
某
組
ト
称
ス
ル
団
体
ア
リ
、
詐
偽
的
行
為
ヲ
以
テ
工
女
ノ
紹
介
ヲ
ナ
ス
、
此
ノ
団
体
ノ
首
領
ハ
著
名
ナ
ル
賭

博
ノ
親
分
ナ
リ
シ
カ
〔
ガ
〕
工
女
ノ
紹
介
ヲ
其
業
ト
ナ
シ
、
或
ハ
甲
工
場
ニ
紹
介
シ
タ
ル
工
女
ヲ
数
日
ナ
ラ
ス
シ
テ
乙
工
場
ニ
紹
介

シ
、
又
幾い

く

許ば
く

モ
ナ
ク
シ
テ
更
ニ
之
ヲ
丙
工
場
ニ
紹
介
シ
、
由
ツ
テ
以
テ
手
数
料
ヲ
貪む

さ
ぼル

ナ
リ
、
或
ハ
当
初
ヨ
リ
若
干
ノ
工
女
ヲ
餌
ト

シ
、
此
工
女
ヲ
率
イ
テ
屢し

ば

々し
ば

工
場
ヲ
転
々
シ
テ
、
以
テ
利
ヲ
図
ル
ヲ
努
メ
タ
リ
」（
21
）

　

そ
の
う
え
で
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
は
、
右
に
記
し
た
こ
と
は
け
っ
し
て
例
外
で
は
な
い
と
し
、「
此
等
ノ
手
段
ハ
紹
介
人
ノ
間
ニ

常
ニ
行
ハ
ル
ル
処
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
強し

い

チ
〔
テ
―
注
〕
之
ヲ
以
テ
例
外
ノ
場
合
ト
見み

做な

ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
」（
22
）と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
声
は
、『
職
工
事
情
』
の
「
附
録
」
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
東
京
の
あ
る
紡
績
工
場
で
働
い
て
い
た
も
と
職
工

係
の
人
物
は
、
一
九
〇
〇
年
九
月
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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「
大
阪
ニ
○
○
組
ト
称
シ
職
工
ノ
争
奪
ヲ
仕
事
ト
ス
ル
党
類
ア
リ
、
其
頭か

し
らハ

○
○
○
○
ト
云
フ
者
ニ
シ
テ
元
来
賭
博
ノ
親
方
ナ
リ

シ
モ
、
近
来
職
工
（
紡
績
女
工
―
注
）
ノ
周
旋
ヲ
ナ
シ
自
家
ノ
利
益
ヲ
図
ラ
ン
ガ
タ
メ
職
工
ノ
争
奪
ヲ
ナ
ス
ニ
至
レ
リ
、
此
徒な

か
まハ

○
○
教
会
に
属
シ
、
宗
教
的
動
作
ヲ
以
テ
各
地
ニ
於
テ
工
女
ヲ
募
集
シ
、
大
阪
各
工
場
ヘ
売
リ
附
ケ
、
一
旦
入
レ
タ
者
ヲ
再
ビ
引
出

シ
、
以
テ
其
間
ニ
利
ヲ
占
ム
（
以
下
略
）」（
23
）

　

以
上
の
よ
う
な
紡
績
女
工
の
工
場
へ
の
意
識
的
な
出
し
入
れ
に
よ
る
紹
介
人
・
募
集
人
の
手
数
料
稼
ぎ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て

も
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、『
女
工
哀
史
』
の
著
者
細
井
和
喜
蔵
は
、「
募
集
人
が
…
…
関
係
を
つ
け
た
女
を
方
々
の
工
場
へ

転
々
さ
せ
て
果
て
は
女
郎
に
売
り
飛
ば
し
た
り
銘
酒
屋
へ
私
娼
に
追
い
や
っ
た
り
し
た
例
を
私
だ
け
で
も
十
数
件
知
っ
て
い
る
」（
24
）と
の

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
細
井
は
、
東
京
周
辺
の
紡
績
工
場
で
は
女
工
の
募
集
方
法
に
「
市
内
募
集
」
と
「
地
方
募
集
」
の
二
つ
の
方
法
が
あ

り
、
前
者
を
「
他
工
場
か
ら
〔
の
〕
誘
拐
」
と
規
定
し（
25
）、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
Ｓ
社
と
Ｃ
社
の
外
勤
係
は
初
手
の
う
ち
犬
と
猿
の
よ
う
に
い
が
み
合
っ
て
い
た
が
、
遂
に
自
己
の
利
益
の
た
め
に
い
い
よ
う
に
妥

協
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。
世
話
を
し
て
入
れ
た
女
工
が
六
カ
月
前
後
、
つ
ま
り
一
定
期
間
さ
え
勤
め
れ
ば
と
に
か
く
二
十
円
内
外
の

周
旋
料
が
貰も

ら

え
る
故
、
こ
れ
を
よ
し
と
し
て
甲
の
工
場
か
ら
乙
の
工
場
へ
、
乙
か
ら
甲
へ
、
さ
ら
に
仲
間
を
拵そ

ろ

え
て
丁
か
ら
丙
へ
、

丙
か
ら
丁
へ
、
甲
か
ら
丁
へ
、
丁
か
ら
甲
へ
と
い
っ
た
調
子
に
妥
協
し
て
女
工
の
入
れ
替
え
を
や
り
、
募
集
人
で
ご
ざ
い
と
済
ま
し

て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
時
な
ら
ぬ
女
工
成な

り

金き
ん

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
で
百
人
を
も
っ
て
い
て
六
カ
月
ずマ

マ

つ
工

場
を
転
々
さ
せ
れ
ば
結
構
い
い
職
業
に
な
る
の
だ
か
ら
。
彼
ら
は
こ
う
し
て
盛
ん
に
私
腹
を
肥
や
す
」（
26
）
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こ
の
引
用
文
は
、
紡
績
工
場
の
「
外
勤
係
」
が
工
場
間
で
女
工
を
廻
し
多
額
の
収
入
を
得
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
世
話
を
し
て
入
れ
た
女
工
」、「
周
旋
料
」、「
募
集
人
で
ご
ざ
い
と
済
ま
し
て
い
る
」（
幕
集
人
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
女
工
の
廻
し
が
普
通

に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
外
勤
係
」
は
紡
績
工
場
の
内
部
組
織
で
も
そ
れ

に
属
す
る
従
業
員
で
も
な
か
っ
た
。
事
実
、
細
井
は
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
一
九
二
三
年
未
だ
無
頼
漢
と
関
係
の
な
い
工
場
は
皆
無
だ
。
紡
績
工
場
に
は
何
ら
か
の
名
目
で
ゴ
ロ
ツ
キ
が
傭
っ
て
あ
る
。（
中

略
）
無
頼
漢
は
各
会
社
工
場
に
よ
っ
て
名
目
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
が
、
お
お
む
ね
関
東
で
は
「
外
勤
係
」
な
ど
〔
と
〕
言
い
、
関

西
で
は
「
督
促
」
と
称と

な

え
る
よ
う
で
あ
る
。
／
一
例
を
引
け
ば
内
外
綿
会
社
第
一
紡
織
工
場
の
所
在
地
大
阪
伝
法
に
は
鴻こ

う
の

池い
け

と
い

う
大
親
分
が
あ
り
、
そ
の
幕ば

っ

下か

に
少
数
の
中
親
分
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
数あ

ま

多た

の
乾こ

分ぶ
ん

を
も
ち
、
丸
場
を
筆
頭
に
多
数
工
場
に
入
り
込

ま
せ
て
い
る
」（
27
）

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
紹
介
人
・
募
集
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似
し
た
者
に
よ
る
紡
績
女
工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
が
一
つ

の
お
お
き
な
要
因
と
な
っ
て
、
女
工
の
移
動
率
は
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。
実
際
、
一
九
〇
〇
年
度
の
「
甲
会
社
」（
男
工
を
含
む
）、「
乙

会
社
」、
某
紡
績
会
社
兵
庫
支
店
の
女
工
の
移
動
率
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（
28
）。「
甲
会
社
」
―
前
年
度
末
職
工
数
一
二
四
六
人

（
Ａ
）、
一
九
〇
〇
年
度
の
退
場
職
工
数
二
一
六
二
人
（
Ｂ
）、
職
工
移
動
率
（
Ｂ
／
Ａ
）
一
七
三
・
五
％
。「
乙
会
社
」
―
前
年
度
末
女

工
数
一
三
九
三
人
、
一
九
〇
〇
年
度
の
退
場
女
工
数
二
〇
二
三
人
、
女
工
移
動
率
一
四
五
・
二
％
。
某
紡
績
会
社
兵
庫
支
店
―
前
年
度

末
女
工
数
四
七
六
二
人
、
一
九
〇
〇
年
度
の
退
場
女
工
数
五
八
二
四
人
、
女
工
移
動
率
一
二
二
・
三
％
。

　

こ
う
し
た
退
場
女
工
数
の
う
ち
、
上
記
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
る
女
工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
と
お
も
わ
れ
る
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「
逃
走
除
名
」
数
、「
無
届
退
社
」
数
、「
事
故
請
願
」
数
を
合
計
す
る
と
、「
甲
会
社
」
は
一
二
二
二
人
、「
乙
会
社
」
は
一
九
九
五
人
、

某
紡
績
会
社
兵
庫
支
店
は
四
八
四
六
人
で
あ
り（
29
）、
そ
の
数
は
上
記
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
退
場
女
工
数
（
職
工
数
）
の
五
六
・
五

％
、
九
八
・
六
％
、
八
三
・
二
％
に
お
よ
ん
で
い
る
。
一
方
、「
病
気
帰
休
」・「
病
気
帰
国
」
数
と
死
亡
者
数
を
合
わ
せ
た
女
工
数
は
、

「
甲
会
社
」
一
二
五
人
、「
乙
会
社
」
二
四
人
、
某
紡
績
会
社
兵
庫
支
店
二
八
六
人
で（
30
）、
そ
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
退
場
女
工
数

（
職
工
数
）
の
五
・
八
％
、
一
・
二
％
、
四
・
九
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
女
工
の
中
途
退
場
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
紹
介

人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
る
女
工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
綿
糸
職
工
事

情
』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
紹
介
人
が
女
工
の
保
証
人
と
な
り
、
毎
月
女
工
の
賃
金
の
な
か
か
ら
「
保
証
料
」
を
受
け
と
っ
て
い
る
関
係

を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
而
シ
テ
是
ノ
如
ク
シ
テ
雇
傭
ノ
関
係
ヲ
生
シ
タ
ル
職
工
ノ
異
動
ハ
実
ニ
可

お
ど
ろ
く
べ
き

驚
モ
ノ
ア
リ
、
通
常
何い

ず

レ
ノ
紡
績
工
場
ニ
於
テ
モ
、

一
年
間
ニ
雇
入
レ
又
ハ
退
場
ス
ル
職
工
ノ
数
ハ
各
工
場
ノ
現
在
職
工
数
ニ
均ひ

と

シ
キ
カ
若も

し

ク
ハ
其そ

れ

以
上
ナ
リ
、
換
言
ス
レ
ハ
各
工
場
ノ

職
工
ハ
一
ケ
年
毎
ニ
全
数
交こ

う

迭て
つ

ス
ル
ナ
リ
」（
31
）

　

以
上
の
べ
た
こ
と
を
紡
績
女
工
の
勤
続
年
数
か
ら
確
認
し
よ
う
。
表
5
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
雇
用
契
約
の
実
質
的
な
主
体

が
多
く
の
ば
あ
い
紹
介
人
・
募
集
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
契
約
に
は
雇
用
期
間
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
は
そ
の

期
間
を
三
年
か
ら
五
年
と
し
て
い
る（
32
）。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
同
表
を
み
れ
ば
、
勤
続
年
数
三
年
未
満
の
女
工
は
、
全
体
の
八
〇
％

前
後
を
占
め
て
お
り
、
勤
続
年
数
一
年
未
満
に
か
ぎ
れ
ば
、
全
体
の
五
〇
％
近
く
に
お
よ
ん
で
い
る
。
契
約
期
間
ど
お
り
、
あ
る
い
は
満

期
後
さ
ら
に
就
労
す
る
女
工
は
ほ
ん
の
僅
か
で
あ
り
、
契
約
期
間
よ
り
ず
っ
と
早
く
勤
続
一
年
未
満
で
退
場
・
移
動
す
る
女
工
が
全
体
の
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半
数
近
く
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
紡
績
女
工
の
移
動
率
の
高
さ
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
み
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
社
会
局
職
業
課
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
六
年
一
二
月
末
現
在

の
紡
績
女
工
（
Ａ
）
は
二
二
万
三
五
一
六
人
、
二
七
年
一
年
間
に
「
解
雇
」
さ
れ
た
女
工

（
Ｂ
）
は
一
三
万
八
六
九
二
人
で（
33
）、
そ
の
移
動
率
（
Ｂ
／
Ａ
）
は
六
二
・
一
％
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
被
「
解
雇
」
者
、
中
途
退
場
者
の
退
場
理
由
別
内
訳
を
あ
る
紡
績
工
場
に
に
つ
い

て
み
る
と
（
二
七
年
）、
中
途
退
場
者
総
数
一
万
一
六
五
二
人
の
う
ち
「
家
事
」
都
合
（
結

婚
を
ふ
く
む
）
五
〇
七
〇
人
（
総
数
の
四
三
・
五
％
）、「
制
裁
」
三
三
一
四
人
（
同
二
八
・

四
％
）、「
転
勤
」
一
七
一
二
人
（
同
一
四
・
七
％
）、「
疾
病
」
一
三
九
九
人
（
同
一
二
・
〇

％
）、「
死
亡
」
一
〇
〇
人
（
同
〇
・
九
％
）、「
外
来
未
帰
」
五
七
人
（
同
〇
・
五
％
）
で
あ

っ
た（
34
）。「
家
事
」
都
合
に
よ
る
中
途
退
場
者
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
お
な
じ
こ
の
調
査
報

告
書
に
よ
れ
ば
、
紡
績
女
工
の
「
就
職
動
機
」
は
、
調
査
人
数
（
無
記
入
を
の
ぞ
く
）
二
万

　　　表 5　紡績女工の勤続年数 （人・％）

勤続年数 1897 年 10 月 1901 年

6 カ月未満
26,470（47.3）

5,281（27.3）
6 カ月-1 年 3,960（20.5）
1 年-2 年 12,872（23.0） 3,507（18.1）
2 年-3 年 7,462（13.3） 2,294（11.9）
3 年-5 年 6,786（12.1） 2,643（13.7）
5 年以上 2,414 （4.3） 1,659 （8.6）

合　計 56,004（100.0） 19,344（100.0）
資料：農商務省商工局工務課『綿糸紡績職工事情』1903 年，
　　　70-71 頁．
　注：1897 年 10 月は大日本紡績聯合会報告（69 工場），1901 年

は農商務省商工局工務課の調査（関西の 16 工場）
⎩

｜⎨
｜⎧

八
五
五
人
の
内
、「
家
計
補
充
の
た
め
」
が
一
万
五
一
四
四
人
（
全
体
の
七
二
・
六
％
）
に
お
よ
ん
で
お
り（
35
）、
家
計
を
支
え
る
た
め
に

入
職
し
た
女
工
が
、
早
々
の
体て

い

に
「
家
事
」
都
合
で
中
途
退
場
す
る
こ
と
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

「
家
事
」
都
合
の
中
途
退
場
を
、
募
集
に
応
ず
る
さ
い
に
示
さ
れ
た
宣
伝
情
報
と
入
職
後
に
体
験
し
た
工
場
生
活
の
実
態
の
落
差
か
ら
の

み
説
明
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
家
事
」
都
合
の
中
途
退
場
者
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
理
由
と
し
た

紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
る
女
工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

退
場
理
由
で
次
に
多
い
の
は
「
制
裁
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
工
場
の
就
業
規
制
に
違
反
し
た
懲
戒
処
分
と
考
え
ら
れ
る
。
各
紡
績
工
場
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は
そ
の
就
業
規
則
で
解
雇
（
懲
戒
）
処
分
の
規
定
を
も
う
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
倉
敷
紡
績
は
、
そ
の
就
業
規
則
で
「
職
工
左
ノ
各
号

一ひ
と
つ

ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
解
雇
ス
」（
第
八
九
条
）
と
し
、「
無
届
欠
勤
七
日
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
」
と
「
連
続
欠
勤
三
十
日
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
」

の
二
つ
を
あ
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
第
九
十
条
で
は
「
職
工
左
ノ
各
号
ノ
一ひ

と
つニ

該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
解
雇
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
し
、
真
っ

先
に
「
勤
続
ノ
見
込
ナ
キ
ト
キ
」
を
あ
げ
て
い
る（
36
）。
ま
た
東
洋
紡
績
も
、
そ
の
就
業
規
則
で
「
会
社
ハ
雇
傭
期
間
中
ト
雖

い
え
ど
も

左
ノ
一

ひ
と
つ

ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
解
雇
ス
」（
第
六
〇
条
）
と
し
、「
出
欠
常
常
ナ
ラ
ス
シ
テ
業
務
上
ニ
支
障
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
」
を
そ
の
一
つ
に

あ
げ
て
お
り
、
ま
た
第
六
一
条
で
は
「
職
工
引
続
キ
欠
勤
二
ケ
月
ニ
及
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
雇
傭
契
約
ハ
解
除
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
…
…
」

と
規
定
し
て
い
る（
37
）。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
解
雇
（
懲
戒
）
処
分
の
規
定
の
多
く
は
、
無
届
欠
勤
者
や
長
期
欠
勤
者
を
対
象
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
さ
き
に
記
し
た
「
制
裁
」
に
よ
る
中
途
退
場
者
は
、
懲
戒
処
分
さ
れ
た
無
届
・
長
期
欠
勤
者
を
さ
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
処
分
さ
れ
た
女
工
の
多
く
は
、
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
る
女
工
の
出
し
入
れ
（
工

場
間
の
廻
し
）
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

仮
に
「
家
事
」
都
合
の
半
数
を
紹
介
人
（
募
集
人
、
募
集
従
事
者
）
に
よ
る
女
工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
と
想
定
し
、「
制

裁
」、「
転
勤
」（
他
工
場
へ
の
移
動
）、「
外
来
未
帰
」（
外
出
し
た
ま
ま
工
場
へ
戻
ら
な
い
女
工
）
を
合
計
す
る
と
、
中
途
退
場
者
の
約
六

五
％
が
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
の
工
作
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。「
疾
病
」、「
死
亡
」
に
よ
る
中
途
退
場
者
は
、（
そ
の
こ
と
自
体
は

た
い
へ
ん
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
）、
全
体
の
一
三
％
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
紡
績
女
工
の
移
動
率
は
高
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
時
期
の
勤
続
年
数
か
ら
も
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
表
6
は
、
就
職
年
数
（
後
述
）
と
と
も
に
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
紡
績
女
工
の
雇
用
契
約
期
間
は
、

一
九
〇
〇
年
こ
ろ
の
産
業
革
命
期
と
は
異
な
り
「
二
年
な
い
し
三
年
」
と
さ
れ
て
い
る（
38
）が
（
そ
の
変
化
の
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
）、

こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
同
表
を
み
れ
ば
、
勤
続
二
年
以
下
は
全
体
の
五
八
％
に
お
よ
ん
で
お
り
、
一
九
〇
〇
年
こ
ろ
よ
り
は
低
下
し
て
い
る



人文・自然研究　第 6 号　　214

表 6　紡績女工の勤続年数と就職年数 
　 　（1927 年 7・8 月） （人・％）

年月数 勤続年数 就職年数

6 カ月以下 2,485（16.8） 1,658（11.2）
6 カ月-1 年 2,377（16.1） 1,599（10.8）
1 年-2 年 3,706（25.1） 3,167（21.5）
2 年-3 年 2,630（17.8） 2,818（19.1）
3 年-5 年 2,235（15.1） 3,167（21.5）
5 年以上 1,321 （9.0） 2,351（15.9）

合　計 14,754（100.0） 14,760（100.0）
資料：中央職業紹介事務局『紡績労働婦人調査』1929

年 2 月，49-50 頁より作成．

表 7　紡績女工募集従事者の年齢 
　 　構成（1927 年） （人・％）

年　齢 男 女

20-30 歳 303 （8.9） 102（14.7）
30-40 歳 776（22.7） 127（18.3）
40-50 歳 919（26.8） 200（28.9）
50 歳以上 1,425（41.6） 264（38.1）

合　計 3,423（100.0） 693（100.0）
資料：中央職業紹介事務局『紡績労働婦人調

査』1929 年 2 月，34 頁より作成．
　注：1927 年 7・8 月調査．合計は紡績女工募

集従事者男性 4,558 人，同女性 867 人の
うちそれぞれ「不詳」人数を除いた数．

も
の
の
、
契
約
期
間
の
満
期
前
に
退
場
し
て
い
る
女
工
の
比
率
は
依
然
高
い
。
一
方
、「
紡

績
女
工
に
な
っ
て
か
ら
の
年
数
」（
39
）で
あ
る
就
職
年
数
を
み
る
と
、
三
年
か
ら
五
年
が
二
二

％
、
五
年
以
上
が
一
六
％
で
、
就
職
年
数
三
年
以
上
の
女
工
は
全
体
の
三
八
％
を
占
め
て
お

り
、
勤
続
三
年
以
上
の
二
四
％
を
お
お
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
満
期
前
に
退

場
し
た
女
工
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
、
紡
績
女
工
と
し
て
他
工
場
で
再
び
就
労
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
紡
績
女
工
の
こ
う
し
た
再
就
労
が
、
紹
介
人
・
募
集
人
な
ど
に
よ
る
女

工
の
出
し
入
れ
（
工
場
間
の
廻
し
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
以
上
の
べ
て
き
た
紹
介
人
・
募
集
人
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
人

び
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
七
年
時
点
で
の
一
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、「
紡
績
女

工
募
集
従
事
者
」
の
人
数
は
五
四
二
五
人
で
、
そ
の
う
ち
男
性
は
四
五
五
八
人
（
全
体
の
八

六
・
〇
％
）、
女
性
は
八
六
七
人
（
同
一
六
・
〇
％
）
で
あ
っ
た（
40
）。
女
性
の
募
集
従
事
者

が
少
な
か
ら
ぬ
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
募
集
従
事
者
の
年
齢
構
成
は
表

7
の
と
お
り
で
、
男
女
と
も
三
〇
歳
以
上
が
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
女
性
で
は
二
〇
歳
代

の
比
率
が
比
較
的
高
い
。
も
っ
と
も
、
同
じ
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
不
詳
」
人
数
を
除

く
紡
績
女
工
二
万
一
四
四
〇
人
の
う
ち
「
未
婚
者
」
は
一
万
九
二
九
六
人
（
全
体
の
九
〇
・

〇
％
）
で（
41
）、
そ
の
多
数
が
二
五
歳
未
満
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
女
性
の
募
集
従
事
者
の

年
齢
が
い
か
に
高
か
っ
た
が
わ
か
る
。

　
「
紡
績
女
工
募
集
従
事
者
」
の
学
歴
構
成
は
表
8
の
と
お
り
で
あ
る
。
男
性
と
女
性
と
で
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は
あ
き
ら
か
な
違
い
が
あ
り
、「
無
学
」、「
尋
常
小
学
校
中
途
退
学
」
の
低
学
歴
層
は
男
性
で
低
く
（
一
四
％
）、
女
性
で
高
い
（
三
六

％
）。
反
対
に
「
高
等
小
学
校
卒
業
」
以
上
の
高
学
歴
層
は
、
男
性
で
高
く
（
三
六
％
）、
女
性
で
低
い
（
八
％
）。
募
集
従
事
者
女
性
の

学
歴
構
成
の
低
さ
は
、
紡
績
女
工
の
そ
れ
と
比
較
し
た
ば
あ
い
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
同
じ
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
不
詳
」

人
数
を
除
く
紡
績
女
工
二
万
一
三
六
八
人
の
う
ち
、「
尋
常
小
学
校
中
途
退
学
以
下
」
の
低
学
歴
層
は
四
三
二
七
人
（
全
体
の
二
〇
％
）

で
、
募
集
従
事
者
女
性
の
そ
れ
よ
り
も
低
く
、「
尋
常
小
学
校
卒
業
」
の
中
位
学
歴
層
は
一
万
四
六
九
五
人
（
全
体
の
六
九
％
）
で
募
集

従
事
者
女
性
の
そ
れ
（
四
六
％
、
表
5
参
照
）
よ
り
も
高
い（
42
）。
募
集
従
事
者
女
性
の
こ
う
し
た
学
歴
構
成
の
相
対
的
低
さ
の
一
因
は
、

表 8　紡績女工募集従事者の学歴構成（1927 年）（人・％）

学　　歴 男 女

無　　学 151　（4.3） 107（14.7）
尋常小学校中途退学 354（10.0） 156（21.4）
　　同　　卒業 1,441（40.7） 335（45.9）
高等小学校中途退学 311　（8.8） 70 （9.6）
　　同　　卒業 978（27.7） 55 （7.5）
中等学校中途退学 126　（3.6） 1 （0.1）
　　同　　卒業以上 176　（5,0） 6 （0.8）

合　計 3,537（100.0） 730（100.0）
資料：表 4 に同じ．
　注：表 4 に同じく「不詳」人数を除く．

紡
績
女
工
の
年
齢
構
成
の
差
異
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
二
〇
年
、
三
〇
年
以
上
前

よ
り
は
進
学
率
は
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
）。
一
方
、
募
集
従
事
者
男
性
の
学
歴
は
、
こ
の
時
期

の
官
民
大
企
業
労
働
者
の
そ
れ
と
比
較
し
た
ば
あ
い
あ
き
ら
か
に
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、

こ
の
時
期
の
横
須
賀
海
軍
工
廠
、
三
菱
長
崎
造
船
所
の
労
働
者
の
う
ち
低
学
歴
層
（「
尋
常
小

学
校
中
途
退
学
」
以
下
）
の
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
％
、
七
％
で
あ
る（
43
）の
に
た
い
し
、
募

集
従
事
者
男
性
の
そ
れ
は
前
記
の
よ
う
に
一
四
％
で
あ
る
。
ま
た
上
記
二
企
業
の
高
学
歴
層

（「
高
等
小
学
校
卒
業
」
以
上
）
の
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
七
％
、
三
四
％
で
あ
る（
44
）の
に
た

い
し
、
募
集
従
事
者
男
性
の
そ
れ
は
前
記
の
よ
う
に
三
六
％
で
あ
る
。
募
集
従
事
者
男
性
の
高

学
歴
層
比
は
、
三
菱
長
崎
造
船
所
労
働
者
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
も
の
の
、
横
須
賀

海
軍
工
廠
の
労
働
者
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
お
お
き
な
開
き
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
以
上
の
べ
た
「
紡
績
女
工
募
集
従
事
者
」
は
ど
の
よ
う
な
職
業
階
層
か
ら

生
み
だ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
き
と
同
じ
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
不
詳
」
人
数
を
除
い
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た
募
集
従
事
者
四
一
八
〇
人
の
前
職
は
（
報
告
書
の
こ
の
項
目
で
は
男
女
の
区
別
は
な
い
）、「
農
業
」
二
一
三
八
人
（
全
体
の
五
一
・
一

％
）、「
工
業
」
一
〇
一
一
人
（
同
二
四
・
二
％
）、「
商
業
」
四
八
六
人
（
同
一
一
・
六
％
）、「
無
業
者
」
一
九
七
人
（
同
四
・
七
％
）、

「
水
産
業
」
六
二
人
（
同
一
・
五
％
）、
そ
の
他
の
職
業
二
八
六
人
（
六
・
八
％
）
で
あ
る（
45
）。
募
集
従
事
者
の
前
職
は
「
農
業
」
が
も

っ
と
も
多
く
、
そ
の
半
数
を
占
め
、
こ
れ
に
「
工
業
」（
そ
の
具
体
的
な
職
業
内
容
は
わ
か
ら
な
い
）、「
商
業
」
と
つ
づ
く
が
、
こ
の
三

つ
で
募
集
従
事
者
の
前
職
の
八
七
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、「
無
業
者
」
が
少
な
か
ら
ぬ
比
率
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
募
集
従
事
者
の
前
職
に
つ
い
て
、
別
の
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「（
募
集
従
事
者
の
職
業
―
引
用
者
）
こ
れ
は
前
職
と
い
ふ
べ
き
所
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
募
集
従
事
者
を
訪
問
し
て
見
る
と
何

か
を
や
つ
て
居
る
か
ら
、
そ
れ
に
就
て
述
ぶ
れ
ば
、
農
業
、
漁
夫
、
小
売
商
人
と
い
ふ
の
が
最
も
多
い
。
…
…
会
社
直
接
募
集
の
出

張
員
は
他
府
県
か
ら
入
込
ん
で
来
る
募
集
員
で
あ
つ
て
夫
れ
が
専
業
で
あ
る
が
、
此
処
で
は
嘱
託
募
集
に
依
る
も
の
を
主
と
し
て
掲

げ
た
い
。
農
家
、
漁
夫
、
小
売
商
人
を
本
業
と
す
る
か
、
女
工
募
集
を
本
業
と
す
る
か
と
い
ふ
事
は
個
々
に
就
て
見
な
け
れ
ば
困
難

で
あ
る
が
、
実
査
し
た
所
に
依
る
と
…
…
農
家
で
あ
る
と
称
し
て
居
て
も
、
ほ
ん
の
申
訳
的
に
近
所
の
畑
を
耕
す
の
み
や
、
漁
業
も

荒
骨
を
折
ら
な
い
程
度
の
も
の
と
い
ふ
の
が
多
い
。
酒
小
売
、
た
ば
こ
、
文
房
具
、
駄
菓
子
と
い
ふ
風
な
店
を
や
つ
て
居
る
の
も
可

な
り
見
受
け
た
。
就な

か
ん
ず
く中

酒
商
と
い
ふ
の
は
比
較
的
多
か
つ
た
。
是
等
を
見
て
、
一
旦
女
工
募
集
従
事
者
と
な
り
手
数
料
を
手
に
す

る
様
に
な
れ
ば
、
労
作
に
従
事
す
気
に
な
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
」（
46
）。

　

こ
こ
で
は
、
募
集
従
事
者
の
職
業
は
、
外
見
上
は
兼
業
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
は
専
業
化
し
て
お
り
、
外
見
上

の
兼
業
（
＝
前
職
）
で
は
農
業
、
漁
業
、
小
売
業
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
「
紡
績
女
工
募
集
従
事
者
」
は
、
ど
の
よ
う
な
経
済
的
階
層
に
属
す
る
人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
資
産

額
で
示
し
た
も
の
が
表
9
で
あ
る
。
男
性
募
集
従
事
者
の
資
産
額
が
女
性
募
集
従
事
者
の
そ
れ
よ
り
お
お
き
い
こ
と
は
一
見
し
て
あ
き
ら

か
で
あ
る
が
、
ま
ず
男
性
募
集
従
事
者
の
資
産
額
を
み
る
と
、
資
産
が
な
い
者
は
ほ
ぼ
四
人
に
一
人
で
、
三
人
は
資
産
が
あ
る
が
、
資
産

額
五
〇
〇
円
か
ら
一
〇
〇
〇
円
の
者
は
三
四
％
、
一
〇
〇
〇
円
か
ら
二
〇
〇
〇
円
の
者
は
二
〇
％
、
二
〇
〇
〇
円
以
上
の
者
も
二
〇
％
で

あ
る
。
一
方
、
女
性
募
集
従
事
者
の
資
産
額
は
、
資
産
が
な
い
者
は
ほ
ぼ
二
人
に
一
人
で
、
資
産
額
五
〇
〇
円
か
ら
一
〇
〇
〇
円
の
者
は

二
八
％
、
一
〇
〇
〇
円
以
上
の
者
は
二
〇
％
で
あ
る
。

　

募
集
従
事
者
の
以
上
の
よ
う
な
資
産
額
を
社
会
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
こ
の
時
期
の
二
つ
の
調
査
報
告
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
一
つ
は
農
林
省
農
務
局
『
農
家
経
済
調
査
（
大
正
十
四
年
度
）』、
も
う
一
つ
は
内
閣
統
計
局
『
家
計
調
査
報
告　

自
大
正
十
五
年

九
月
至
昭
和
二
年
八
月
』（
第
二
巻
）
で
あ
る
。
前
者
は
二
五
年
二
月
か
ら
二
六
年
一
月
ま
で
の
一
年
間
の
自
作
農
六
六
戸
、
自
小
作
農

表 9　紡績女工募集従事者の資産額 
　 　（1927 年） （人・％）

資 産 額 男 女

無 資 産 845（26.5） 324（52.2）
500

円
-1,000

円
1,074（33.7） 173（27.9）

1,000-2,000 621（19.5） 81（13.0）
2,000-4,000 337（10.6） 36　（5.8）
4,000-10,000 206　（6.5） 7　（1.1）
10,000 以上 103　（3.2） ―　（―）

合　計 3,186（100.0） 621（100.0）
資料：表 4 に同じ．
　注：表 4 に同じに同じく「不詳」人数を除く．

資産額の区分は資料のとおり．

六
九
戸
、
小
作
農
五
二
戸
（
計
一
八
七
戸
）
に
か
ん
す
る
調
査
で
あ
る
が
、
そ
の
「
農
用

土
地
面
積
」（
耕
作
面
積
と
考
え
ら
れ
る
）
は
そ
れ
ぞ
れ
平
均
で
、
自
作
農
三
一
・
六
反
、

自
小
作
農
二
〇
・
四
反
、
小
作
農
一
六
・
八
反
（
全
体
平
均
二
三
・
四
反
）
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
こ
の
調
査
は
上
層
農
家
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
前
記
一
年
間
の
「
農
業
所
得
（
農
業
総
収
入
か
ら
農
業
総
経
費
を
差
し
引
い
た

額
）
は
そ
れ
ぞ
れ
平
均
で
、
自
作
農
一
三
九
六
円
、
自
小
作
農
一
二
三
六
円
、
小
作
農
九

六
六
円
（
全
体
平
均
一
二
一
七
円
）
で
あ
る（
47
）。
一
方
、
後
者
の
『
家
計
調
査
報
告
』

（
第
二
巻
）
は
、
二
六
年
九
月
か
ら
二
七
年
八
月
ま
で
の
一
年
間
の
給
料
生
活
者
・
労
働

者
四
七
八
五
世
帯
に
か
ん
す
る
調
査
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
二
六
年
九
月
の
収
入
（
月



人文・自然研究　第 6 号　　218

収
）
階
級
別
世
帯
数
を
表
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
央
値
は
八
〇
円
以
上
一
〇
〇
円
未
満
で
あ
る
（
一
二
六
八
世
帯
、
調
査
世
帯
総
数
の

二
六
・
五
％
）。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
六
〇
円
未
満
の
四
六
四
世
帯
（
調
査
世
帯
総
数
の
九
・
七
％
）
と
二
〇
〇
円
以
上
の
一

一
七
世
帯
（
同
二
・
四
％
）
を
除
外
し
、
二
〇
円
刻
み
で
表
示
さ
れ
た
収
入
の
中
間
の
収
入
を
採
り
（
八
〇
円
以
上
一
〇
〇
円
未
満
の
ば

あ
い
は
九
〇
円
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
帯
数
を
掛
け
て
合
わ
せ
て
平
均
化
す
る
と
、
二
六
年
九
月
の
給
料
生
活
者
・
労
働
者
の
平
均
収
入
は

一
〇
三
円
と
な
る（
48
）。
こ
れ
を
年
収
に
換
算
す
れ
ば
一
二
三
六
円
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
さ
き
の
「
紡
績
女
工
募
集
従
事
者
」
の
資
産
額
を
ふ
り
返
る
と
、
男
性
募
集
従
事
者
の
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
そ
の

六
〇
％
（「
無
資
産
」
を
ふ
く
む
）
が
上
層
農
家
の
年
間
農
業
所
得
や
給
料
生
活
者
・
労
働
者
の
平
均
年
収
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
二
〇

％
は
そ
れ
に
相
当
す
る
資
産
、
さ
ら
に
二
〇
％
は
そ
の
二
倍
か
ら
一
〇
倍
の
額
の
資
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
女
性
募

集
従
事
者
の
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
そ
の
八
〇
％
（「
無
資
産
」
を
含
む
）
が
上
層
農
家
の
年
間
農
業
所
得
や
給
料
生
活
者
・
労
働
者
の
平
均
年

収
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
二
〇
％
は
そ
れ
に
相
当
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
資
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
当

時
の
女
性
の
経
済
的
地
位
を
考
え
れ
ば
、
女
性
募
集
従
事
者
の
ほ
ぼ
半
数
が
五
〇
〇
円
以
上
の
資
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
強
調
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
男
性
・
女
性
と
も
「
紡
績
女
工
募
集
従
事
者
」
は
比
較
的
高
い
経
済
的
階
層

に
属
し
て
い
た
。「
募
集
従
事
者
は
或
は
家
を
作
り
、
比
較
的
ゼ
イ
沢
を
し
て
居
る
」（
49
）と
い
う
観
察
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
首
肯
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
紡
績
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
が
、
史
料
的
に
は
、
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
の
実
態
よ
り
も
、
工
場
か
ら
独
立

し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
間
接
募
集
の
実
態
が
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
紡
績
女
工
の
募

集
方
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
日
本
紡
績
業
史
研
究
の
画
期
的
な
著
作
で
あ
る
高
村
直
昭
氏
の
研
究（
50
）は
、
ど
う
の
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
氏
は
、
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一
八
九
七
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
時
期
を
「
紡
績
資
本
の
確
立
期
」
と
捉
え（
51
）、
こ
の
時
期
に
女
工
の
遠
隔
地
募
集
が
一
般
化
し
た
し
、

こ
う
の
べ
て
い
る
。「
遠
隔
地
募
集
の
方
法
と
し
て
は
、
地
元
の
紹
介
人
に
依
頼
す
る
場
合
と
社
員
を
派
遣
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
が
、

後
者
の
場
合
に
も
地
元
と
特
別
の
関
係
が
な
け
れ
ば
や
は
り
紹
介
人
に
依
存
し
て
い
た
」（
52
）（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。
こ
の
記
述
は
、

本
論
で
引
用
し
た
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
の
記
述
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
氏
が
こ
こ
で
い
う
「
紹
介
人
」

と
は
地
元
に
い
て
紡
績
企
業
の
募
集
活
動
を
た
ん
に
手
助
け
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
細
井
和
喜
蔵
が
い
う
「
嘱
託
募

集
」
の
担
い
手
（
募
集
人
）
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
女
工
の
移
動
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
低
賃
金
や
昼
夜
業

な
ど
苛
酷
な
労
働
条
件
に
対
す
る
女
工
の
抵
抗
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
移
動
（
逃
亡
）
を
使
嗾
す
る
紹
介
人
・
募
集
人
の
存

在
は
、
氏
の
研
究
に
は
ま
っ
た
く
視
野
に
は
い
っ
て
い
な
い
。
氏
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
低
賃
金
や
昼
夜
業
に
代
表
さ
れ
る
苛
酷
な
労

働
条
件
に
対
し
て
、
労
働
者
は
『
逃
亡
』
を
も
っ
て
応
え
た
。
労
働
者
の
団
結
・
争
議
が
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
る
条
件
の
下
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
『
拘
禁
』
を
冒
し
て
工
場
を
脱
出
す
る
こ
と
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
現
実
的
対
抗
策
な
の
で
あ
っ
た
。
退
社

あ
る
い
は
『
逃
亡
』
し
た
労
働
者
は
、
他
の
紡
績
会
社
に
再
就
職
し
た
り
、
他
の
業
種
に
流
れ
込
ん
だ
り
し
た
」（
53
）。
こ
の
文
章
で
問
題

な
の
は
、
み
ず
か
ら
勤
め
て
い
る
紡
績
会
社
の
「
苛
酷
な
労
働
条
件
」
に
抵
抗
し
て
逃
亡
し
た
女
工
は
、
な
ぜ
「
他
の
紡
績
会
社
に
再
就

職
し
た
の
か
（
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
女
工
の
移
動
・
逃
亡
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
）、
女
工
は
「
苛
酷
」
で
な
い
労
働
条
件
を
も
っ
た

夢
の
紡
績
企
業
を
求
め
て
何
度
も
逃
亡
を
繰
り
返
し
た
の
か
、
こ
の
点
が
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

上
記
の
文
章
に
あ
る
「
他
の
業
種
」
と
は
、
注
記
に
よ
れ
ば
「
下
女
・
娼
婦
」
で
あ
り（
54
）、
逃
亡
し
た
女
工
が
、
み
ず
か
ら
の
主
体
的

な
判
断
で
「
下
女
・
娼
婦
」
に
な
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
議
論
で
は
、
紹
介
人
は
女
工
出
身
地
の
地
元
に
い

る
の
で
、
こ
う
し
た
女
工
の
逃
亡
・
移
動
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
地
元

に
い
る
」
と
い
う
前
提
を
取
り
払
え
ば
、
女
工
の
こ
う
し
た
逃
亡
・
移
動
に
関
与
す
る
紹
介
人
の
姿
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
見
え
て
き
た
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
村
政
則
氏
の
本（
55
）も
、
紡
績
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
製
糸
女
工
の
そ
れ
と
は
一
面
で
同
じ
で
、
他
面
で

は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
同
氏
は
、
本
論
で
も
と
り
あ
げ
た
細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』
に
お
け
る
女
工
募
集
方
法

の
三
つ
の
時
期
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
ま
ず
「
第
二
期
」（
日
清
戦
争
後
か
ら
日
露
戦
争
の
一
九
〇
四
、
五
年
こ
ろ
ま
で
）

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
こ
の
時
期
は
紡
績
業
が
日
本
の
産
業
革
命
を
主
導
し
…
…
女
工
募
集
合
戦
は
激
烈
と
な
り
、
女

工
の
な
か
に
は
『
色し

き

魔ま

男
工
』
の
誘
惑
に
ひ
っ
か
か
っ
て
身
を
も
ち
く
ず
す
者
が
で
る
し
ま
つ
で
あ
っ
た
」（
56
）。
こ
こ
で
氏
は
、
募
集
に

従
事
し
た
企
業
側
の
「
男
工
」
の
悪
質
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、「
第
二
期
」
の
募
集
方
法
は
、
企
業
側
の

直
接
募
集
で
あ
っ
た
こ
と
を
氏
は
か
た
っ
て
い
る
。
ま
た
「
第
三
期
」（
前
記
）
に
つ
い
て
は
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
第
二
期
の
ひ
た
す

ら
噓う

そ

八
百
を
な
ら
べ
た
て
た
誘
拐
的
募
集
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
の
幣
害
を
生
ん
だ
こ
と
へ
の
反
省
と
し
て
、
大
紡
績
な
ど
は
募
集
方
法
に
い

く
ら
か
の
改
善
を
加
え
…
…
」（
57
）。
こ
こ
で
氏
は
、
企
業
側
の
直
接
募
集
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
第
二
期
」
と
「
第
三
期
」

と
の
違
い
は
、
募
集
方
法
が
〝
悪
質
な
も
の
〞
か
ら
〝
い
く
ら
か
改
善
さ
れ
た
も
の
〞
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
細
井
は
「
第
三
期
」
以
降
、
直
接
募
集
と
は
別
に
、「『
募
集
人
』
と
い
う
職
業
者
に
委
せ
」
た
「
嘱
託
募

集
」
が
始
ま
っ
た
と
し
て
お
り
、
意
図
的
か
ど
う
か
の
判
断
は
敢
て
の
べ
な
い
が
、
読
め
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
細
井
の
こ
の
記
述
を
氏
は
完

全
に
無
視
し
て
い
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
細
井
『
女
工
哀
史
』
に
依
拠
す
る
部
分
で
は
、
氏
は
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
の
議
論

と
お
な
じ
よ
う
に
、
企
業
側
の
直
接
募
集
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
後
の
「
詐
欺
的
な
女
工
募
集
」
と
い
う
見
出
し
の
欄
に
な
る
と
、
氏
の
議
論
は
一
変
す
る
。
一
八
九
七
年
前
後

（
細
井
の
い
う
「
第
二
期
」
の
初
期
）
に
女
工
の
遠
隔
地
募
集
が
一
般
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。「
女
工
の
募
集
は
、
主
と
し
て
各
地
に
住
む
専
業
の
紹
介
人
ま
た
は
会
社
に
属
す
る
募
集
人
の
手
を
つ
う
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
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の
募
集
方
法
は
き
わ
め
て
詐
欺
的
・
誘
拐
的
で
あ
っ
た
」（
58
）。
こ
こ
で
は
じ
め
て
氏
は
、
企
業
側
の
直
接
募
集
の
ほ
か
に
「
各
地
に
住
む

専
業
の
紹
介
人
」
に
よ
る
募
集
の
存
在
を
み
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
紹
介
人
は
自
分
の
あ
つ
め
た
女
工
を
出
張
社
員
に
わ
た
す
が
、

直
接
に
工
場
へ
送
り
と
ど
け
る
と
、
一
人
に
つ
き
一
円
内
外
の
手
数
料
と
、
と
き
に
よ
っ
て
は
特
別
の
賞
与
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き

た
」（
59
）と
、
正
し
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
紹
介
人
」
が
上
記
の
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
女
工
募
集
地
に
住
む
地
元
的
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
氏
は
、『
紹
介
人
は
職
工
生
活
の
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
説
明

し
、
苦
し
い
こ
と
は
い
っ
さ
い
伏
せ
て
娘
た
ち
の
歓
心
を
か
お
う
と
し
た
」（
60
）も
の
の
、
実
際
に
工
場
に
は
い
っ
た
「
女
工
た
ち
は
、
話

が
ち
が
う
と
い
っ
て
紹
介
人
を
責
め
よ
う
に
も
、
紹
介
人
は
各
地
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
61
）と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
氏
は
同
時
に
、

工
場
間
の
女
工
の
争
奪
が
激
し
く
な
る
と
と
も
に
、「
女
工
の
な
か
に
も
こ
の
工
場
主
の
争
奪
戦
に
乗
じ
、
し
ば
し
ば
逃
亡
し
て
他
工
場

に
偽
名
で
雇
わ
れ
た
り
、
紹
介
人
と
共
謀
し
て
各
工
場
を
転
々
と
動
き
ま
わ
っ
て
旅
費
・
手
数
料
な
ど
を
せ
し
め
る
者
も
あ
っ
た
」（
62
）と

記
し
て
い
る
。
地
元
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
「
紹
介
人
」
が
、
な
ぜ
女
工
を
し
て
都
市
部
の
紡
績
諸
工
場
を
転
々
と
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
氏
は
ま
っ
た
く
合
理
的
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
氏
に
お
い
て
は
「
紹
介
人
」
の
実
態
が
か
な
ら
ず

し
も
十
分
に
と
ら
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
女
工
の
逃
亡
の
段
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
明
治
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
女
工
の
退

社
率
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
彼
女
ら
は
貯
金
の
没
収
、
身
の
ま
わ
り
品
の
置
き
捨
て
な
ど
、
経
済
上
の
不

利
益
と
身
体
上
の
危
険
を
お
か
し
て
ま
で
も
、
工
場
脱
出
を
た
え
ず
く
り
か
え
し
て
い
た
」（
63
）と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
み
た

高
村
氏
の
議
論
と
お
な
じ
よ
う
に
、
女
工
の
退
社
は
紡
績
工
場
の
苛
酷
な
労
働
条
件
か
ら
の
解
放
、
身
を
挺
し
た
逃
亡
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
中
村
氏
に
と
っ
て
女
工
の
移
動
は
「
紹
介
人
」
と
の
「
共
謀
」
に
よ
る
移
動
と
、
過
酷
な
労
働
条
件
か
ら

の
解
放
と
し
て
の
逃
亡
と
い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
実
態
を
正
し
く
把
握
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
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か
。
し
か
し
氏
が
、
女
工
の
移
動
を
後
者
の
逃
亡
に
力
点
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
事
実
、
氏
は
岡
実
『
工
場
法
論
』（
一

九
一
二
年
）
の
な
か
の
「
出
稼
女
工
の
帰
郷
原
因
」
の
表
を
掲
出
し（
64
）、「
女
工
の
帰
郷
原
因
を
み
る
と
…
…
疫
病
な
ど
を
ふ
く
め
、
労

働
に
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う
者
が
全
体
の
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
家
事
の
つ
ご
う
に
よ
る
者
と
お
な
じ
比
率
を
し
め
し
て
い
る
。
結
婚
を

理
由
に
帰
郷
し
た
者
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
」（
65
）と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
同
表
を
正
確
に
分
析
す
る
と
、
帰
郷
原
因
と
し
て
の

「
労
働
内
容
」（「
労
働
に
た
え
ら
れ
な
い
」）
は
全
体
の
五
％
で
「
結
婚
」（
六
％
）
よ
り
低
く
、
ま
た
「
解
雇
」
が
全
体
の
一
五
％
で
原

因
の
三
位
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
女
工
不
足
で
女
工
の
争
奪
を
く
り
か
え
し
て
い
る
紡
績
企
業
が
み
ず
か
ら
の
女
工
を

「
解
雇
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
紹
介
人
・
募
集
人
を
介
し
た
他
工
場

へ
の
移
動
の
結
果
、「
解
雇
」
処
分
に
し
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
家
事
の
つ
ご
う
」
も
た
し
か
に
二
九
％
で
原
因
の

第
一
位
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
家
計
を
補
充
す
る
た
め
に
出
稼
ぎ
に
来
た
女
工
が
、「
家
事
の
つ
ご
う
」
で
早
々
の
体
で
帰
郷
す
る
こ
と

を
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
家
計
の
補
充
の
一
つ
に
結
婚
す
る
た
め
の
資
金
を
稼
ぐ
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
と
お

も
う
が
、「
結
婚
」
を
理
由
と
し
た
女
工
の
帰
郷
も
、
何
の
迷
い
も
な
く
そ
の
ま
ま
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
同
表
か
ら
苛
酷
な
労
働
条
件
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
逃
亡
（「
帰
郷
」）
は
僅
か
し
か
よ
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

上
述
の
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
氏
が
紹
介
人
の
実
態
を
十
分
に
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
専
業
の
紹
介
人
に
よ
る

間
接
募
集
に
氏
が
言
及
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
お
な
じ
出
稼
女
工
で
あ
り
な
が
ら
製
糸
女
工
の
募
集
方
法
と
紡
績

女
工
の
そ
れ
と
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
の
か
、
合
理
的
な
説
明
が
必
要
だ
っ
た
。

　

岡
本
幸
雄
氏
の
研
究（
66
）は
、「
紡
績
労
働
力
調
達
機
構
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
遠
隔
地
募
集
の
「
本
格
的
開
始
」

（
氏
は
そ
れ
を
一
八
九
〇
年
恐
慌
後
に
も
と
め
て
い
る
）
以
降
形
成
さ
れ
確
立
し
た
と
し
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
こ
の
募
集
（
遠

隔
地
募
集
―
引
用
者
注
）
は
主
に
い
わ
ゆ
る
募
集
人
を
先
端
と
す
る
紡
績
労
働
力
調
達
機
構
の
確
立
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ



223　　近代日本における繊維工業女性労働者の募集方法について

る
。
こ
う
し
た
募
集
人
に
よ
る
調
達
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
（
戦
前
）
と
変
わ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
点
に
、
わ
が
国
紡
績
労
働
力
調
達

管
理
の
特
徴
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
在
地
募
集
人
と
紡
績
企
業
と
の
連
繫
あ
る
い
は
特
定
地
域
に
対
す
る
間
断
な
き
募
集
の
継
続
は
、
や
が

て
紡
績
労
働
力
の
募
集
地
盤
・
募
集
圏
な
る
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
期
的
に
は
明
治
三
〇
年
代
前
半
に
お
い

て
す
で
に
形
成
さ
れ
、
同
四
十
年
代
頃
（
細
井
の
い
う
「
第
三
期
」
―
引
用
者
注
）
に
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
」（
67
）。
こ
の
文
章
の
傍
点
を
付

し
た
と
こ
ろ
か
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
紡
績
労
働
力
調
達
機
構
」
の
末
端
を
担
う
「
募
集
人
」
は
募
集
地
に
居
住
し
、
紡
績
企
業

か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。「
か
く
し
て
、
各
紡
績
企
業
の
労
働
力
調
達
機
構
の
第
一
線
に
常
設
紹
介
人
（
い
わ
ゆ
る

「
募
集
人
」）
を
配
し
て
紡
績
労
働
市
場
の
開
拓
、
確
保
を
可
能
な
ら
し
む
る
に
至
っ
た
」（
68
）。
氏
が
こ
の
よ
う
に
「
募
集
人
」
の
役
割
を

強
調
す
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る
か
ら
だ
と
お
も
わ
れ
る
。「
家
計
補
助
的
出
稼
労
働
と
言
っ
て
も
、
家
父
長
制
的
家
族
制

度
の
も
と
に
あ
る
家
族
労
働
、
特
に
婦
女
子
が
労
働
者
と
し
て
初
め
か
ら
労
働
市
場
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
極

め
て
潜
在
的
な
労
働
力
を
顕
在
化
せ
し
め
て
行
っ
た
の
が
…
…
紡
績
企
業
と
結
ぶ
募
集
人
た
ち
で
あ
っ
た
」（
69
）。

　

以
上
の
よ
う
に
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
紡
績
業
に
お
け
る
女
工
の
募
集
は
、
企
業
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
募
集
人
に
依
存
し
て
い

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
募
集
人
を
女
工
募
集
地
に
居
住
す
る
存
在
（
募
集
人
の
在
地
性
）

と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
点
は
、
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
女

工
の
「
調
達
」
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
女
工
の
移
動
（
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
の
募
集
人
の
存
在
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
が

払
わ
れ
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、「
紡
績
業
に
お
い
て
は
終
始
一
貫
し
て
募
集
人
に
よ
る
独
自
の
職
工
募
集
に

力
を
注
い
で
き
た
こ
と
が
わ
が
国
紡
績
労
働
力
調
達
管
理
に
お
け
る
特
徴
と
言
え
る
」（
70
）と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

募
集
人
に
よ
る
女
工
の
募
集
は
紡
績
業
固
有
の
募
集
方
法
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
製
糸
業
に
お
け
る
女
工
募
集
方
法
を
検
討
し
て

き
た
筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
誤
り
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
氏
が
、
労
働
市
場
の
自
律
的
な
需
給
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
否
定
し
て
、
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潜
在
的
な
労
働
力
を
顕
在
化
さ
せ
る
具
体
的
な
役
割
を
担
っ
た
募
集
人
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
十
分
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、「
家
父
長

的
家
族
制
度
」
の
も
と
で
潜
在
化
し
て
い
た
労
働
力
（
農
村
の
婦
女
子
）
は
、
績
業
女
工
に
な
る
べ
き
労
働
力
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

注（
1
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、
五
一
頁
。

（
2
）
細
井
和
喜
蔵
『
女
工
哀
史
』
一
九
二
五
年
、
改
造
社
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
）、
六
七
頁
。

（
3
）
江
戸
時
代
に
始
ま
る
雇
い
人
の
周
旋
業
。
慶
庵
業
と
も
記
さ
れ
る
。

（
4
）
前
掲
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
五
五
頁
。

（
5
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、「
附
録
二
」
二
八
四
―
二
八
五
頁
。

（
6
）
同
上
、
二
八
六
頁
。

（
7
）
前
掲
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
五
四
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
七
六
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
六
六
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
一
四
〇
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
一
三
九
頁
。

（
13
）
前
掲
『
職
工
事
情
』「
附
録
二
」
二
五
三
―
二
五
四
頁
。

（
14
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
紡
績
労
働
婦
人
調
査
』
一
九
二
九
年
二
月
、
二
九
頁
。
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（
15
）
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
出
稼
女
工
に
関
す
る
調
査
』
一
九
二
八
年
、
四
三
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
三
八
―
三
九
頁
。

（
17
）
労
働
運
動
史
料
委
員
会
『
日
本
労
働
運
動
史
料
』
第
一
〇
巻
、
統
計
篇
、
二
七
二
頁
。

（
18
）
前
掲
、
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
出
稼
女
工
に
関
す
る
調
査
』
三
九
頁
。

（
19
）
同
上
書
、
四
三
頁
。

（
20
）
前
掲
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
五
四
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
五
五
頁
。

（
22
）
同
上
書
、
五
五
頁
。

（
23
）
前
掲
『
職
工
事
情
』「
附
録
二
」
一
六
四
―
一
六
五
頁
。
こ
の
引
用
文
中
の
「
〇
〇
教
会
」
の
丸
々
は
筆
者
の
判
断
で
消
去
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
宗
教
団
体
は
、
当
時
の
政
府
に
よ
る
取
締
り
や
新
聞
な
ど
に
よ
る
批
判
・
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
宗
教
名
の
真
偽
の
ほ
ど
が
わ
か
ら

な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

（
24
）
前
掲
、
細
井
『
女
工
哀
史
』
六
九
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
六
九
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

（
28
）
前
掲
『
綿
糸
紡
績
職
工
事
情
』
六
七
―
七
〇
頁
。

（
29
）
同
上
書
、
六
七
―
七
〇
頁
。

（
30
）
同
上
書
、
六
七
―
七
〇
頁
。

（
31
）
同
上
書
、
六
六
頁
。

（
32
）
同
上
書
、
六
五
頁
。

（
33
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
紡
績
労
働
婦
人
調
査
』
四
八
頁
。
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（
34
）
同
上
書
、
六
〇
頁
。

（
35
）
同
上
書
、
二
五
頁
。

（
36
）
同
上
書
、
五
六
頁
。

（
37
）
同
上
書
、
五
七
―
五
八
頁
。

（
38
）
前
掲
、
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
出
稼
女
工
に
関
す
る
調
査
』
四
七
頁
。

（
39
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
紡
績
労
働
婦
人
調
査
』
五
〇
頁
。

（
40
）
同
上
書
、
三
三
頁
。

（
41
）
同
上
書
、
一
五
頁
。

（
42
）
同
上
書
、
一
七
頁
。

（
43
）
三
菱
長
崎
造
船
所
『
年
報
』
一
九
二
四
年
下
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
『
労
働
統
計
』
一
九
二
四
年
一
月
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
よ
り
算
出
。

（
44
）
同
上
史
料
よ
り
算
出
。

（
45
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
紡
績
労
働
婦
人
調
査
』
三
四
頁
。

（
46
）
前
掲
、
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
出
稼
女
工
に
関
す
る
調
査
』
三
六
頁
。

（
47
）
農
林
省
農
務
局
『
農
家
経
済
調
査
（
大
正
十
四
年
度
）』
一
九
二
七
年
二
月
、
三
一
頁
。

（
48
）
内
閣
統
計
局
『
家
計
調
査
報
告　

自
大
正
十
五
年
九
月
至
昭
和
二
年
八
月
』
第
二
巻
、
一
九
二
九
年
六
月
、
一
四
―
一
五
頁
よ
り
算
出
。

（
49
）
前
掲
、
福
岡
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
出
稼
女
工
に
関
す
る
調
査
』
五
一
頁
。

（
50
）
高
村
直
昭
『
日
本
紡
績
業
史
序
説
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
。

（
51
）
同
上
書
、
二
四
六
頁
。

（
52
）
同
上
書
、
三
〇
三
頁
。

（
53
）
同
上
書
、
三
一
〇
頁
。

（
54
）
同
上
書
、
三
一
三
頁
。
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（
55
）
前
掲
、
中
村
政
則
『
労
働
者
と
農
民
』。

（
56
）
同
上
書
、
一
九
三
頁
。

（
57
）
同
上
書
、
一
九
四
頁
。

（
58
）
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

（
59
）
同
上
書
、
一
九
九
頁
。

（
60
）
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

（
61
）
同
上
書
、
一
九
九
頁
。

（
62
）
同
上
書
、
二
〇
三
頁
。

（
63
）
同
上
書
、
二
〇
七
頁
。

（
64
）
同
上
書
、
二
一
三
頁
。

（
65
）
同
上
書
、
二
一
三
頁
。

（
66
）
岡
本
幸
雄
『
明
治
期
紡
績
労
働
関
係
史

　

―
　

日
本
的
雇
用
・
労
使
関
係
形
成
へ
の
接
近

　

―
　

』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
。

（
67
）
同
上
書
、
三
―
四
頁
。

（
68
）
同
上
書
、
二
三
頁
。

（
69
）
同
上
書
、
一
四
頁
。

（
70
）
同
上
書
、
七
一
頁
。
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三　

織
物
業

　

織
物
業
（
絹
織
物
業
、
綿
織
物
業
）
の
女
性
労
働
者
（
織
物
女
工
、
以
下
こ
の
よ
う
に
記
す
）
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
基
本
的
文
献

で
あ
る
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
織
物
職
工
事
情
』（
一
九
〇
三
年
）
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
製
糸
女
工
・
紡
績
女
工
の
募
集
方
法

と
お
な
じ
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
工
女
募
集
方
法
ニ
就つ

い

テ
ハ
各
工
場
ヨ
リ
特
ニ
募
集
員
ヲ
派
出
ス
ル
所
ア
リ
、
或あ

る
いハ

紹
介
人
ヲ
用
ヒ
テ
雇
入
ル
ヽ
所
ア
リ
、
此
ノ
二

方
法
ハ
他
府
県
若も

し
くハ

県
下
遠
隔
ノ
地
ヨ
リ
工
女
ヲ
募
集
ス
ル
方
法
ナ
リ
ト
ス
」（
1
）、「
工
女
ト
ナ
ル
者
ハ
遠
国
ノ
者
多
キ
ヲ
以
テ
、

其そ
の

募
集
ニ
就
テ
モ
彼か

ノ
紹
介
人
ヲ
用
ユ
ル
カ
又
ハ
直
接
人
ヲ
地
方
ニ
派
シ
テ
工
女
ヲ
募
集
ス
ル
ナ
リ
、
然し

か

レ
ト
モ
…
…
従
前
ハ
総す

べ

テ

紹
介
人
即
チ
慶
（「
桂
」
に
同
じ
―
引
用
者
注
）
庵
ノ
手
ヲ
経
テ
職
工
徒
弟
ヲ
募
集
セ
シ
モ
ノ
ナ
ル
モ
、
紹
介
人
ハ
工
場
主
ト
職
工

ノ
間
ニ
介
立
ス
ル
ヲ
以
テ
、
募
集
地
ニ
至
リ
其
地
ノ
周
旋
人
ニ
依
頼
シ
、
或
ハ
相
当
婦
女
ノ
出
入
ス
ル
駄
菓
子
屋
等
ヲ
利
用
シ
（
募

集
す
る
―
引
用
者
）」（
2
）。

　

こ
こ
で
は
、
織
物
工
場
が
遠
方
で
女
工
を
募
集
す
る
ば
あ
い
、「
紹
介
人
」
を
利
用
す
る
ば
あ
い
と
、
工
場
の
職
員
で
あ
る
「
募
集
員
」

を
直
接
派
遣
す
る
ば
あ
い
の
二
通
り
が
あ
る
こ
と
、「
紹
介
人
」
と
は
慶
（
桂
）
庵
業
を
営
む
者
で
あ
り
、「
紹
介
人
」
は
募
集
地
で
そ
の

地
の
周
旋
業
者
や
駄
菓
子
屋
な
ど
を
利
用
し
て
女
工
を
募
集
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
紹
介
人
」
の
募
集
に
応
じ
た
女
工
の
父

兄
は
以
下
の
よ
う
な
契
約
証
を
「
紹
介
人
」
に
差
し
出
す
ば
あ
い
が
あ
っ
た
。
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「　
　

身
元
引ひ

き

請う
け

依
頼
契
約
証

　
今こ

ん

般ぱ
ん

拙せ
つ

者し
や

何
男女

何
某
機
業
伝
習
ト
シ
テ
雇
入
ニ
差さ

し

出だ

シ
、
身
元
引
請
ノ
儀
ヲ
及い

ら
い
お
よ
び

依
頼
候
処と

こ
ろ

確
実
也な

り

、
然し

か

ル
上
ハ
左
ノ
条
項
ヲ
契
約

仕
つ
か
ま
つ
り

候
一
、
傭
主
雇
人
間
ノ
契
約
ハ
総す

べ

テ
貴
殿
ヘ
委
任
候
事

一
、
本
人
身
分
ニ
付
他ほ

か

ヨ
リ
故
障
等
毫ご

う

モ
無こ

れ

之な
き

候
事

一
、
前
雇
主
ヨ
リ
解
雇
相
成
タ
ル
時
ハ
、
他
人
ヘ
住
替
為
致
候
共
、
後
日
異
議
無
之
候
事

一
、
被や

と

雇わ
れ

中
本
人
逃
亡
又
ハ
事
故
不ふ

勤き
ん

致い
た
し

候
節
ハ
、
前
借
及
諸
費
等
雇
主
ヨ
リ
請
求
ノ
金
額
ハ
拙
者
ニ
於
テ
負
担
ス
ヘ
キ
ハ
勿も

ち

論ろ
ん

ノ
事

右
依
頼
契
約
候
上
ハ
、
本
人
身
分
ニ
付
如
何
ナ
ル
事
故
有こ

れ
あ
り
や

之
哉
又
ハ
前
数
項
ニ
違
反
ス
ル
ニ
於お

い

テ
ハ
、
拙
者
固も

と

ヨ
リ
加
判
ノ
者
ニ
於

テ
連
帯
責
任
ヲ
以
テ
負
担
シ
、
貴
殿
ヘ
対
シ
毫ご

う

モ
損
害
等
相あ

い

掛か

ケ
間ま

敷じ
く

候
為
、
後
日
以れ

ん
し
よ
を
も
つ
て

連
署
差さ

し

入い
れ

置お
き

候
、
契
約
証
書
依
テ

如く
だ
ん
の
ご
と
し件年　

月　

日

何
郡
何
町
何
番
地

実
父
兄　

何
某　

印

本
人　

　

何
某　

印

保
証
人　

何
某　

印

紹
介
人
又
ハ
口
入
業
者
何
某
殿 

」（
3
）
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こ
の
契
約
証
は
、
募
集
に
応
じ
た
女
工
の
身
元
を
す
べ
て
「
紹
介
人
」（
あ
る
い
は
口く

ち

入い
れ

業
者
）
が
引
き
受
け
、
織
物
工
場
主
と
の
雇

用
契
約
も
「
紹
介
人
」（
あ
る
い
は
口
入
業
者
）
に
す
べ
て
委
任
す
る
こ
と
、
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
織
物
工
場
が
当
該
女
工
を
「
解
雇
」

し
た
ば
あ
い
、
そ
の
女
工
を
ほ
か
の
工
場
へ
移
動
さ
せ
て
も
異
議
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
上
、
父
兄
・

保
証
人
同
意
の
も
と
で
の
「
紹
介
人
」（
あ
る
い
は
口
入
業
者
）
へ
の
女
工
の
「
身
売
り
」
契
約
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
紹
介
人
」（
口
入
業
者
）
の
声
は
、『
職
工
事
情
』
の
「
附
録
」
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
〇
二
年
一
〇
月
足
利
町

の
あ
る
口
入
業
者
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
ノ
内
ハ
近
国
近
郡
カ
ラ
工
女
ヲ
募
集
シ
マ
ス
、
遠
国
ニ
募
集
ヘ
出
掛
ケ
ル
コ
ト
ハ
年
ニ
一
度
位
シ
カ
ア
リ
マ
セ
ン
、
ソ
レ
モ
特

ニ
機は

た

屋や

（
織
物
業
者
―
引
用
者
注
）
カ
ラ
富
山
県
ト
カ
新
潟
県
ト
カ
云
フ
テ
頼
マ
レ
マ
シ
タ
時
ニ
ハ
格
別
デ
ア
リ
マ
ス
、
自
宅
（
口

入
業
者
の
家
―
引
用
者
注
）
カ
ラ
世
話
シ
テ
奉
公
サ
シ
テ
居
ル
工
女
ハ
当
町
ニ
モ
沢た

く

山さ
ん

ア
リ
マ
ス
」（
4
）

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
「
紹
介
人
」（
口
入
業
者
）
は
、
さ
き
の
「
身
売
り
」
契
約
が
も
の
が
た
る
よ
う
に
、
人
間
的
倫
理
性
に
お
い
て

問
題
が
あ
る
人
物
が
多
か
っ
た
。『
織
物
職
工
事
情
』
は
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。

「
紹
介
人
ノ
弊
害
ハ
桐
生
足
利
、
埼
玉
機
業
地
ニ
於
テ
屢し

ば

々し
ば

聞
知
ス
ル
所
ナ
リ
、
同
地
方
ニ
ハ
職
工
周
旋
ヲ
業
ト
ス
ル
口
入
屋
十
数

軒
ア
ル
モ
漸
次
其
数
ヲ
減
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
向
ア
リ
、
何い

ず

レ
ノ
紹
介
人
モ
皆
不
良
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
、
彼
等
ノ
多
ク
ハ
自
己
ノ
利
ヲ
ノ

ミ
計
リ
毫ご

う

モ
徳
義
心
ナ
ク
、
工
女
募
集
ニ
当
リ
テ
モ
不
正
ノ
手
段
ヲ
弄ろ

う

シ
、
工
女
ノ
前
借
金
モ
実
際
工
場
主
ヨ
リ
受
取
ル
所
ノ
幾
分
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ヲ
与
フ
ル
ニ
過
キ
ス
、
其
他
種
々
ノ
名
目
ヲ
付
ケ
工
場
主
及
ヒ
工
女
ヨ
リ
手
数
料
ヲ
取
リ
自
己
ノ
懐

ふ
と
こ
ろヲ

肥
ヤ
シ
…
…
紹
介
人
即
チ
周

旋
屋
ノ
弊
風
ニ
就
テ
ハ
此こ

の

他ほ
か

各
機
業
地
到
ル
処と

こ
ろニ

於
テ
此
ヲ
聞
知
セ
リ
」（
5
）

　

織
物
女
工
の
こ
う
し
た
「
紹
介
人
」
の
多
く
は
、
さ
き
の
「
身
元
引
請
依
頼
契
約
証
」
が
も
の
が
た
る
よ
う
に
、
女
工
の
出
し
入
れ

（
工
場
間
の
廻
し
）
に
よ
っ
て
手
数
料
を
幾
度
も
稼
い
で
い
た
。『
織
物
職
工
事
情
』
は
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。

「
紹
介
人
ハ
…
…
復ま

た

モ
甘
言
ヲ
以
テ
他
ノ
機は

た

屋や

ノ
評
判
善
キ
コ
ト
ヲ
話
シ
、
之こ

れ

（
女
工
―
引
用
者
注
）
ヲ
誘
拐
シ
、
一
地
方
ノ
工
女

ヲ
他
地
方
ノ
機
屋
ニ
移
シ
、
其そ

の

度た
び

毎ご
と

ニ
工
女
ヨ
リ
一
円
以
内
機
屋
ヨ
リ
ハ
一
円
位
ノ
手
数
料
ヲ
取
リ
、
以も

つ

テ
自
己
ノ
所
得
ト
ス
ル
ナ

リ
」（
6
）、「
各
機
業
地
ニ
於
ケ
ル
一
般
紹
介
人
ノ
弊
害
ト
認
ム
ヘ
キ
ハ
、
紹
介
人
募
集
ノ
依
頼
ヲ
受
ク
ル
ヤ
応
募
者
欠
乏
ス
ル
ト
キ

ハ
、
他
人
カ
已す

で

ニ
契
約
セ
ル
職
工
ハ
…
…
勿も

ち

論ろ
ん

、
先
ニ
自
己
カ
紹
介
セ
シ
職
工
ヲ
シ
テ
他
ニ
転
セ
シ
メ
、
或
ハ
自
己
ノ
利
益
ノ
為
メ

種
々
ノ
甘
言
ヲ
以
テ
已
ニ
契
約
ア
ル
職
工
若
ク
ハ
其
父
兄
ヲ
教き

よ
う唆さ

シ
、
契
約
主
ニ
意
外
ノ
苦
情
ヲ
申
立
テ
解
雇
ヲ
強
請
シ
テ
他
ノ
家

（
機
屋
―
引
用
者
注
）
ニ
転
セ
シ
ム
ガ
如
キ
事
例
、
枚
挙
ニ
遑い

と
まア

ラ
ス
」（
7
）

　

以
上
の
こ
と
の
具
体
事
例
と
し
て
『
織
物
職
工
事
情
』
は
、
桐
生
・
足
利
地
方
（
絹
織
物
業
・
絹
綿
交
織
物
業
地
帯
）
と
八
王
子
地
方

（
綿
織
物
業
地
帯
）
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
雇
人
（
女
工
―
注
）
証
文
書か

き

換か
え

ノ
事
多
キ
丈だ

け

紹
介
人
ノ
利
益
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
工
女
ヲ
シ
テ
可な

る
べ
く成

長
期
ノ
年
期
契
約
ヲ
避
ケ
シ
メ
、

或
ハ
父
兄
ノ
病
気
ナ
リ
ト
詐
称
シ
、
工
場
主
ヲ
シ
テ
契
約
年
期
中
ノ
工
女
ヲ
解
傭
セ
シ
メ
、
若
ハ
甲
工
場
ノ
前
借
金
ヲ
踏
倒
シ
テ
之
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ヲ
乙
工
場
ニ
転
セ
シ
メ
、
以
テ
其
間
手
数
料
ヲ
貪む

さ
ぼル

カ
如
キ
不
正
行
為
尠す

く
なカ

ラ
ス
」（
8
）（
桐
生
・
足
利
地
方
）、「
八
王
子
地
方
ニ
於

テ
ハ
工
女
雇
入
ノ
際
仮
リ
ニ
五
ケ
年
ト
契
約
ス
ル
モ
、
紹
介
人
ハ
自
己
ノ
利
益
ノ
為
メ
尚な

お

二
ケ
年
ノ
契
約
年
限
存
ス
ル
ニ
拘か

か

ハ
ラ
ス
、

甲
雇
主
ニ
対
シ
破
約
ノ
申
込
ヲ
為
サ
シ
メ
、
乙
雇
主
ニ
向
ヒ
高
級
〔
給
〕
ヲ
以
テ
更
ニ
契
約
セ
シ
メ
ン
ト
シ
、
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル

ノ
手
段
ト
シ
テ
、
甲
雇
主
ニ
向
ツ
テ
ハ
疾
病
事
故
ノ
為
ト
称
シ
不
勤
セ
シ
メ
之
ヲ
乙
雇
主
ニ
転
セ
シ
メ
、
其
間
不
正
ノ
利
益
ヲ
得
ル

…
…
」（
9
）（
八
王
子
地
方
）。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
「
紹
介
人
」
の
行
動
（
手
数
料
稼
ぎ
）
に
よ
っ
て
、
織
物
女
工
の
移
動
も
激
し
か
っ
た
。
織
物
女
工
の
雇
用
「
契

約
」
に
は
「
年
期
制
度
」
を
設
け
て
い
る
機
業
地
（
西
陳
、
桐
生
・
足
利
、
八
王
子
な
ど
）
と
そ
う
で
な
い
機
業
地
（
米
沢
な
ど
）
と
が

あ
っ
た
が（
10
）、
一
般
に
「
工
場
組
織
ノ
工
場
ニ
在あ

り

テ
ハ
…
…
契
約
年
限
ハ
三
ケ
年
乃な

い

至し

五
ケ
年
ヲ
普
通
ト
シ
、
五
ケ
年
以
上
ノ
長
期
ヲ

契
約
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
シ
、
最
モ
多
数
ヲ
占
ム
ル
ハ
三
ケ
年
契
約
ナ
リ
ト
ス
」（
11
）と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

福
井
地
方
（
絹
織
物
業
）、
八
王
子
地
方
、
丹
後
地
方
（
縮ち

り

緬め
ん

織
物
業
）、
愛
知
県
中
島
郡
地
方
（
綿
織
物
業
）
の
四
つ
の
機
業
地
七
八
四

四
工
場
の
職
工
（
男
工
も
一
部
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
）
三
万
四
一
一
五
人
の
勤
続
年
数
（
一
九
〇
一
年
現
在
）
を
み
る
と
、

勤
続
「
六
カ
月
未
満
」
六
五
八
二
人
（
全
体
の
一
九
・
三
％
）、「
六
カ
月
以
上
一
年
未
満
」
九
八
三
九
人
（
同
二
八
・
八
％
）、「
一
年
以

上
二
年
未
満
」
九
四
六
四
人
（
同
二
七
・
七
％
）、「
二
年
以
上
三
年
未
満
」
四
二
九
二
人
（
同
一
二
・
六
％
）、「
三
年
以
上
五
年
未
満
」

二
四
九
一
人
（
同
七
・
三
％
）、「
五
年
以
上
」
一
四
四
七
人
（
同
四
・
二
％
）
で
あ
る（
12
）。
契
約
期
間
ど
お
り
か
そ
れ
以
上
の
期
間
勤

続
し
て
い
る
職
工
は
、
全
体
の
わ
ず
か
一
一
・
五
％
で
あ
り
、
圧
倒
的
多
数
の
職
工
は
満
期
前
に
工
場
を
退
ぞ
い
て
い
る
。
ま
た
、
全
体

の
職
工
の
ほ
ぼ
半
数
が
一
年
以
上
勤
続
す
る
こ
と
な
く
、
工
場
を
退
場
し
て
い
る
。『
織
物
職
工
事
情
』
が
「（
女
工
は
―
引
用
者
注
）
皆

異
動
ノ
頻
繁
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
工
場
主
ニ
純
然
タ
ル
職
工
ナ
ク
皆
伝
習
職
工
（
見
習
・
養
成
工
―
引
用
者
注
）
ナ
リ
ト
嘆な

げ

カ
シ
ム
、
蓋け

だ
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シ
強あ

な
がチ

誇
大
ノ
言
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」（
13
）と
記
し
て
い
る
こ
と
は
正
鵠
を
得
た
観
察
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
女
工
移
動

の
激
し
さ
の
一
つ
の
お
お
き
な
要
因
が
、「
紹
介
人
」
の
行
動
（
女
工
の
出
し
入
れ
に
よ
る
手
数
料
稼
ぎ
）
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

以
上
、
一
九
〇
〇
年
こ
ろ
の
産
業
革
命
期
に
お
け
る
織
物
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
（
一
九

二
〇
年
代
）
に
お
け
る
募
集
方
法
（
変
化
し
た
の
か
否
か
）
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
史
料
が
存
在
せ
ず
、
確
か
な
こ
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、
製
糸
女
工
、
紡
績
女
工
に
つ
い
て
前
述
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、「
紹
介
人
」
と
そ
の
独

特
の
募
集
行
為
が
つ
づ
い
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

　　

以
上
、
織
物
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
が
、
織
物
女
工
も
ま
た
そ
の
募
集
は
、
製
糸
女
工
、
紡
績
女
工
の
募
集
方
法
と

お
な
じ
よ
う
に
、
経
営
者
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
こ
の

点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
の
べ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
織
物
業
史
の
研
究
の
多
く
は
、
農

村
織
物
業
を
対
象
と
し
て
お
り
、
織
物
女
工
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
神
立
春
樹

氏
の
研
究（
14
）は
、
福
井
機
業
発
展
の
典
型
地
で
あ
る
坂
井
郡
春
江
村
の
「
機
業
労
働
者
」
を
分
析
し
た
箇
所
で
、
明
治
三
〇
年
代
の
手

工
業
生
産
か
ら
大
正
期
の
本
格
的
な
機
械
制
生
産
へ
と
転
換
す
る
過
程
に
お
け
る
労
働
力
構
成
の
変
化
と
、「
周
辺
農
村
か
ら
の
移
住

者
」（
15
）に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

ま
た
谷
本
雅
之
氏
の
研
究（
16
）も
、
明
治
中
期
の
「
家
内
工
業
」
と
し
て
一
つ
の
「
家
」
の
織
物
生
産
者
を
と
り
あ
げ
た
箇
所
で
、「
雇

用
労
働
力
」
は
「
織
物
業
が
集
中
す
る
自
村
や
近
隣
農
村
か
ら
は
縁
故
関
係
」（
17
）で
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
産
地
織
物
業
を
対
象
に
し
た
阿
部
武
司
氏
の
研
究（
18
）は
、
大
量
の
力
織
機
を
も
ち
経
営
規
模
を
急
激
に
拡
大
し
た

「
産
地
大
経
営
」
の
帯お

び

谷た
に

商
店
（
泉
南
に
位
置
す
る
）
を
分
析
し
て
い
る
点
で
上
記
二
者
の
研
究
と
は
異
な
る
。
た
だ
女
工
の
募
集
に
つ
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い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
帯
谷
は
す
で
に
大
正
期
に
寄
宿
舎
を
作
り
、
募
集
人
を
介
し
て
和

歌
山
県
箕み

の

島し
ま

な
ど
の
女
工
を
多
数
雇
用
し
て
い
た
が
、
一
九
三
二
年
頃
か
ら
遠
隔
地
募
集
を
大
々
的
に
行
う
よ
う
に
な
り
、
徳
島
、
愛
媛
、

三
重
、
や
や
遅
れ
て
高
知
な
ど
の
諸
県
か
ら
多
数
の
女
工
を
採
用
し
た
」（
19
）。
こ
こ
で
は
、「
募
集
人
を
介
し
て
」
と
重
要
な
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

注（
1
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
織
物
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、
二
四
四
頁
。

（
2
）
同
上
書
、
二
四
五
頁
。

（
3
）
同
上
書
、
二
四
八
―
二
四
九
頁
。

（
4
）
農
商
務
省
商
工
局
工
務
課
『
職
工
事
情
』
一
九
〇
三
年
、「
附
録
二
」
三
一
五
―
三
一
六
頁
。

（
5
）
前
掲
『
織
物
職
工
事
情
』
二
四
六
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
二
四
五
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
二
四
八
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
二
四
八
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
二
四
八
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
二
六
五
―
二
六
六
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
二
六
六
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
二
六
七
頁
よ
り
算
出
。
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（
13
）
同
上
書
、
二
六
六
頁
。

（
14
）
神
立
春
樹
『
明
治
期
農
村
織
物
業
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
。

（
15
）
同
上
書
、
二
六
五
頁
。

（
16
）
谷
本
雅
之
『
日
本
に
お
け
る
在
来
的
経
済
発
展
と
織
物
業
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

（
17
）
同
上
書
、
四
四
一
頁
。

（
18
）
阿
部
武
司
『
日
本
に
お
け
る
産
地
綿
織
物
業
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
。

（
19
）
同
上
書
、
一
七
二
―
一
七
三
頁
。

四　

道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
の
制
定

　

こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
繊
維
工
業
（
製
糸
業
、
紡
績
業
、

織
物
業
）
の
女
性
労
働
者
（
女
工
）
の
募
集
の
多
く
は
、
工
場
主
（
雇
主
）
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
つ
よ
く
依
存
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
女
工
の
募
集
は
、
既
述
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
弊
害
を
取
り
除
く
た

め
に
、
各
道
府
県
は
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
〇
年
代
半
ば
こ
ろ
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
を
道
府
県
令
と
し

て
制
定
し
た
。
そ
れ
を
示
し
た
も
の
が
表
10
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
諸
規
則
を
分
析
し
考
察
す
る
が
、
結
論
の
一
つ
を
先
ど
り
す
る
か

た
ち
で
あ
ら
か
じ
め
の
べ
て
お
け
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
規
則
そ
れ
自
体
が
、
雇
主
側
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
の
全
国
規
模
で
の
広

範
な
存
在
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、
女
工
を
は
じ
め
と
す
る
職
工
や
労
働
者
を
募
集
す
る
雇
主
側
か
ら
独
立
し
た
紹
介
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人
・
募
集
人
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
名
称
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
文
字
ど
お
り
「
紹
介
人
」
で
あ
る
。「
各
種
製
造
場
ノ

職
工
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
口く

ち

入い
れ

周
旋
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ヲ
紹
介
人
ト
ス
」（
1
）（
①
兵
庫
、
一
八
九
六
年
、
第
一
〇
条

―
表
10
の
番
号
、
制

定
道
府
県
、
制
定
年
、
規
則
の
箇
条
、
以
下
同
じ
）。「
本
則
ハ
紡
績
、
製
糸
、
燐マ

ツ
チ寸

、
織
布
ノ
工
場
主
及
職
工
並な

ら
び

ニ
紹
介
人
ニ
適
用

ス
」（
2
）（
⑨
奈
良
、
九
九
年
、
第
一
条
）。「
紹
介
人
」
と
並
ん
で
「
紹
介
営
業
」
と
い
う
名
称
も
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
職

工
又
ハ
労
働
者
ノ
募
集
ハ
社
員
、
所
員
若
ク
ハ
職
工
又
ハ
労
働
者
紹
介
営
業
者
ノ
外ほ

か

、
之
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
3
）（
⑧
大
阪
、

九
九
年
、
第
二
条
ノ
一
、
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
は
「
職
工
周
旋
業
」
で
あ
る
。「
本
則
ニ
於
テ
職
工
周
旋
業
ト
称
ス
ル
ハ
、
手
数
料
ヲ
受
ケ
テ
工
場
其
他
工
業
主
ニ
於
テ
傭よ

う

使し

ス

ル
職
工
又
ハ
徒
弟
ノ
周
旋
ヲ
為
ス
者
ヲ
謂い

フ
／
職
工
周
旋
業
ハ
雇
傭
口
入
業
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

ス
」（
4
）（
⑲
埼
玉
、
一
九
〇
一
年
、
第
一
条
）。
こ
の
条
文
で
は
、「
職
工
周
旋
業
」
と
は
何
か
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、「
雇
傭
口
入
業
」

の
認
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
「
職
工
周
旋
業
」
を
い
と
な
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
お
な
じ
よ
う
な
条
件
を
付
し
た
規
則

は
、
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
。「（
労
務
者
―
引
用
者
）
募
集
ニ
関
シ
周
旋
人
ヲ
使
用
ス
ル
ト
キ
ハ
、
雇
人
口
入
業
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ

限
ル
ヘ
シ
」（
5
）（
⑰
香
川
、
一
九
〇
〇
年
、
第
四
条
）。
以
上
に
記
さ
れ
て
い
る
「
雇
傭
口
入
業
」、「
雇
人
口
入
業
」
と
は
、
後
述
す
る
芸

娼
妓
や
酌
婦
な
ど
を
紹
介
・
斡
旋
す
る
職
業
で
あ
る
。
そ
う
し
た
職
業
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
者
の
み
が
「
職
工
周
旋
業
」

を
い
と
な
む
こ
と
が
で
き
る
と
、
上
記
の
条
文
は
の
べ
て
い
る
。

　

女
工
を
は
じ
め
と
す
る
職
工
や
労
働
者
を
募
集
す
る
雇
主
側
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人
は
ま
た
、「
労
役
者
取
扱
人
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。「
本
則
ハ
他
府
県
ニ
於
テ
使
役
ス
ル
職
工
其
他
ノ
労
役
者
ヲ
本
県
内
ニ
於
テ
募
集
ス
ル
モ
ノ
ニ
適
用
ス
／
本
則
ニ
於
テ
労

役
者
取
扱
人
ト
称
ス
ル
ハ
、
傭
主
ト
応
募
者
ト
ノ
問
ニ
介
立
シ
、
募
集
ノ
周
旋
ヲ
ナ
ス
者
ヲ
謂
フ
」（
6
）（
⑭
石
川
、
一
九
〇
〇
年
、
第
一

条
）。
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最
後
に
、
紹
介
人
・
募
集
人
は
「
募
集
従
事
人
」、「
募
集
従
事
者
」
と
も
命
名
さ
れ
て
い
る
。「
募
集
従
事
人
ヲ
雇
入
レ
又
ハ
募
集
ヲ

委
託
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
事
務
所
（
募
集
地
ノ
募
集
事
務
所
―
引
用
者
注
）
ヲ
管
轄
ス
ル
警
察
官
署
ヲ
経
由
シ
知
事
ニ
届
出
認
可
ヲ
受

ク
ヘ
シ
」（
7
）（
40
宮
城
、
〇
七
年
、
第
四
条
）、「
募
集
従
事
者
ヲ
解
雇
シ
、
又
ハ
募
集
ヲ
中
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
五
日
以
内
ニ
知
事
ニ
届

と
ど
け

出い
ず

ヘ
シ
」（
8
）（
38
新
潟
、
〇
七
年
、
第
三
条
）、「
工
女
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
事
項
（
略
―
引
用
者
注
）
ヲ
具
シ
、
知
事
ノ
許
可

ヲ
受
ク
ヘ
シ
／
前
項
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
募
集
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
簇
籍
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
略
歴
ヲ
具
シ
…
…
工
女
募
集

証
ノ
交
付
ヲ
受
ク
ヘ
シ
、
工
女
募
集
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
自
ラ
従
事
ス
ル
ト
キ
亦ま

た

同
シ
」（
9
）（
39
長
野
、
〇
七
年
、
第
一
条
）。
こ
こ
で

は
「
募
集
従
事
者
」
と
工
場
主
が
み
ず
か
ら
募
集
す
る
ば
あ
い
と
が
区
別
（
手
続
は
お
な
じ
だ
が
）
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
が
主
た
る
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。

　

表
10
か
ら
指
摘
し
た
い
第
二
の
点
は
、
一
部
上
述
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
雇
主
側
か
ら
独
立
し
た
紹
介
人
・
募
集
人

の
な
か
に
は
、
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
の
募
集
・
斡
旋
の
仕
事
の
一
環
と
し
て
職
工
・
労
働
者
の
紹
介
・
斡
旋
を
お
こ
な
う
者
が
多
数
存
在

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
者
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
付
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
は
、
前
出
と
お
な
じ
「
紹
介
営
業
」
で
あ
る
。「
本
則
ハ
芸
娼
妓
、
仲
居
酌
人
、
僕
婢
、
其
他
ノ
雇
人
又
ハ
職
工
、
労
働
者
ヲ
募

集
シ
若も

し
くハ

紹
介
ス
ル
ヲ
以
テ
営
業
ト
為
ス
モ
ノ
ニ
適
用
ス
」（
10
）（
⑦
大
阪
、
一
八
九
九
年
、
第
一
条
）、「
本
則
ニ
於
テ
紹
介
営
業
者
ト
称

ス
ル
ハ
、
手
数
料
ヲ
受
ケ
芸
妓
、
娼
妓
、
酌
婦
又
ハ
職
工
、
僕
婢
其
ノ
他
ノ
雇
人
ヲ
紹
介
ス
ル
ヲ
以
テ
営
業
ト
為
ス
モ
ノ
ヲ
謂い

フ
」（
11
）

（
㉛
和
歌
山
、
一
九
〇
六
年
、
第
一
条
）。「
本
則
ニ
於
テ
紹
介
営
業
者
ト
称
ス
ル
ハ
、
名
義
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
手
数
料
ヲ
受
ケ
、
芸
娼
妓
、

酌
婦
、
僕
婢
、
其
ノ
他
ノ
雇
人
又
ハ
職
工
労
働
者
ヲ
募
集
若
ク
ハ
口く

ち

入い
れ

ス
ル
ヲ
以
テ
営
業
ト
為
ス
者
ヲ
云
フ
」（
12
）（
⑳
茨
城
、
〇
一
年
、

第
一
条
）。「
本
則
ニ
於
テ
紹
介
営
業
ト
称
ス
ル
ハ
、
営
利
ノ
目
的
ヲ
以
テ
芸
妓
・
娼
妓
、
雇
人
（
仲
居
、
酌
婦
、
僕
婢
、
乳う

母ば

、
職
工
、

徒
弟
ノ
類
）
若
ハ
養
育
児
ノ
紹
介
ヲ
為
ス
業
ヲ
謂
フ
」（
13
）（
52
福
井
、
一
三
年
、
第
一
条
）。
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番号 道府県 公布年月 規　　　則　　　名

32 三　重 　 06. 11 職工募集取締規則
33 神奈川 　07. 1 人事周旋営業取締規則
34 山　形 　07. 2 労役者募集取締令
35 秋　田 　07. 3 労役者募集取締規則
36 新　潟 　07. 6 周旋業取締規則
37 新　潟 　07. 6 周旋業取締規則施行手続
38 新　潟 　07. 7 工女募集取締規則
39 長　野 　07. 7 工女募集取締規則
40 宮　城 　07. 7 労務者募集取締規則
41 岡　山 　07. 8 職工募集取締規則
42 福　島 　08. 4 人事周旋営業取締規則
43 宮　崎 　09. 6 職工其他労働者募集取締規則
44 滋　賀 　09. 7 紹介営業取締規則
45 大　分 　 09. 10 職工其他労働者募集取締規則
46 徳　島 　 09. 12 職工募集取締規則
47 島　根 1910. 4 職工労務者募集取締規則
48 鹿児島 　 10. 11 労働者募集取締規則
49 長　崎 　11. 3 口入営業取締規則
50 山　梨 　 12. 10 工女募集取締規則
51 鳥　取 　 12. 12 紹介営業取締規則
52 福　井 　13. 3 紹介営業取締規則
53 高　知 　 13. 10 労働者募集取締規則
54 北海道 　14. 4 労役者募集紹介雇傭取締規則
55 茨　城 　14. 5 労役者募集取締規則
56 群　馬 　 14. 12 工場就業者募集取締規則
57 熊　本 　16. 2 周旋業取締規則

資料：農商務省工務局『工場及職工ニ関スル庁府県令』1910 年 11 月，農商務省商工局
『工場及職工ニ関スル庁府県令（原動機，職工）募集周旋』1917 年 4 月より作成．
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① 兵　庫 1896 年 12 月 職工営業主及紹介人取締規則
② 鹿児島 　97. 1 他府県ニテ職工募集ニ関スル心得
③ 鳥　取 　97. 7 職工募集取締ノ件
④ 和歌山 　98. 1 職工募集ニ関スル件
⑤ 愛　媛 　98. 3 職工募集取締規則
⑥ 香　川 　98. 7 雇人口入業取締規則
⑦ 大　阪 　99. 4 紹介営業取締規則
⑧ 大　阪 　99. 8 職工及労働者募集取締規則
⑨ 奈　良 　 99. 10 工場及紹介人取締規則
⑩ 広　島 　 99. 11 職工募集取締規則
⑪ 福　井 　 99. 12 労役者募集取締ノ件
⑫ 滋　賀 1900. 3 職工募集取締規則
⑬ 京　都 　00. 5 職工募集取締規則
⑭ 石　川 　00. 6 労役者募集取締規則
⑮ 愛　知 　 00. 10 職工募集取締規則
⑯ 大　分 　 00. 11 紹介業取締規則
⑰ 香　川 　 00. 12 労務者募集取締規則
⑱ 愛　知 　01. 5 紹介営業取締規則
⑲ 埼　玉 　01. 5 職工周旋業取締規則
⑳ 茨　城 　01. 6 紹介営業取締規則
㉑ 北海道 　02. 5 雇人口入営業取締規則
㉒ 静　岡 　02. 8 職工募集取締規則
㉓ 東　京 　03. 7 雇人口入営業取締規則
㉔ 富　山 　03. 9 職工募集取締規則
㉕ 広　島 　04. 7 周旋業取締規則
㉖ 岐　阜 　05. 8 口入営業及職工募集規則
㉗ 栃　木 　06. 1 紹介営業取締規則
㉘ 岩　手 　06. 2 男女工募集及周旋ニ関スル件
㉙ 山　口 　06. 2 周旋営業竝職工労働者募集取締規則
㉚ 群　馬 　06. 3 雇用周旋業取締規則
㉛ 和歌山 　06. 5 紹介営業者取締規則

表 10　道府県別「労働者募集取締規則」の制定状況（公布年月順）

番号 道府県 公布年月 規　　　則　　　名
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つ
ぎ
は
、「
人
事
周
旋
営
業
」、「
周
旋
営
業
」、「
周
旋
業
」
で
あ
る
。「
本
則
ニ
於
テ
人
事
周
旋
営
業
ト
称
ス
ル
ハ
左
ノ
営
業
ヲ
為
ス
者

ヲ
謂
フ
／
一
、
芸
妓
又
ハ
娼
妓
稼
業
者
ノ
周
旋
／
二
、
雇
傭
者
又
ハ
其
他
ノ
労
務
者
及
里さ

と

子ご

ノ
周
旋
／
三
、
内
外
船
舶
乗
組
海
員
ノ
周
旋

／
四
、
商
工
業
上
ニ
使
用
ス
ル
多
数
労
働
者
（
紡
績
、
織
布
、
製
糸
に
か
か
わ
る
職
工
・
労
務
者
―
引
用
者
注
）
ノ
周
旋
」（
14
）（
33
神
奈

川
、
〇
七
年
、
第
一
条
、
引
用
者
注
は
第
三
十
六
条
）。「
本
則
ニ
於
テ
周
旋
営
業
ト
称
ス
ル
ハ
、
名
義
ノ
如
何
ニ
拘か

か

ハ
ラ
ス
手
数
料
ヲ
受

ケ
、
芸
妓
、
娼
妓
、
仲
居
、
酌
婦
及
僕
婢
ノ
雇
入
、
又
ハ
職
工
其
他
ノ
労
働
者
ヲ
周
旋
ス
ル
ヲ
業
ト
ナ
ス
モ
ノ
ヲ
云い

フ
」（
15
）（
㉙
山
口
、

〇
六
年
、
第
一
条
）。「
本
則
ニ
於
テ
周
旋
業
ト
称
ス
ル
ハ
、
手
数
料
ヲ
得
テ
職
工
、
工
女
、
徒
弟
、
其
他
労
務
ヲ
目
的
ト
ス
ル
被
雇
人

竝な
ら
びニ

芸
娼
妓
又
ハ
酌
婦
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
周
旋
ヲ
為
ス
モ
ノ
ヲ
云
フ
」（
16
）（
36
新
潟
、
〇
七
年
、
第
一
条
）。

　

最
後
に
、「
口
入
営
業
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。「
本
則
ニ
於
テ
口
入
営
業
ト
称
ス
ル
ハ
、
左
ノ
行
為
ノ
営
業
ヲ
為
ス
者
ヲ
云
フ
／
一
、

芸
妓
、
娼
妓
、
酌
婦
、
仲
居
ノ
紹
介
周
旋
／
二
、
婢
僕
、
乳
母
、
子こ

守も
り

其
他
ノ
雇
人
又
ハ
職
工
、
徒
弟
等
ノ
紹
介
周
旋
募
集
」（
17
）（
㉖
岐

阜
、
〇
五
年
、
第
一
条
）。「
口
入
営
業
ト
ハ
、
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
左
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ヲ
謂
フ
／
一
、
芸
妓
、
娼
妓
、
酌
婦

及
仲
居
ノ
紹
介
周
旋
／
二
、
職
工
、
徒
弟
、
海
員
、
僕
婢
、
其
ノ
他
労
務
ニ
服
ス
ル
者
…
…
ノ
雇
傭
ニ
関
ス
ル
紹
介
、
周
旋
、
募
集
」（
18
）

（
49
長
崎
、
一
一
年
、
第
一
条
）。

　

表
10
か
ら
第
三
に
指
摘
し
た
い
点
は
、
女
工
を
は
じ
め
と
す
る
職
工
や
労
働
者
の
み
を
募
集
、
斡
旋
す
る
紹
介
人
・
募
集
人
に
対
す
る

規
則
（
以
下
、
規
則
Ａ
と
記
す
）
と
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
を
募
集
・
斡
旋
す
る
一
環
と
し
て
そ
れ
を
お
こ
な
う
者
に
対
す
る
規
則
（
以
下
、

規
則
Ｂ
と
記
す
）
の
二
つ
が
、
一
緒
に
し
か
し
別
々
に
制
定
さ
れ
て
い
る
府
県
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
そ
の
府
県
を
示
せ

ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
阪
府

―
規
則
Ｂ
（
⑦
一
八
九
九
年
四
月
）、
規
則
Ａ
（
⑧
一
八
九
九
年
八
月
）、
愛
知
県

―
規
則
Ａ
（
⑮
一
九
〇
〇
年
）、
規
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則
Ｂ
（
⑱
〇
一
年
）、
滋
賀
県
―
規
則
Ａ
（
⑫
一
九
〇
〇
年
）、
規
則
Ｂ
（
44
〇
九
年
）、
福
井
県
―
規
則
Ａ
（
⑪
一
八
九
九
年
）、

規
則
Ｂ
（
52
一
九
一
三
年
）、
鳥
取
県

―
規
則
Ａ
（
③
一
八
九
七
年
）、
規
則
Ｂ
（
51
一
九
一
二
年
）、
和
歌
山
県

―
規
則
Ａ

（
④
一
八
九
八
年
）、
規
則
Ｂ
（
㉛
一
九
〇
六
年
）、
香
川
県

―
規
則
Ｂ
（
⑥
一
八
九
八
年
）、
規
則
Ａ
（
⑰
一
九
〇
〇
年
）、
大
分

県

―
規
則
Ｂ
（
⑯
一
九
〇
〇
年
）、
規
則
Ａ
（
45
〇
九
年
）、
新
潟
県

―
規
則
Ｂ
（
36
37
〇
七
年
六
月
）、
規
則
Ａ
（
38
〇
七
年

七
月
）、
群
馬
県

―
規
則
Ｂ
（
㉚
〇
六
年
）、
規
則
Ａ
（
56
一
四
年
）、
山
梨
県

―
規
則
人
（
50
一
二
年
）、
規
則
Ｂ
（「
雇
人
口

入
営
業
取
締
規
則
」、
制
定
年
月
不
詳
）、
広
島
県
―
規
則
Ａ
（
⑩
一
八
九
九
年
）、
規
則
Ｂ
（
㉕
一
九
〇
四
年
）、
茨
城
県
―
規

則
Ｂ
（
⑳
〇
一
年
）、
規
則
Ａ
（
55
一
四
年
）。

　

以
上
の
よ
う
な
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
規
則
が
一
緒
に
し
か
し
別
々
に
な
ぜ
制
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
直
接
の
理
由
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、

規
則
Ｂ
が
そ
の
条
文
上
の
規
定
と
は
異
な
り
、
多
く
の
ば
あ
い
実
質
的
に
は
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
の
紹
介
・
斡
旋
の
業
務
を
取
締
る
た
め

だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
規
則
Ａ
と
Ｂ
の
制
定
さ
れ
た
年
の
順
序
を
考
察
す
る
と
、
規
則
Ａ
が
制
定
さ
れ
た
後
に

規
則
Ｂ
が
制
定
さ
れ
た
県
は
、
愛
知
、
滋
賀
、
福
井
、
鳥
取
、
和
歌
山
、
広
島
の
六
県
、
規
則
Ｂ
が
制
定
さ
れ
た
後
に
規
則
Ａ
が
制
定
さ

れ
た
県
は
、
香
川
、
大
分
、
群
馬
、
茨
城
の
四
県
、
Ａ
、
Ｂ
両
規
則
が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
制
定
さ
れ
た
の
は
、
大
阪
、
新
潟
の
二
府
県
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
結
論
め
い
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
表
10
を
総
合
的
に
み
る
と
、
規
則
Ａ
の
多
く
は
日
露
戦
争
前
に
制
定

さ
れ
、
規
則
Ｂ
の
相
対
的
多
数
は
日
露
戦
争
後
に
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
事
実
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
各
道
府
県
の

「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
は
、
女
工
を
ふ
く
む
職
工
、
労
働
者
の
募
集
取
締
り
か
ら
、
そ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
の

募
集
取
締
り
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
の
取
締
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
取
締
り
内
容
の
第
一
は
、
募
集
に
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従
事
す
る
さ
い
募
集
地
の
所
轄
警
察
署
な
い
し
募
集
地
の
県
知
事
・
県
当
局
（
多
く
は
所
轄
警
察
署
）
に
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
所
轄
警
察
署
の
事
例
。「
工
女
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
本
県
内
ニ
募
集
事
務
所
ヲ
定
メ
、
左
ノ
事
項

（
略
、
こ
の
点
後
述
―
引
用
者
注
）
ヲ
具
シ
、
予

あ
ら
か
じメ

所
轄
警
察
官
署
ニ
届と

ど
け
い
ず出

ヘ
シ
」（
19
）（
50
山
梨
、
一
九
一
二
年
、
第
一
条
）。「
職
工
周
旋

業
者
職
工
又
ハ
徒
弟
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
左
ノ
事
項
（
略
、
こ
の
点
後
述
―
引
用
者
注
）
ヲ
具
シ
、
主
タ
ル
募
集
地
ノ
所
轄
警

察
官
署
ニ
届
出
ヘ
シ
」（
20
）（
⑲
埼
玉
、
〇
一
年
、
第
五
条
）。「
職
工
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
予
メ
左
ノ
事
項
（
略
―
引
用
者
注
）

ヲ
書
面
ニ
記
載
シ
、
募
集
地
ノ
所
轄
警
察
官
署
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ
」（
21
）（
⑫
滋
賀
、
一
九
〇
〇
年
、
第
二
条
）。「
婦
女
又
ハ
未
成
年
者
ノ
職

工
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
自
己
及
紹
介
人
ノ
住
所
、
氏
名
、
募
集
ノ
期
限
、
人
員
、
男
女
別
ノ
区
別
、
年
齢
、
紹
介
人
ノ
手
数
料

竝な
ら
びニ

雇
人
ノ
契
約
事
項
ヲ
記
シ
、
予
メ
募
集
地
警
察
官
署
ニ
届
出
…
…
ヘ
シ
」（
22
）（
③
鳥
取
、
一
八
九
七
年
、
箇
条
な
し
）。

　

数
は
少
な
い
が
、
県
知
事
・
県
当
局
へ
の
届
出
を
義
務
づ
け
た
も
の
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
県
外
ニ
於
テ
使
役
ス
ル
職
工
、

徒
弟
、
工
夫
、
工
女
、
脳
丁
、
其
他
労
働
者
ヲ
…
…
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
左
ノ
各
号
（
略
―
引
用
者
注
）
ヲ
具
シ
、
契
約
書
案
ヲ
添

ヘ
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
23
）（
48
鹿
児
島
、
一
九
一
〇
年
、
第
一
条
）。「
使
役
ス
ル
職
工
及
労
働
者
ヲ
県
内
ニ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
者

ハ
、
左
ニ
記
載
ス
ル
事
項
（
略
、
こ
の
点
後
述
―
引
用
者
注
）
ヲ
具
シ
、
当
庁
ヘ
届
出
ヘ
シ
」（
24
）（
㉔
富
山
、
〇
三
年
、
第
一
条
）。「
他

管
下
ニ
於
テ
使
役
ス
ル
職
工
其
他
ノ
労
役
者
ヲ
本
県
下
ニ
於
テ
募
集
シ
、
若
ハ
他
ノ
依
託
ヲ
受
ケ
募
集
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
左

ノ
各
号
（
略
―
引
用
者
）
ヲ
具
シ
、
当
庁
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
25
）（
⑪
福
井
、
一
八
九
九
年
、
箇
条
な
し
）。

　

募
集
に
従
事
す
る
さ
い
の
届
出
義
務
に
つ
い
て
い
ま
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
上
述
し
た
一
部
の
条
文
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

諸
規
則
の
一
部
は
、
他
府
県
で
使
役
す
る
職
工
・
労
働
者
を
当
該
県
で
募
集
す
る
ば
あ
い
に
限
定
し
て
、
届
出
を
義
務
づ
け
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
諸
工
場
ニ
使
役
ス
ル
職
工
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
工
場
管
理
者
ヨ
リ
予
メ

左
ノ
事
項
（
略
―
引
用
者
）
ヲ
具
シ
、
募
集
地
管
轄
警
察
官
署
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
…
…
但た

だ
し

府
下
ノ
工
場
ニ
シ
テ
其
所
在
市
郡
内
ニ
於
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テ
募
集
ス
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」（
26
）（
⑬
京
都
、
一
九
〇
〇
年
、
第
一
条
）。「
職
工
ノ
募
集
紹
介
ニ
関
ス
ル
取
締
規
程
ヲ
左
ノ
通
相あ

い

相
定
ム
／
他
府
県
ニ
於
テ
使
用
ス
ヘ
キ
職
工
ヲ
本
県
内
ニ
於
テ
募
集
（
紹
介
ヲ
包
含
ス
、
以
下
同
シ
）
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
左
ノ
事
項

（
略
―
引
用
者
）
ヲ
具
シ
、
募
集
所
轄
警
察
官
署
ニ
届
出
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
27
）（
⑩
広
島
、
一
八
九
九
年
、
第
一
項
）。「
本
県
管
内
ニ
於

テ
他
府
県
ニ
テ
使
用
ス
ヘ
キ
職
工
ヲ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
左
ノ
事
項
（
略
―
引
用
者
）
ヲ
着
手
ス
ヘ
キ
地
ノ
所
轄
警
察
官
ニ
届
出
テ

認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
28
）（
②
鹿
児
島
、
九
七
年
、
箇
条
な
し
）。

　

以
上
は
、
女
工
を
ふ
く
め
た
職
工
、
労
働
者
を
募
集
す
る
さ
い
の
届
出
義
務
に
関
す
る
規
則
Ａ
で
あ
る
が
、
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
を
中

心
に
広
く
「
労
働
者
」
を
募
集
す
る
ば
あ
い
は
（
規
則
Ｂ
）
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
紹
介
営
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
左

ノ
事
項
（
略
―
引
用
者
）
ヲ
具
シ
、
所
轄
警
察
官
署
ニ
届
出
免
許
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
29
）（
⑦
大
阪
、
一
八
九
九
年
、
第
二
条
）。「
紹
介
営
業

ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
族
籍
、
氏
名
、
年
齢
、
営
業
ノ
種
別
、
営
業
所
ヲ
記
シ
、
所
轄
警
察
官
署
ニ
出
願
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
30
）（
⑳

茨
城
、
一
九
〇
一
年
、
第
二
条
）。「
人
事
周
旋
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
本
則
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
所
轄
警
察
官
署
ニ
願
出
許
可
ヲ
受
ク
ヘ

シ
」（
31
）（
33
神
奈
川
、
〇
七
年
、
第
二
条
）。「
人
事
周
旋
営
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
本
則
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
、
所
轄
警
察
官
署
ニ
願
出

許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
32
）（
42
福
島
、
〇
八
年
、
第
二
条
）。
以
上
の
よ
う
に
、
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
を
中
心
に
広
く
「
労
働
者
」
を
募
集
す

る
ば
あ
い
は
、
そ
の
営
業
主
が
営
業
所
所
在
地
の
警
察
署
に
願
い
出
て
そ
の
許
可
（
認
可
）
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
は
、
女
工
を
ふ
く
め
た
職
工
、
労
働
者
の
み
を
扱
う
紹
介
人
・
募
集
人
が
、
募
集
地
の
警
察
署
（
一
部
は
県
知
事
・
当
局
）
へ
の
届

出
制
で
す
ん
で
い
る
こ
と
と
、
お
お
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
広
く
紹
介
人
・
募
集
人
と
称
さ
れ
る
人
び
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
も
ち
つ
つ
も
、
主
と
し
て
募
集
地
以
外
に
存

在
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
ヲ
取
締
内
容
の
第
二
は
、
女
工
を
ふ
く
む
職
工
、
労
働
者
の
募
集
を
対
象
と
し
た
規
則
Ａ
に
つ
い
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て
み
る
と
、
多
く
の
ば
あ
い
、
雇
主
側
か
ら
依
頼
さ
れ
た
紹
介
人
・
募
集
人
以
外
の
者
に
よ
る
募
集
や
、
雇
主
側
か
ら
の
依
頼
の
な
い
募

集
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
工
場
主
ハ
工
場
員
又
ハ
紹
介
人
ヲ
除
ク
ノ
外
、
職
工
募
集
ニ
関
シ
他
人
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」（
33
）（
⑨
奈
良
、
一
八
九
九
年
、
第
七
条
）。「
周
旋
業
者
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
直
接
工
女
ノ
募
集
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
左
ノ
各
号

（
略
―
引
用
者
）
ヲ
具
シ
知
事
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
34
）（
38
新
潟
、
一
九
〇
七
年
、
第
一
条
）。「
本
則
ニ
於
テ
募
集
者
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
得

ヘ
キ
者
ハ
、
傭
主
及
其
ノ
家
族
、
使
用
人
竝

な
ら
び
に

傭
主
ノ
依
頼
ヲ
受
ケ
タ
ル
紹
介
人
営
業
者
ニ
限
ル
」（
35
）（
㉔
富
山
、
〇
三
年
、
第
一
条
）。

「
職
工
又
ハ
労
働
者
ノ
募
集
ハ
社
員
、
所
員
若
ク
ハ
職
工
又
ハ
労
働
者
紹
介
営
業
者
ノ
外
、
之
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
36
）（
⑧
大

阪
、
一
八
九
九
年
、
第
二
条
ノ
一
）。「
職
工
募
集
ハ
工
場
主
ノ
依
頼
ヲ
受
ク
ル
場
合
ノ
外
之
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
37
）（
⑨
奈
良
、

九
九
年
、
第
二
五
条
）。

　

取
締
内
容
の
第
三
は
、
こ
れ
も
規
則
Ａ
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
届
出
項
目
の
な
か
に
職
工
・
労
働
者
保
護
の
項
目
が
ふ
く
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
記
「
50
山
梨
、
一
九
一
二
年
、
第
一
条
」
の
ば
あ
い
、
届
出
項
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
一
募
集
事
務
所
ノ
位
置
／
二
就
業
工
場
ノ
種
類
、
名
称
及
其
所
在
地
／
三
募
集
従
事
者
ノ
原
籍
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
／
四
募
集

ノ
人
員
、
区
域
及
期
間
／
五
労
働
時
間
、
労
銀
、
其
ノ
他
契
約
事
項
／
六
賞
罰
及
救
護
ノ
方
法
」（
38
）

　

ま
た
、
／
前
記
「
⑲
埼
玉
、
〇
一
年
、
第
五
条
」
も
届
出
項
目
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
一
募
集
者
及
募
集
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
者
ノ
住
所
、
職
業
、
氏
名
、
年
齢
／
二
募
集
地
ノ
区
域
／
三
募
集
期
限
／
四
職
工
ノ
種
類
、

人
員
及
男
女
ノ
別
／
五
給
料
及
小
遣
銭
、
其
他
仕
着
セ
賞
与
ノ
方
法
／
六
労
働
時
間
及
休
業
日
数
／
七
雇
入
方
法
／
八
病
傷
者
扶
助
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ノ
方
法
」（
39
）

　

以
上
の
よ
う
な
職
工
・
労
働
者
保
護
の
項
目
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
応
募
者
と
の
雇
用
契
約
条
件
を
届
出
項
目
に
明
記
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。

前
記
「
㉔
富
山
、
〇
三
年
、
第
一
条
」
が
そ
れ
で
あ
る
。「
一
募
集
及
ヒ
之
カ
周
旋
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
住
所
、
氏
名
、
年
齢
／
二
募

集
ス
ヘ
キ
職
工
及
ヒ
労
役
者
ノ
人
員
、
及
ヒ
男
女
ノ
別
、
年
齢
／
三
職
役
ノ
種
類
／
四
募
集
ノ
区
域
及
期
限
／
五
募
集
者
ト
契
約
ス

ヘ
キ
条
件
」（
40
）。

　

取
締
り
内
容
の
第
三
は
（
規
則
Ａ
に
つ
い
て
）、
既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
募
集
・
引
き
抜
き
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
工

女
募
集
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
左
ノ
各
号
の
一ひ

と
つニ

該
当
ス
ル
婦
女
ヲ
募
集
シ
又
ハ
募
集
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
／
一
他
人
ノ
雇
傭
期
限
内
ニ

シ
テ
雇
主
ノ
承
諾
ナ
キ
者
」（
41
）（
39
長
野
、
一
九
〇
七
年
、
第
四
条
）。「
現
ニ
他
ニ
雇
ハ
レ
居
ル
工
女
又
ハ
未
成
年
工
男
ニ
対
シ
テ
ハ
、

募
集
ノ
勧
誘
ヲ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」（
42
）（
32
三
重
、
〇
六
年
、
第
三
条
）。「
職
工
周
旋
業
者
ハ
契
約
期
限
内
ノ
職
工
又
ハ
徒
弟
ヲ
雇
主
ノ
意

思
ニ
反
シ
テ
、
他
ノ
職
工
徒
弟
其
他
雇
入
ニ
周
旋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
43
）（
⑲
埼
玉
、
〇
一
年
、
第
三
条
）。「
他
ニ
雇
ハ
レ
中
ノ
者
ニ
対

シ
テ
ハ
、
募
集
又
ハ
勧
誘
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」（
44
）（
⑧
大
阪
、
一
八
九
九
年
、
第
三
条
）。
こ
う
し
た
取
締
り
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と

自
体
、
就
業
中
の
職
工
（
女
工
）
に
対
す
る
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
引
き
抜
き
、
他
の
工
場
へ
の
紹
介
・
斡
旋
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
四
は
（
規
則
Ａ
に
つ
い
て
）、
募
集
の
さ
い
虚
偽
の
言
行
な
ど
不
正
な
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
営
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業
主
雇
人
又
ハ
紹
介
人
ハ
職
工
ノ
募
集
ニ
関
シ
、
騙へ

ん

詐さ

虚き
ょ

偽ぎ

ノ
言
行
ア
ル
可べ

か

ラ
ス
」（
45
）（
①
兵
庫
、
一
八
九
六
年
、
第
七
条
）。「
当
業
者

又
ハ
募
集
取
扱
人
ハ
、
募
集
ニ
関
シ
詐
欺
ノ
言
行
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」（
46
）（
⑧
大
阪
、
九
九
年
、
第
五
条
）。「
工
場
主
及
其
代
理
者
竝
ニ
紹

介
人
ハ
、
職
工
募
集
雇や

と
い

入い
れ

又
ハ
紹
介
ニ
関
シ
、
騙
詐
虚
偽
ノ
言
行
ア
ル
可
ラ
ス
」（
47
）（
⑨
奈
良
、
九
九
年
、
第
三
条
）。「
工
女
募
集
ニ
従

事
ス
ル
者
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ
／
一
（
略
）
／
二
不
正
ノ
手
段
ニ
依
リ
応
募
者
ヲ
誘
引
セ
サ
ル
コ
ト
／
三
不
正
ノ
手
段
ニ
依
リ
又

ハ
応
募
者
ノ
意
志
ニ
反
シ
タ
ル
契
約
ヲ
為
サ
ヽ
ル
コ
ト
」（
48
）（
39
長
野
、
一
九
〇
七
年
、
第
五
条
）。
こ
れ
も
、
こ
う
し
た
規
定
を
設
け
ら

れ
た
こ
と
自
体
、
紹
介
人
・
募
集
人
に
よ
る
募
集
が
、
虚
偽
の
情
報
提
示
・
宣
伝
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
行
為
を
用
い
て
相
当
活
発
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
五
は
、
規
則
Ａ
に
か
ぎ
ら
ず
規
則
Ｂ
も
ふ
く
め
て
取
締
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「（
第
一
条
〜
第
五
条
に
―
引
用
者
注
）
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
十
日
以
下
ノ
拘
留
又
ハ
一
円
九
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
ニ
処
ス
」（
49
）（
⑬
京
都
、

一
九
〇
五
年
、
第
七
条
）。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
表
10
の
す
べ
て
の
規
則
が
罰
則
を
設
け
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
な
か
に
一

様
に
一
定
期
間
の
「
拘
留
」
を
ふ
く
め
て
い
る
。
罰
則
と
し
て
は
重
い
規
定
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
表
10
に
も
と
づ
き
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
の
内
容
を
分
析
し
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
諸
規
則
は
規
則
Ａ
と
規
則
Ｂ
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
工
場
主
・
雇
主
か
ら
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
職
業
と
し
て
の
紹
介
業
（
紹

介
人
）・
募
集
業
（
募
集
人
）
を
前
提
と
し
（
事
実
上
の
公
認
）、
そ
れ
ら
の
者
が
職
工
や
労
働
者
を
募
集
す
る
さ
い
の
弊
害
を
取
り
除
く

た
め
の
取
締
規
則
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
取
締
規
則
が
ど
れ
ほ
ど
効
力
を
発
揮
し
た

か
を
確
か
め
る
術
は
な
い
。

　

た
だ
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
雇
主
か
ら
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
職
業
と
し
て
の
紹
介
業
（
紹
介
人
）・
募
集
業
（
募
集
人
）

が
事
実
上
公
認
さ
れ
て
い
た
意
義
は
、
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
点
は
「
工
場
法
」（
一
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九
一
一
年
三
月
、
法
律
第
四
六
号
）、「
工
場
法
施
行
令
」（
一
六
年
八
月
、
勅
令
一
九
三
号
）
の
条
文
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、「
工
場
法
」
は
そ
の
第
一
七
条
で
「
職
工
ノ
雇
入
、
解
雇
、
周
旋
ノ
取
締
及
徒
弟
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定

ム
」（
50
）と
規
定
し
、
勅
令
の
「
工
場
法
施
行
令
」
は
そ
の
第
三
四
条
で
「
職
工
ノ
周
旋
ニ
付
詐
術
ヲ
用
ヰ
タ
ル
者
ハ
二
百
円
以
下
ノ
罰
金

ニ
処
ス
」（
51
）と
、
罰
則
規
定
を
設
け
て
い
る
。「
詐
術
」
を
用
い
た
職
工
の
周
旋
は
処
罰
さ
れ
る
が
、
職
工
（
そ
の
多
く
は
女
工
）
に
対

す
る
周
旋
業
は
事
実
上
公
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
工
場
法
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
（
私
の
研
究（
52
）を
ふ
く
め
て
）
は
、
上

記
の
点
を
完
全
に
無
視
し
て
お
り
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
工
場
法
の
研
究
に
お
い
て
上
記
の
点
は
と
く
に
重
視
す
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
製
糸
・
紡
績
・
織

物
業
に
か
ん
す
る
上
述
し
た
諸
研
究
で
こ
の
規
則
を
検
討
し
た
も
の
は
、
唯
一
石
井
寛
治
氏
の
研
究
の
み
で
あ
る（
53
）。
石
井
氏
の
研
究

の
視
野
の
広
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
そ
れ
で
は
氏
は
こ
の
規
則
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は

製
糸
業
に
対
す
る
労
働
政
策
と
し
て
、「
一
八
八
〇
年
制
定
の
刑
法
（
と
く
に
第
二
七
〇
条
）
か
ら
一
九
〇
〇
年
制
定
の
治
安
警
察
法
に

連
な
る
法
体
系
」
に
よ
る
労
働
運
動
へ
の
弾
圧
政
策
と
、「
製
糸
労
働
者
に
対
す
る
保
護
立
法
」
の
二
つ
を
あ
げ
、
後
者
に
つ
い
て
「
府

県
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
職
工
募
集
取
締
規
則
の
制
定
と
、
中
央
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
工
場
法
の
制
定
」
を
指
摘
し
て
い
る（
54
）。

　

し
か
し
石
井
氏
は
、「
職
工
募
集
取
締
規
則
」
は
芸
娼
妓
な
ど
の
周
旋
業
に
対
す
る
取
締
規
則
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

し
だ
い
に
自
立
し
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
職
工
募
集
に

関
す
る
府
県
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
取
締
り
は
、
一
八
九
〇
年
代
前
半
ま
で
は
『
雇
人
受
宿
』
ま
た
は
『
雇
人
口
入
業
』
に
対
す
る
取
締
の
な
か

に
包
摂
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
大
阪
・
兵
庫
・
鹿
児
島
・
鳥
取
・
香
川
・
和
歌
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山
・
愛
媛
・
岡
山
・
奈
良
・
広
島
・
福
井
な
ど
関
西
方
面
を
先
頭
に
各
府
県
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
『
職
工
募
集
取
締
規
則
』
が
制
定
さ

れ
、
職
工
募
集
が
芸
妓
娼
妓
な
ど
の
周
旋
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
…
…
」（
55
）。
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
氏
が
言
う
「
職
工
」
募

集
の
取
締
規
則
は
規
則
Ａ
で
あ
り
、
芸
娼
妓
を
中
心
に
広
く
「
労
働
者
」
を
募
集
す
る
者
に
対
す
る
取
締
規
則
は
規
則
Ｂ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
規
則
Ａ
と
規
則
Ｂ
は
し
ば
し
ば
並
存
し
て
お
り
、
制
定
年
の
順
序
を
強
い
て
言
え
ば
、
規
則
Ａ
が
制
定
さ
れ
た
後
規
則
Ｂ
が
制
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
本
論
で
の
べ
た
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
芸
娼
妓
な
ど
の
募
集
取
締
規
則
の
な
か
か
ら
「
職
工
募
集
取
締
規
則
」

が
分
離
、
独
立
し
て
い
っ
た
と
す
る
氏
の
議
論
は
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

規
則
Ａ
と
規
則
Ｂ
を
区
別
し
な
い
た
め
石
井
氏
は
、
雇
主
の
委
託
を
受
け
た
紹
介
人
・
募
集
人
が
募
集
に
従
事
す
る
さ
い
の
申
請
が
、

許
可
制
か
ら
届
出
制
へ
と
変
化
（
規
制
の
緩
和
）
し
て
い
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
野
県
の
「
工
女
募
集
取
締
規
則
」

（
一
九
〇
七
年
、
表
10
の
39
）
を
分
析
し
た
氏
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
募
集
は
『
知
事
ノ
許
可
』
制
で
あ
り
、
募
集
結
果
は
警
察
へ
届
出

る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
許
可
』
は
、
申
請
事
項
が
形
式
的
に
整
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
内
容
の
い
か
ん
を
問

わ
ず
、
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。
一
九
〇
九
年
規
則
で
は
許
可
制
を
と
っ
て
い
た
山
梨
県
が
、
一
二
年
規
則

で
は
こ
れ
を
届
出
制
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
一
四
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
取
締
規
則
を
制
定
し
た
群
馬
県
が
初
め
か
ら
届
出

制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
点
を
裏
付
け
て
い
る
」（
56
）。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
山
梨
県
の
一
九
〇
九
年
規
則
（
制
定
年
度
不

詳
の
た
め
表
10
に
は
記
載
せ
ず
）
は
、「
手
数
料
ヲ
受
ケ
雇
人
ノ
周
旋
ヲ
為
ス
…
…
口
入
人
」（
57
）の
営
業
を
取
締
る
「
雇
人
口
入
営
業
取

締
規
則
」（
58
）（
規
則
Ｂ
）
で
あ
り
、
同
県
一
二
年
規
則
（
表
10
の
50
）
は
規
則
Ａ
で
あ
る
。
ま
た
、
群
馬
県
の
一
四
年
規
則
（
表
10
の
56
）

は
規
則
Ａ
で
あ
る
が
、
同
県
の
ば
あ
い
〇
六
年
に
「
雇
用
周
旋
業
取
締
規
則
」（
表
10
の
㉚
）
と
い
う
規
則
Ｂ
が
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い

る
。
既
述
の
よ
う
に
規
則
Ａ
は
届
出
制
を
、
規
則
Ｂ
は
許
可
制
を
と
っ
て
い
る
。
上
記
の
山
梨
県
規
則
Ａ
・
Ｂ
の
ば
あ
い
も
群
馬
県
規
則

Ａ
・
Ｂ
の
ば
あ
い
も
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
法
的
規
制
が
許
可
制
か
ら
届
出
制
へ
と
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
法
的
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現
象
で
あ
る
が
、
石
井
氏
は
そ
の
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
規
則
Ａ
と
Ｂ
を
峻
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
氏
の
議
論
は
正
鵠
を
得
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
だ
し
、
氏
が
分
析
し
た
長
野
県
の
規
則
は
規
則
Ａ
で
あ
り
な
が
ら
た
し
か
に
知
事
の
許
可
制
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
氏
が
記
し

た
新
潟
県
の
一
九
〇
七
年
規
則
（
表
10
の
38
）
も
、
知
事
の
許
可
制
を
採
用
し
て
い
る
。
女
工
を
多
数
輩
出
す
る
典
型
的
な
県
で
は
知
事

の
許
可
制
を
敷
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。

　

道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
に
か
ん
す
る
石
井
氏
の
考
察
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
さ
き
の
引
用
文（
59
）に
ひ
き
つ
づ
い
て
以
下

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
か
か
る
規
制
が
ま
ず
関
西
方
面
の
諸
府
県
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
方
面
に
急
激
に
勃

興
し
た
機
械
制
紡
績
業
が
九
〇
年
代
に
入
る
や
、
遠
隔
地
か
ら
の
女
工
募
集
を
活
発
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
と
照
応
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
東
山
地
帯
を
中
心
と
す
る
製
糸
業
地
に
お
い
て
は
、
遠
隔
地
募
集
そ
の
も
の
は
か
な
り
早
く
か
ら
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、『
職
工
募
集
取
締
規
則
』
が
制
定
さ
れ
る
の
は
意
外
と
遅
く
、
一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ

た
」（
60
）（
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）。
関
西
地
方
の
紡
績
業
女
工
の
募
集
取
締
規
則
か
ら
東
山
地
方
の
製
糸
業
女
工
の
募
集
取
締
規
則
へ
と
い

う
動
き
は
、
表
10
か
ら
確
か
に
読
み
と
れ
る
点
で
あ
り
、
氏
の
こ
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
規
則
Ａ
・
Ｂ
双
方
を
ふ
く
め
る

と
、
一
九
〇
〇
年
後
半
に
は
東
北
・
北
関
東
地
方
に
ま
で
募
集
取
締
規
則
の
制
定
が
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
点
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
お
も
わ
れ
る（
61
）。
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注（
1
）
農
商
務
省
工
務
局
『
工
場
及
職
工
ニ
関
ス
ル
庁
府
県
令
』
一
九
一
〇
年
一
一
月
（
以
下
、
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕
と
記
す
）
二
一
四

頁
。

（
2
）
同
上
書
、
二
三
〇
頁
。

（
3
）
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

（
4
）
同
上
書
、
二
一
七
頁
。

（
5
）
同
上
書
、
二
八
八
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
二
六
四
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
二
五
一
頁
。

（
8
）
農
商
務
省
商
工
局
『
工
場
及
職
工
ニ
関
ス
ル
庁
府
県
令
（
原
動
機
、
職
工
ノ
募
集
周
旋
）』
一
九
一
七
年
四
月
（
以
下
、
農
商
務
省
商
工
局
〔
一

九
一
七
年
〕
と
記
す
）
三
六
一
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
四
四
五
頁
。

（
10
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
一
九
〇
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
二
八
三
頁
。

（
12
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
三
八
九
―
三
九
〇
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
四
七
七
―
四
七
八
頁
。

（
14
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
一
九
九
、
二
〇
五
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
二
七
四
頁
。

（
16
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
三
六
二
頁
。

（
17
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
四
四
頁
。
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（
18
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
三
五
一
頁
。

（
19
）
同
上
書
、
四
二
一
頁
。

（
20
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
一
九
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
二
四
二
頁
。

（
22
）
同
上
書
、
二
六
八
頁
。

（
23
）
同
上
書
、
二
九
八
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
二
六
七
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
二
六
三
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
一
八
九
頁
。

（
27
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
五
一
五
頁
。

（
28
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
九
八
頁
。

（
29
）
同
上
書
、
一
九
〇
頁
。

（
30
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
三
九
〇
頁
。

（
31
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
一
九
九
頁
。

（
32
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
四
五
三
頁
。

（
33
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
三
二
頁
。

（
34
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
三
六
一
頁
。

（
35
）
同
上
書
、
四
八
七
頁
。

（
36
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
一
九
八
頁
。

（
37
）
同
上
書
、
二
三
四
頁
。

（
38
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
四
二
一
頁
。
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（
39
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
一
八
頁
。

（
40
）
同
上
書
、
二
六
七
頁
。

（
41
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
四
四
六
頁
。

（
42
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
二
三
七
頁
。

（
43
）
同
上
書
、
二
一
八
頁
。

（
44
）
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

（
45
）
同
上
書
、
二
一
四
頁
。

（
46
）
同
上
書
、
一
九
八
頁
。

（
47
）
同
上
書
、
二
三
一
頁
。

（
48
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
四
四
六
頁
。

（
49
）
農
商
務
省
工
務
局
〔
一
九
一
〇
年
〕、
一
九
〇
頁
。

（
50
）
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
一
九
六
一
年
、
五
三
頁
。

（
51
）
同
上
書
、
五
九
頁
。

（
52
）
西
成
田
豊
『
退
職
金
の
一
四
〇
年
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
第
三
章
。

（
53
）
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
。

（
54
）
石
井
、
前
掲
書
、
三
五
八
頁
。

（
55
）
石
井
、
前
掲
書
、
三
五
八
頁
。

（
56
）
石
井
、
前
掲
書
、
三
六
〇
頁
。

（
57
）
農
商
務
省
商
工
局
〔
一
九
一
七
年
〕、
四
二
二
頁
。

（
58
）
同
上
書
、
四
二
二
頁
。

（
59
）
注
（
55
）
に
同
じ
。
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（
60
）
石
井
、
前
掲
書
、
三
五
八
―
三
五
九
頁
。

（
61
）
た
と
え
ば
、
一
九
〇
六
年
の
岩
手
県
「
男
女
工
募
集
及
周
旋
ニ
関
ス
ル
作
」（
表
10
の
㉘
）
は
、
一
八
九
六
年
の
〝
明
治
三
陸
地
震
・
津
波
〞
で
被

災
し
た
子
女
を
摂
津
紡
績
会
社
が
募
集
し
た
こ
と
（
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
四
巻
、
一
八
四
―
一
八
六
頁
、
前
掲
、
岡
本
幸
雄
『
明

治
期
紡
績
労
働
関
係
史
』
一
四
頁
の
記
述
に
よ
る
）
を
契
機
に
岩
手
県
内
で
出
稼
紡
績
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。

五　
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
成
立

　

第
一
次
世
界
大
戦
中
・
後
の
日
本
経
済
は
著
し
い
好
況
的
発
展
を
し
め
し
、
工
場
の
新
設
と
拡
張
が
相
い
次
い
だ
。
そ
れ
に
と
も
な
い

職
工
の
需
要
が
急
増
し
、
そ
の
供
給
不
足
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
職
工
の
不
足
が
と
く
に
深
刻
化
し
た
の
は
製
糸
業

で
あ
っ
た
。
当
時
の
政
府
の
一
調
査
報
告
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
製
糸
職
工
ノ
不
足
ハ
各
地
殆ほ

と
んド

一
般
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
之
ガ
為
府
県

ヲ
通
ジ
空か

ら

釜が
ま

ノ
数
総
釜
数
ノ
一
割
内
外
ニ
達
ス
ル
モ
ノ
多
ク
、
時
ニ
二
割
ヲ
超
ユ
ル
府
県
ア
リ
。
更さ

ら

ニ
各
工
場
ニ
付
之
ヲ
見
レ
バ
、
殆
ド

意
ノ
如
ク
職
工
ヲ
収
容
シ
順
調
ノ
操
業
ヲ
行
ウ
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖い

え
どモ

、
亦ま

た

設
備
ノ
五
割
余
ヲ
休
止
ス
ル
モ
ノ
已や

ム
ナ
キ
モ
ノ
ア

リ
」（
1
）。
こ
う
し
た
日
本
経
済
の
急
激
な
発
展
に
と
も
な
う
労
働
需
給
関
係
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
工
・
労
働
者
募
集
の
取
締
り

は
い
ぜ
ん
と
し
て
、
上
述
し
た
道
府
県
令
に
よ
る
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

　

経
済
の
拡
大
に
よ
る
職
工
の
大
量
募
集
は
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
も
た
ら
し
、
道
府
県
令
に
よ
る
そ
れ
ま
で
の
「
労
働
者
募
集
取
締
規

則
」
で
は
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
二
四
年
一
二
月
内
務
省
令
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」

が
公
布
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
成
に
携
さ
わ
っ
た
木
村
清
司
（
社
会
局
事
務
官
・
工
場
監
督
官
）
は
そ
の
著
書（
2
）の
な
か
で
、
上
記
の
弊
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害
発
生
の
原
因
と
し
て
㈠
「
労
働
者
需
要
の
緊
切
」、
㈡
「
募
集
従
事
者
其
の
人
を
得
難
き
こ
と
」、
㈢
「
募
集
費
の
多
額
」、
㈣
「
応
募

者
の
無
自
覚
」
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。
本
稿
で
の
私
の
問
題
意
識
と
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
公
布
の
背
景
と
の
関
連
で
は
㈠
㈡
が
重

要
な
の
で
、
本
村
が
そ
の
二
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
㈠
に
つ
い
て
木
村
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
労
働
者
募
集
は
労
働
者
の
需
要
の
緊
切
な
る
場
合
に
、
募
集
従
事
者
と
い
ふ
一
種
の
仲
介
人
に
依
つ
て
就
業
を
勧
誘
す
る
も
の
で

あ
る
。
従
つ
て
事
業
主
は
極
力
之
に
力
を
注
ぐ
結
果
、
募
集
従
事
者
は
功
を
急
ぎ
、
徒

い
た
ず
らに

応
募
者
数
の
多
き
を
望
み
、
勢
ひ
募
集
に

不
正
の
手
段
を
用
ふ
る
に
至
ら
し
め
る
」（
3
）（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。

　

こ
こ
で
木
村
は
、
雇
主
か
ら
独
立
し
た
募
集
従
事
者
（
紹
介
人
・
募
集
人
）
の
存
在
を
当
然
の
前
提
と
し
、
労
働
者
を
大
量
に
募
集
す

る
さ
い
、
募
集
従
事
者
に
よ
る
不
正
行
為
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
㈡
に
つ
い
て
は
木
村
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。

「
募
集
行
為
は
之
を
募
集
従
事
者
よ
り
見
る
と
き
は
一
種
の
仲
介
行
為
で
あ
る
か
ら
、
余
り
高
尚
な
業
務
と
云
ひ
難
い
か
ら
、
適
当

な
人
を
得
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
在
る
」（
4
）。「
募
集
の
弊
害
の
大
部
分
は
、
募
集
従
事
者
其
の
人
を
得
ざ
る
と
、
応
募
者
側
の

無
自
覚
と
に
起
因
す
る
…
…
。
労
働
条
件
を
明
示
せ
ず
に
徒
ら
に
甘
言
を
弄ろ

う

し
て
募
集
を
勧
誘
す
る
が
如
き
、
或
は
応
募
者
た
る
婦

女
子
を
誘
惑
し
其
の
貞
操
を
汚
す
が
如
き
、
或
は
応
募
者
の
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
に
監
禁
す
る
が
如
き
は
、
大
半
は
募
集
従
事
者
其
の

人
を
得
ざ
る
に
因
由
す
る
」（
5
）。
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こ
こ
で
木
村
は
、
募
集
従
事
者
の
職
業
は
「
仲
介
行
為
」
と
い
う
あ
ま
り
「
高
尚
」
と
は
い
え
な
い
仕
事
で
あ
る
た
め
、
人
間
的
資
質

に
問
題
が
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
こ
の
職
業
に
参
入
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
応
募
者
（
婦
女
子
）
の
人
権
蹂じ

ゅ
う

躪り
ん

や
人
身
拘
束
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
と
ば
を
変
え
れ
ば
、
木
村
は
、
雇
主
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
職
業
と
し
て
の
「
募

集
従
事
」
業
を
承
認
し
つ
つ
、
そ
の
職
業
の
問
題
点
と
し
て
、
そ
れ
を
担
う
人
間
の
資
質
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

木
村
が
指
摘
す
る
こ
う
し
た
問
題
状
況
を
背
景
と
し
て
、
内
務
省
社
会
局
は
一
九
二
三
年
四
月
、
各
道
府
県
ご
と
の
「
労
働
者
募
集
取

締
規
則
」
を
全
国
的
に
統
一
す
る
か
た
ち
で
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
社
会
局
草
案
を
発
表
し
、
こ
れ
に
対
し
て
各
地
方
長
官
と
関
係

業
者
に
意
見
を
も
と
め
た（
6
）。
社
会
局
は
そ
れ
ら
の
答
申
を
斟
酌
し
て
成
案
を
作
成
し
、
二
四
年
一
二
月
内
務
省
令
第
三
六
号
を
も
っ

て
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
を
公
布
し
、
翌
二
五
年
三
月
こ
れ
を
施
行
し
た（
7
）。「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
公
布
と
同
時
に
、
社
会
局

長
官
か
ら
各
地
方
長
官
宛
て
に
「
労
働
者
募
集
取
締
令
公
布
ニ
関
ス
ル
件
」
が
発
出
さ
れ
た
。
こ
の
通
牒
は
全
部
で
五
項
目
で
構
成
さ
れ

て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
第
二
項
目
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
募
集
取
締
ノ
要
点
ハ
募
集
従
事
者
其
ノ
人
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
重
要
ト
ス
ル
次
第
ニ
付
、
其
ノ
許
可
ニ
当
リ
テ
ハ
素
行
及
身
元
等
ヲ
厳

重
調
査
シ
、
不
適
当
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
、
就

な
か
ん
づ
く中

左
ノ
各
号
ノ
一ひ

と
つニ

該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
特
ニ
支
障
ナ
シ
ト
認
メ
タ

ル
場
合
ノ
外ほ

か

之
ヲ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト

㈠
禁
治
産
者
又
ハ
準
禁
治
産
者

㈡
（
各
種
の
犯
罪
歴
の
あ
る
者
―
引
用
者
注
）

㈢
密
売
淫
ノ
客き

や
く

止ど
め

又
媒
合
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者

㈣
紹
介
、
周
旋
ノ
営
業
取
締
ニ
関
ス
ル
法
令
ニ
依
リ
営
業
ノ
許
可
ヲ
取
消
サ
レ
タ
ル
者
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㈤
芸
妓
、
娼
妓
又
ハ
酌
婦
等
紹
介
周
旋
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ

㈥
料
理
店
、
貸
座
敷
、
待
合
、
芸
妓
屋
其
ノ
他
之
ニ
類
ス
ル
営
業
ヲ
為
シ
、
又
ハ
是
等
営
業
者
ト
同
居
ス
ル
者
」（
8
）。

　

社
会
局
長
官
の
こ
の
通
牒
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
要
点
を
よ
く
か
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
募
集
従
事
者
に
適
任
・
適
材

と
判
断
し
た
者
の
み
に
募
集
の
許
可
を
あ
た
え
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
各
種
犯
罪
歴
の
あ
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、
芸
娼
妓
や
酌
婦
な
ど
の
紹

介
斡
旋
業
者
や
そ
れ
ら
の
女
性
を
雇
用
す
る
営
業
者
に
は
許
可
を
あ
た
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
同
令
の
基
本
的
な
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
以
下
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
主
要
な
条
項
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う（
9
）。

「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
第
一
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
本
令
ニ
於
テ
募
集
主
ト
ハ
募
集
シ
タ
ル
労
働
者
ノ
雇
主
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
謂
ヒ
、
募
集
従
事
者
ト
ハ
募
集
主
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
又
ハ

自
ラ
雇
用
セ
ン
カ
為
労
働
者
ノ
募
集
ニ
従
事
ス
ル
者
ヲ
謂
フ
」

　

こ
こ
で
は
、「
募
集
従
事
者
」
と
は
募
集
主
（
雇
主
）
の
「
委
託
」
を
う
け
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
す
る
者
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

雇
主
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
職
業
と
し
て
の
労
働
者
募
集
業
（
紹
介
人
・
募
集
人
）
が
法
認
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
木
村
の

さ
き
の
著
書
（
以
下
、「
木
村
」
と
記
す
）
が
以
下
に
の
べ
る
よ
う
に
、「
募
集
従
事
者
」
が
募
集
を
お
こ
な
う
こ
と
は
募
集
主
（
雇
主
）

が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
、
不
特
定
多
数
の
雇
主
の
た
め
の
無
差
別
募
集
は
許
さ
れ
な
い
。「
労
働
者
募
集
は
募
集
主
が
特
定

す
る
こ
と
を
要
す
る
。
故
に
、
傭
主
の
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
の
み
で
は
不
可
に
し
て
、
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
故
に
、
雇

傭
の
仲
介
業
者
が
労
力
の
需
要
を
見
込
ん
で
、
予
め
労
働
者
を
募
集
す
る
が
如
き
は
容
認
さ
せ
な
い
」（
10
）。
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次
に
、
第
四
条
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
労
働
者
ノ
募
集
ニ
従
事
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
左
記
事
項
ヲ
具
シ
、
其
ノ
写
真
ニ
葉
ヲ
添
ヘ
、
募
集
主
ノ
連
署
ヲ
以
テ
其
ノ
所
在
地
所

轄
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

一　

募
集
主
ノ
住
所
、
氏
名
、
法
人
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
名
称
、
主
タ
ル
事
務
所
ノ
所
在
地
及
代
表
者
ノ
氏
名

二　

募
集
従
事
者
ノ
本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
生
年
月
日

三　

募
集
従
事
者
ノ
履
歴

四　

募
集
従
事
期
間

五　

募
集
従
事
区
域

六　

応
募
者
ノ
就
業
場
ノ
名
称
、
所
在
地
及
事
業
ノ
種
類 

」

　

こ
の
第
四
条
で
は
、
募
集
従
事
者
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
、
生
年
月
日
、
経
歴
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
を
記
し
た
書
類
を
本
人
の
写
真

と
と
も
に
、
募
集
主
の
連
署
を
も
っ
て
（
第
一
条
と
の
関
連
）、
募
集
従
事
者
の
居
住
地
の
地
方
長
官
に
提
出
し
、
そ
の
認
可
を
う
け
る

こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。
前
述
し
た
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」（
規
則
Ａ
）
で
は
、
紹
介
人
・
募
集
人
（
募
集
従
事
者
）
は
募

集
地
の
所
轄
警
察
署
（
一
部
は
知
事
）
へ
届
出
れ
ば
済
ん
で
い
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
点
は
お
お
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
木
村
は
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
募
集
従
事
者
の
許
可
は
主
と
し
て
其
の
人
物
の
如
何
に
依
り
決
す
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
募
集
従
事
者
住
所
地
と
募
集
地
と
は
地
方
長
官
を
異
に
す
る
場
合
が
少
く
な
い
。
従
っ
て
募
集
地
の
地
方
長
官
が
之
を
許
す
に

当
っ
て
は
、
住
所
地
の
地
方
長
官
に
照
会
し
、
其
の
身
元
を
調
査
す
る
の
外ほ

か

な
い
。
労
働
者
募
集
取
締
の
中
核
は
募
集
従
事
者
其
の
人
を
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得
る
に
在
り
と
す
れ
ば
、
斯
く
の
如
き
不
徹
底
の
方
法
を
棄
て
て
、
募
集
従
事
者
の
素
行
身
元
を
最
も
良
く
知
る
住
所
地
の
地
方
長
官
に

其
の
許
可
に
就
い
て
所
轄
せ
し
む
る
に
若し

く
は
な
い
」（
11
）。「
募
集
従
事
者
其
の
人
を
得
る
た
め
に
は
、
募
集
従
事
者
た
る
た
め
に
行
政

官
庁
の
許
可
を
受
け
た
る
も
の
を
以
て
之
に
当
ら
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
。
而し

こ
うし

て
此
の
許
可
は
主
と
し
て
身
元
を
調
査
し
、
適
当
な
る

人
物
な
り
と
認
め
た
る
場
合
に
之
を
与
ふ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
住
所
地
所
轄
の
地
方
長
官
を
し
て
之
に
当
ら
し
む
る
を

適
当
と
す
る
」（
12
）。

　

そ
れ
で
は
、
居
住
地
の
地
方
長
官
の
許
可
を
受
け
た
募
集
従
事
者
は
、
募
集
地
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
手
続
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
定
め
た
の
が
第
九
条
で
あ
る
。

「
募
集
従
事
者
募
集
ニ
着
手
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
予

あ
ら
か
じメ

第
三
条
ノ
（
募
集
主
提
出
の
―
引
用
者
注
）
就
業
案
内
、
雇
傭
契
約
書
案
其

ノ
他
募
集
ニ
関
シ
配
布
ス
ヘ
キ
文
書
ヲ
添
付
シ
、
左
記
事
項
ヲ
募
集
地
警
察
署
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ

一　

募
集
従
事
者
ノ
住
所
、
氏
名

二　

募
集
従
事
中
ノ
居い

所ど
こ
ろ

及
事
務
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
在
地

三　

当
該
警
察
署
管
内
ニ
於
ケ
ル
募
集
従
事
期
間

四　

当
該
警
察
署
管
内
ニ
於
イ
テ
募
集
セ
ム
ト
ス
ル
労
働
者
ノ
男
女
別
予
定
人
員

五　

応
募
者
ノ
集
合
所
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
在
地

（
以
下
、
略
） 

」

　

木
村
に
よ
れ
ば
、
右
の
第
九
条
は
前
記
第
四
条
と
あ
い
ま
っ
て
以
下
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。「
本
令
（
労
働
者
募
集
取
締
令
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―
引
用
者
注
）
は
募
集
従
事
者
の
許
可
を
、
主
と
し
て
身
元
保
証
の
意
味
に
於
て
其
の
住
所
地
所
轄
地
方
長
官
を
し
て
為
さ
し
め
（
第
四

条
）、
募
集
地
に
於
て
は
単
に
募
集
地
所
轄
警
察
官
署
に
届
出
づ
る
の
み
に
て
募
集
に
従
事
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
（
第
九
条
）、
募
集
地

に
於
て
は
何
等
許
可
を
受
く
る
を
必
要
せ
ざ
る
こ
と
と
し
た
」（
13
）。
既
述
の
よ
う
に
、
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」
は
、
規
則
Ａ

に
つ
い
て
い
え
ば
、
多
く
は
募
集
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
へ
の
届
出
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
記
述
は
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
な
い

が
、
石
井
寛
治
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
許
可
制
を
と
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
ご
く
一
部
存
在
す
る
の
で
、
第
九
条
は
す
べ
て
例
外
な
し
に
届

出
制
に
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
重
要
な
条
項
と
し
て
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
第
一
二
条
で
あ
る
。

「
募
集
従
事
者
ハ
左
ニ
掲
ク
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

一　

募
集
従
事
者
証
（
第
四
条
で
許
可
さ
れ
た
者
に
発
給
さ
れ
る
―
引
用
者
注
）
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
若も

し
くハ

貸
与
シ
、
又
ハ
募
集
ヲ
他

人
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト

二　

募
集
ニ
関
シ
事
実
ヲ
隠
蔽
シ
、
誇
大
虚
偽
ノ
言
辞
ヲ
弄ろ

う

シ
、
其
ノ
他
不
正
ノ
手
段
ヲ
用
ヰい

ル
コ
ト

三　

応
募
者
ヲ
強
要
ス
ル
コ
ト

四　

応
募
シ
又
ハ
応
募
セ
ム
ト
ス
ル
女
子
ニ
対
シ
、
風
俗
ヲ
紊み

だ

ル
虞お

そ
れア

ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

五　
（
略
）

六　

濫み
だ
りニ

応
募
者
ノ
外
出
、
通
信
若
ハ
面
接
ヲ
妨
ケ
、
其
ノ
他
応
募
者
ノ
自
由
ヲ
拘
束
シ
苛
酷
ナ
ル
取
扱
ヲ
為
ス
コ
ト

七　
（
略
）

八　

応
募
者
ヲ
募
集
従
事
者
証
記
載
ノ
募
集
主
以
外
ノ
者
ニ
周
旋
ス
ル
コ
ト
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九　
（
略
）

十　
（
略
） 

」

　

こ
の
第
一
二
条
に
つ
い
て
木
村
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
募
集
そ
れ
自
体
は
原
則
と
し
て
自
由
と
為
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

之
に
伴
ふ
募
集
従
事
者
の
行
為
は
、
募
集
従
事
者
其
の
人
を
得
る
こ
と
の
難か

た

き
た
め
及
び
募
集
従
事
者
の
募
集
主
よ
り
受
く
る
報
酬
が
多

く
成
功
報
酬
で
あ
る
関
係
上
、
募
集
従
事
者
其
の
功
を
急
ぐ
た
め
に
之
に
伴
ふ
弊
害
が
少
く
な
い
。
故
に
…
…
各
種
の
禁
止
行
為
を
規
定

し
た
」（
14
）。
第
一
項
は
、
募
集
従
事
者
が
さ
ら
に
第
三
者
に
募
集
を
委
託
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
木
村

は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
募
集
主
と
募
集
従
事
者
と
の
関
係
に
就
い
て
間
接
的
委
託
関
係
を
認
む
る
否
や
は
立
法
政
策
問
題
に
属
す
る
が
、

本
令
は
全
然
之
を
認
め
ず
し
て
、
直
接
委
託
関
係
に
在
る
者
の
み
を
募
集
従
事
者
と
為
し
た
る
故
に
、
其
の
趣
旨
の
徹
底
の
た
め
に
募
集

従
事
者
の
複
委
託
を
禁
止
し
た
」（
15
）。
第
三
項
は
、
募
集
に
応
ず
る
こ
と
の
強
制
を
禁
止
し
た
も
の
で
、
木
村
も
「
募
集
従
事
者
の
報
酬

は
請
負
制
度
で
あ
る
た
め
に
、
其
の
功
を
急
ぎ
往
々
に
し
て
執
拗
に
応
募
せ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
こ
と
が
あ
る
。
本
号
（
第
三
項
―
引
用

者
注
）
は
斯
か
る
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
」（
16
）と
記
し
て
い
る
。
第
八
項
は
第
一
条
と
関
連
し
た
禁
止
条
項
で
あ
る
。
第
四
項
、

第
六
項
は
、
募
集
「
請
負
」
で
あ
る
が
故
に
生
じ
や
す
い
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
に
お
い
て
も
ま
た
、「
第
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可
ヲ
受
ケ
ス
、
又
ハ
募
集
従
事
者
証
記
載
事
項
ノ
範

囲
外
ニ
亙わ

た

リ
労
働
者
ノ
募
集
ヲ
為
シ
又
ハ
為
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
拘
留
又
ハ
科
料
ニ
処
ス
」（
第
二
一
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
罰
則
規
定

が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
主
要
な
条
項
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
同
令
は
労
働
者
一
般
の
募
集
に
従
事
す
る
者
（
募
集
従

事
者
）
を
法
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
掲
表
1
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
従
事
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者
を
法
認
し
つ
つ
、
そ
れ
に
一
定
の
秩
序
（
規
制
）
を
く
わ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
じ
じ
つ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
東
京
地
方
職
業
紹
介
事

務
局
は
、「
本
令
（
労
働
者
募
集
取
締
令
―
引
用
者
注
）
の
要
点
と
し
て　

判
読
不
能　

監
督
課
長
（
社
会
局
工
場
監
督
課
長
―
引
用
者
注
）

の
発
表
せ
る
所
に
依
れ
ば
、
本
令
は
女
工
の
募
集
に
限
ら
ず
、
男
子
労
働
者
の
募
集
に
及
ぼ
し
た
る
と
雖い

え
ども

、
特
に
女
子
労
働
者
の
募
集

を
主
と
し
て
い
る
」（
17
）と
の
べ
て
い
る
。

　　

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
製
糸
・
紡

績
・
織
物
業
に
か
ん
す
る
前
述
し
た
諸
研
究
で
同
令
に
言
及
し
た
の
は
、
石
井
寛
治
氏
の
研
究（
18
）、
同
令
を
議
論
の
中
心
に
す
え
た
の

は
東
條
由
紀
彦
氏
の
研
究（
19
）で
あ
る
。
石
井
氏
の
研
究
は
同
令
に
簡
単
に
言
及
し
た
の
み
で
、
そ
の
内
容
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
同
令
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
検
討
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
東
條
氏
の
研
究
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
氏
は
、
一
九

二
〇
年
代
半
ば
に
製
糸
女
工
の
全
国
的
な
「
統
一
的
労
働
市
場
」
が
「
組
織
化
」
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
構
成
要
因
と
し
て
「
女
工
供
給
組

合
」、「
内
務
省
令
労
働
者
募
集
取
締
令
」、「
公
営
職
業
紹
介
事
業
」
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る（
20
）。
し
か
し
同
氏
は
「
労
働
者
募
集
取

締
令
」
の
内
容
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
な
い
た
め
、
同
令
で
法
認
さ
れ
た
募
集
従
事
者
の
活
動
と
「
女
工
供
給
組
合
」
の
活
動
（
こ
の

点
に
つ
い
て
別
稿
で
詳
し
く
論
ず
る
）
が
対
立
し
た
こ
と
、
戦
前
に
お
い
て
「
公
営
職
業
紹
介
事
業
」
の
活
動
は
か
な
ら
ず
し
も
充
分
に

機
能
せ
ず
、
そ
の
点
は
と
く
に
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
職
業
紹
介
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
相
互
に
対
立
す
る
政
策
や
充
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
政
策
を
一
つ
に
ま
と
め
、「
国
家
に
お
け
る
統
一
的
階
層
的
労
働
市
場
の

上
か
ら
の
組
織
化
」（
21
）（
傍
点
、
東
條
）
と
「
理
論
」
づ
け
る
の
は
（「
国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
労
働
市
場
の
組
織
化
」
と
は
一
体
何
な
の

か
は
ひ
と
ま
ず
問
わ
な
い
と
し
て
も
）、
前
述
し
た
同
氏
特
有
の
観
念
的
思
弁
の
産
物
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い（
22
）。
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注（
1
）『
製
糸
職
工
ニ
関
ス
ル
調
査
』
一
九
一
九
年
一
二
月
（「
臨
時
産
業
調
査
局
調
査
資
料
」
第
四
七
号
、
労
働
省
編
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
労
働

法
令
協
会
、
一
九
六
一
年
、
五
三
八
頁
よ
り
再
引
用
）。

（
2
）
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
清
水
書
店
、
一
九
二
六
年
。

（
3
）
木
村
、
前
掲
書
、
三
五
頁
。

（
4
）
同
上
書
、
三
六
頁
。

（
5
）
同
上
書
、
五
五
―
五
六
頁
。

（
6
）
前
掲
、『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
五
三
九
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
五
三
九
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
五
四
四
頁
。

（
9
）
同
令
の
全
文
は
、
同
上
書
、
五
三
九
―
五
四
三
頁
。

（
10
）
木
村
、
前
掲
書
、
六
六
―
六
七
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
五
二
―
五
三
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
五
六
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
一
〇
五
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
一
四
二
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
一
四
三
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
一
四
六
頁
。

（
17
）
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
一
九
二
五
年
三
月
、
三
三
頁
。

（
18
）
前
掲
、
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』
三
六
一
頁
。
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（
19
）
前
掲
、
東
條
由
紀
彦
『
製
糸
同
盟
の
女
工
登
録
制
度
』。

（
20
）
東
條
、
前
掲
書
、
一
五
八
―
一
七
三
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
一
七
三
頁
。

（
22
）
理
論
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
学
問
的
に
優
れ
て
い
る
、
学
問
的
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
、
戦
後
日
本
の
社
会
科
学
が
も
つ
理
論
「
信
仰
」、
あ
る

種
の
権
威
主
義
的
な
学
問
観
は
、
事
実
（
史
実
、
現
実
的
事
象
）
と
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
き
ち
ん
と
ふ
ま
え
な
い
と
き
、
し
ば
し
ば
〝
観
念
の

遊
戯
〞
に
堕
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
う
。

む
す
び

　

以
上
、
製
糸
業
、
綿
紡
績
業
、
織
物
業
の
女
工
の
募
集
方
法
と
、
道
府
県
「
労
働
者
募
集
取
締
規
則
」、
内
務
省
令
「
労
働
者
募
集
取

締
令
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
繊
維
女
工
の
募
集
の
多
く
は
、
雇
主
（
工
場
主
）
か
ら
独
立
し

た
紹
介
人
・
募
集
人
へ
の
依
託
に
よ
る
間
接
募
集
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
昨
年
、
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
臨
時
工
・
臨
時
工
場

人
夫
の
供
給
を
担
っ
た
労
務
供
給
請
負
業
に
つ
い
て
論
じ
た
が（
1
）、
そ
れ
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
繊
維
女
工
の
募
集
・
供
給
に
担
っ
た

紹
介
人
・
募
集
人
も
広
い
意
味
で
の
労
務
供
給
請
負
業
に
従
事
し
た
人
び
と
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
府
県
「
労
働

者
募
集
取
締
規
則
」
の
本
質
は
、
募
集
地
で
の
手
続
き
の
厳
格
化
を
も
と
め
つ
つ
も
、
労
務
供
給
請
負
業
を
事
実
上
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
お
な
じ
よ
う
に
内
務
省
令
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
も
、
業
者
居
住
地
で
の
人
選
の
厳
格
化
を
も
と
め
つ
つ
も
、
雇
主
（
工
場

主
）
が
特
定
し
て
い
る
ば
あ
い
の
労
務
供
給
請
負
業
を
法
的
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
は
以
上
の
べ
た
よ
う
な
重
要
な
史
実
・
歴
史
的
文
脈
を
な
ぜ
説
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
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で
あ
ろ
う
か
。
理
由
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
繊
維
女
工
は
近
代
日
本
に
お
け
る
出
稼
労
働
者
の
典
型
と
さ
れ
（
そ

の
こ
と
自
体
は
け
っ
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
）、
そ
れ
は
地
主
制
史
・
農
業
史
研
究
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
農
村
史
料
調
査
や
農
村
で
の

聞
き
取
り
調
査
が
研
究
の
王
道
だ
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
石
井
寛
治
氏
の
研
究
の
よ
う
な
ひ
じ
ょ
う
に
優
れ
た
研
究
が
い

く
つ
か
生
ま
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
逆
に
も
っ
と
も
基
本
的
な
文
献
史
料
を
き
ち
ん
と
読
む
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
。
新
史

料
と
は
、
文
字
ど
お
り
新
し
く
発
掘
・
発
見
さ
れ
た
史
料
だ
け
で
は
な
く
、
基
礎
的
文
献
史
料
を
読
み
込
み
再
解
釈
（
あ
る
い
は
正
確
に

解
釈
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
多
く
の
研
究
者
が
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
う
け
て
い
た

た
め
、
資
本
と
賃
労
働
と
い
う
二
項
対
立
の
枠
組
の
な
か
で
の
み
史
実
を
解
釈
し
、
そ
の
枠
組
か
ら
は
ず
れ
た
事
象
は
ほ
と
ん
ど
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
意
識
的
に
追
究
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
経
済
学
の
理
論
を

ふ
ま
え
た
ば
あ
い
で
も
、
労
働
市
場
は
自
立
し
た
個
人
に
よ
る
労
働
力
の
売
買
・
取
引
の
場
で
あ
り
、
労
務
供
給
請
負
業
と
い
う
存
在
は
、

理
論
的
に
は
市
場
の
夾き

ょ
う

雑ざ
つ

物
と
し
て
捨
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
繊
維
女
工
募
集
に
お
け
る
労
務
供
給
請
負
業
へ
の
歴
史
認
識
が
こ
れ
ま
で
な
ぜ
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
二
点

に
わ
た
っ
て
の
べ
て
き
た
。
し
か
し
実
は
、
こ
の
二
つ
の
理
由
・
事
情
か
ら
比
較
的
縁
遠
い
と
こ
ろ
で
研
究
し
て
い
る
外
国
人
研
究
者
の

方
が
、
本
稿
が
設
定
し
た
課
題
に
か
な
り
正
確
な
解
答
を
あ
た
え
て
い
る
。
近
年
公
刊
さ
れ
た
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
の
研
究（
2
）が

そ
れ
で
あ
る
。
最
後
に
、
ハ
ン
タ
ー
氏
の
こ
の
研
究
の
一
部
を
紹
介
し
つ
つ
、
わ
た
し
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
く
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ハ
ン
タ
ー
氏
は
、
一
八
九
〇
年
代
半
ば
以
降
繊
維
工
業
労
働
者
の
「
調
達
」
は
、「
半
独
立
の
仲
介
業
者
」
で
あ
る
「
募
集
人
あ
る
い

は
募
集
機
関
」
に
よ
っ
て
「
支
配
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
べ（
3
）、
こ
う
し
た
「
仲
介
業
者
」
の
存
在
は
発
展
途
上
国
の
多
く
に
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み
ら
れ
る
と
し
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
親
類
や
友
人
関
係
を
労
働
者
の
募
集
・
広
報
活
動
に
用
い
る
こ
と
は
、
工
業
化
の
初
期
段
階
に

お
け
る
多
く
の
労
働
市
場
の
特
徴
で
あ
る
…
…
し
か
し
、
よ
り
整
っ
た
募
集
形
式
の
形
成
と
雇
用
仲
介
者
の
採
用
が
、
労
働
市
場
全
体
が

機
能
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
な
っ
た
。
労
働
市
場
の
不
完
全
性
、
た
と
え
ば
通
信
と
情
報
伝
達
の
経
路
が
比
較
的
乏
し
い
こ
と
が
、
仲
介

業
者
を
出
現
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
多
く
の
発
展
途
上
国
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
も
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
例
外
で
は
な
か
っ

た
」（
4
）。「
仲
介
業
者
」、
わ
た
し
の
い
う
労
務
供
給
請
負
業
者
が
発
展
途
上
国
に
よ
く
み
ら
れ
る
存
在
か
ど
う
か
は
、
わ
た
く
し
の
学
問

的
非
力
と
不
勉
強
の
た
め
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
氏
が
そ
の
よ
う
な
広
が
り
の
な
か
で
「
仲
介
業
者
」
を
と
ら
え
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
仲
介
業
者
」
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
氏
は
「
一
九
二
五
年
の
法
制
化
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
募
集
人
の
数
は

…
…
」（
5
）と
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」（
二
四
年
一
二
月
公
布
、
二
五
年
三
月
施
行
）
の
法
令
名
こ
そ
で
て
こ
な
い
も
の
の
、
同
令
の
本

質
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。

　

し
か
し
氏
の
議
論
で
問
題
な
の
は
、「
仲
介
業
者
」
に
よ
る
募
集
方
法
が
両
大
戦
間
期
に
お
い
て
変
化
し
た
の
か
ど
う
か
が
不
分
明
な

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
「
直
接
募
集
方
式
が
広
が
っ
た
の
は
戦
間
期
」（
6
）、「
一
九
二
〇
年
代
に
多
く
の
大
工
場
は
直
接

募
集
に
戻
っ
て
お
り
、
正
規
の
従
業
者
を
派
遣
し
て
労
働
者
の
雇
入
れ
か
ら
工
場
到
着
ま
で
を
手
配
」（
7
）と
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は

「
繊
維
業
者
の
多
く
は
、
戦
間
期
に
お
い
て
も
労
働
供
給
を
募
集
人
に
依
存
し
続
け
た
」（
8
）、「
戦
前
の
大
半
の
時
期
に
お
い
て
、
雇
用
主

と
従
業
者
を
結
び
つ
け
る
役
目
を
担
い
続
け
た
の
は
、
広
義
の
募
集
人
だ
っ
た
」（
9
）と
も
記
し
て
い
る
。「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
意

味
に
氏
が
言
及
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
こ
そ
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
ン
タ
ー
氏
の
議
論
の
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
以
下
の
記
述
で
あ
る
。「
募
集
人
は
、
と
く
に
第
一
次
大
戦
前
に
は
多
様
な
人
々
か
ら

な
っ
て
い
た
。
多
く
は
ま
ず
も
っ
て
特
定
の
一
地
域
の
住
民
で
あ
り
、
そ
こ
が
『
担
当
区
域
』
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
一
部
は
中

農
あ
る
い
は
村
長
な
ど
の
、
も
と
か
ら
の
住
民
で
補
助
的
な
収
入
源
と
し
て
代
理
人
を
務
め
て
い
た
。
そ
の
他
は
専
業
的
な
募
集
代
理
人
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で
、
募
集
活
動
に
よ
る
収
入
が
大
部
分
を
占
め
た
」（
10
）。
こ
の
記
述
の
前
段
の
専
業
的
で
は
な
い
募
集
人
の
在
地
性
（
そ
れ
も
一
部
は
地

方
名
望
家
）
に
つ
い
て
、
氏
は
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
的
根
拠
を
何
も
示
し
て
い
な
い
。
専
業
的
募
集
人
の
下
で
働
く
在
地
の
人
び
と
が

存
在
し
た
可
能
性
は
お
お
き
い
が
（
五
頁
で
記
し
た
「
道
案
内
」
な
ど
）、
そ
れ
ら
の
人
び
と
を
専
業
的
募
集
人
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
西
成
田
豊
「
両
大
戦
間
期
日
本
の
臨
時
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
五
号
、
一
橋
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇

一
〇
年
三
月
）

（
2
）
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
著
、
阿
部
武
司
／
谷
本
雅
之
監
訳
、
中
林
真
幸
／
橋
野
知
子
／
榎
一
江
訳
『
日
本
の
工
業
化
と
女
性
労
働

　

―
　

戦
前
期

の
繊
維
産
業

　

―
　

』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
（
原
著
名
はW

om
en and the Labour M

arket in Japan’s Industrialising Econom
y: T

he 
T
extile Industry before the Pacific W

ar, Routledge, 2003

）。

（
3
）
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
著
、
前
掲
書
、
七
五
頁
。

（
4
）
同
上
書
、
七
三
頁
。

（
5
）
同
上
書
、
七
六
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
七
三
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
七
七
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
七
八
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
七
七
頁
。
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（
10
）
同
上
書
、
七
五
頁
。

　
〔
追
記
〕
本
稿
執
筆
中
、「
戦
後
日
本
の
歴
史
学
の
流
れ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
「
特
集
」
を
組
ん
だ
『
思
想
』（
一
〇
四
八
号
、
二
〇
一
一
年
八
月
、
岩

波
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
本
稿
脱
稿
後
、
石
井
寛
治
「
経
済
学
と
歴
史
学
の
狭
間
で
」（『
Ｕ
Ｐ
』
四
六
七
号
、
二
〇
一
一
年
九
月
、
東
京
大

学
出
版
会
）
が
発
表
さ
れ
た
。
両
者
と
も
本
稿
に
込
め
た
私
の
学
問
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
相
通
ず
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

〔
二
〇
一
一
年
九
月
一
四
日
提
出
〕


